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1．自己点検・評価の基礎資料 

 

（1）学校法人及び短期大学の沿革 

 

＜学校法人の沿革＞ 

昭和 24 年 各種学校秋草学園発足（東京都中野区） 

昭和 27 年 秋草編物技芸学院を開設 

昭和 30 年 学校法人に組織変更 

昭和 35 年 編物に洋裁・和裁を加えた服装の総合学園を開設 

昭和 37 年 秋草服装学院と改称 

昭和 44 年 秋草保育専門学院開校 

昭和 50 年 秋草栄養専門学院開校 

昭和 51 年 三校を専門学校に昇格 

昭和 53 年 学校法人組織に変更（文部大臣認可） 

昭和 57 年 狭山市に秋草学園高等学校開校 

平成７年 所沢市に秋草学園福祉教育専門学校開校 

 

＜短期大学の沿革＞ 

昭和 54 年 所沢市に秋草学園短期大学を（幼児教育学科第一部・第二部）創設 

昭和 60 年 秋草学園短期大学に国文科及び経営科を増設 

平成９年 秋草学園短期大学に学位授与機構認定の専攻科幼児教育専攻を設置 

平成 13 年 国文科を日本文化表現学科に、経営科をビジネスマネジメント学科に名称

変更 

秋草学園短期大学に地域保育学科第一部・第二部を増設 

平成 17 年 日本文化表現学科、ビジネスマネジメント学科、地域保育学科第一部及び

第二部の入学定員を変更 

平成 19 年 地域保育学科第一部を地域保育学科に名称変更 

日本文化表現学科とビジネスマネジメント学科を統合し文化表現学科を設

置 

日本文化表現学科、ビジネスマネジメント学科及び地域保育学科第二部学

生募集停止 

平成 21 年 日本文化表現学科廃止 

平成 22 年 ビジネスマネジメント学科廃止 

平成 24 年 地域保育学科第二部廃止 

平成 29 年 文化表現学科 定員変更 

令和２年 専攻科幼児教育学専攻を廃止 

令和４年 幼児教育学科第二部 定員変更 

令和５年 幼児教育学科第一部、文化表現学科、地域保育学科 定員変更 
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（2）学校法人の概要 

 学校法人が設置する全ての教育機関の名称、所在地、入学定員、収容定員及び在籍

者数 

 令和 6（2024）年５月１日現在 

教育機関名 所在地 入学定員 収容定員 在籍者数 

秋草学園短期

大学 
埼玉県所沢市泉町 1789 番地 250 人 650 人 541 人 

秋草学園高等

学校 
埼玉県狭山市堀兼 2404 番地 260 人 840 人 698 人 

秋草学園福祉

教育専門学校 

埼玉県所沢市東所沢 

1 丁目 11 番 11 号 
40 人 80 人 67 人 

 

（3）学校法人・短期大学の組織図  

 組織図 

 令和 6（2024）年５月１日現在 

 

秋草学園短期大学組織図
（令和6年５月１日現在）
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（4）立地地域の人口動態・学生の入学動向・地域社会のニーズ 

 立地地域の人口動態（短期大学の立地する周辺地域の趨勢） 

本学が立地する所沢市は、埼玉県の南西部にあって東京都に隣接している。令和６

年４月末日現在の人口は 343,187 人であり、平成 19 年に 34 万人を越えて以降は 34

万人前半の数字を維持している。元々昭和 30 年代半ばから東京のベッドタウンとして

発展した地域で核家族世帯が多く、世帯数は 169,931 世帯（令和６年４月）、１世帯

当たりの人数が 2.02 人（令和４年全国平均 2.25 人）である。令和６年３月末日現在

の 15 歳未満人口の割合は 10.9%（令和５年全国平均 11.6%）、生産年齢人口の割合は

61.4%（全国平均 61.3%）、高齢化率（65 歳以上人口）は 27.6%（全国平均 28.4%）

を占める。 

 

 学生の入学動向：学生の出身地別人数及び割合（下表） 

地域 

平成元 

（2019）年度 

令和 2 

（2020）年度 

令和 3 

（2021）年度 

令和 4 

（2022）年度 

令和 5 

（2023）年度 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

北海道 

・東北 
6 1.9 6 2.4 7 2.7 7 2.7 5 2.2 

北関東 6 1.9 0 0  5 1.9 0 0 5 2.2 

埼玉県 174 55.2 129 52.0 154 59.5 158 60.8 155 69.2 

東京都 124 39.4 106 42.8 84 32.4 93 35.8 55 24.6 

南関東 

(千葉・ 

神奈川) 

0 0 0 0 1 0.4 0 0 1 0.4 

甲信越 1 0.3 5 2.0 5 1.9 0 0 3 1.3 

その他 4 1.3 2 0.8 3 1.2 2 0.7 0 0 

合計 315 100.0 248 100.0 259 100.0 260 100.0 224 100.0 

 

［注］ 

□ 短期大学の実態に即して地域を区分してください。 

□ この事項においては通信による教育を行う学科の学生を除いてください。 

□ 認証評価を受ける前年度の令和 5（2023）年度を起点に過去５年間について記

載してください。 

 

 地域社会のニーズ 

本学では、幼児教育・保育系の学科は約 12,000 人、文学・文化・ビジネス系の学科

は約 5,000 人の卒業生を社会に送り出し、それぞれが幼児教育・保育及び企業等の現

場において中核として活躍し高い評価を受けている。こうした実績を踏まえて、本学
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教員は地域行政機関の協議会、審議会やその他委員会の委員または委員長の委嘱を受

け、その専門性から地域社会の発展等に大きく貢献している。 

さらに、学園として、地域の生涯学習ニーズに応えるために「エクステンションセ

ンター」を設置し、地域住民対象の公開講座を開講するほか、埼玉県からの依頼を受

け、保育士養成の委託訓練校を受託するなど行政と共同で保育士不足の解消を図る取

組等、に大きな役割を果たしている。また、所沢市は市内の教育機関との官学連携を

積極的に行なっており、本学を含めた４つの学校と協定を結び、人材や研究成果等の

知的資源を活用したまちづくりを推進している。 

 

 地域社会の産業の状況 

所沢市は埼玉県の南西部にあり、北に頂点をもつ三角形の形状を成している。北東

部は三芳町、北部は川越市、狭山市、北西部は入間市、南部は柳瀬川を挟んで東京都と

接しており、面積は 72.11 平方キロメートルである。 

所沢市は、西武新宿線及び西武池袋線により東京都心と結ばれ、東京のベッドタウ

ンとして発展してきた。近年では、圏央道の東名道～中央道間の全線開通や、関越道

～東北道～常磐道間の開通など、高速交通体系の整備が進んでおり、市内から中央道

や東名高速道路への連絡が可能になるなどアクセスの利便性は大きく向上している。

また鉄道に関しても、西武鉄道と他の鉄道会社の相互乗り入れの開始により、東京・

横浜方面への利便性は向上している。その一方で、県立狭山自然公園をはじめ、狭山

丘陵など武蔵野の自然が数多く残り、自然との共生が進められている。 

所沢市は県内８番目の市として昭和 25 年に誕生し、埼玉県内の市町村別人口では、

さいたま市、川口市、川越市に次ぐ第四の都市となっており、最新の統計（令和３年）

によれば、産業別事業所数の割合は卸売小売業が全体の 22.7%と最も多く、以下建設

業（11.3％）、医療福祉（10.8％）、宿泊・飲食サービス業（10.2％）、生活関連サー

ビス・娯楽業（9.1％）と続いている。産業３分類別（農業・工業・商業）の構成比で

みると、事業所数では、第１次産業（農業）は 0.2％、第２次産業（工業）は 17.9％、

第３次産業（商業）は 81.8％となっている。各産業別割合の推移は、第１次産業は割

合が非常に低く横這いであり、第２次産業、第３次産業も概ね横這いとなっている。 
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 短期大学所在の市区町村の全体図 

 

 

（5）課題等に対する向上・充実の状況 

  以下の①～④は事項ごとに記述してください。 

 

① 前回の評価結果における三つの意見の「向上・充実のための課題」で指摘された事項へ

の対応について記述してください。（基準別評価票における指摘への対応は任意） 

(a) 改善を要する事項（向上・充実のための課題） 

提出された自己点検・評価報告書は、現行の短期大学評価基準に従って作成されてお

らず、また、報告書の記載されている幼児教育学科の教育目的が学則と異なるなど、不

備が見られた。今後より一層の自己点検・評価活動への組織的な取り組みが望まれる。 

 

(b) 対策 

改めて現行の短期大学評価基準の確認を行い、基準に沿っているかを意識しながら作

成するように周知徹底していく。また、幼児教育学科の教育目的については、学則に沿

った内容の報告に修正した。 

(c) 成果 

 複数人によるチェックを行い、現行の評価基準に沿った報告書の作成が出来た。この

ことにより 3 学科全ての教育目的について、学則に沿った内容の報告書に改善された。 

 

 

 



秋草学園短期大学 

7 

 

(a) 改善を要する事項（向上・充実のための課題） 

余裕資金はあるものの、過去 3 年間の経常収支が、学校法人全体及び短期大学部門で

支出超過となっている。今後、経営改善計画に沿って財務体質の改善に努めることが望

まれる。 

 

(b) 対策 

学園全体の今後を検討する将来計画プロジェクトを法人レベルで設置し、その中の事

務部門において業務の効率化・人事政策・人件費の削減等の検討をすすめていき財務改

善を図る。また、教員については設置基準上求められる人数とする。 

 

(c) 成果 

 プロジェクトにおいて事務組織の見直しを行い、組織再編を実施することにより、人

件費の削減を行い、さらに専任教員についても削減を図った。しかしながら、入学者減

による収入減等により収支改善には至らなかった。 

 

 

(a) 改善を要する事項（向上・充実のための課題） 

短期大学全体の収容定員充足率が低いので、充足率をあげるように努力されたい。 

 

(b) 対策 

令和５年度より入学定員を削減することにより、収容定員の充足率向上を目指してい

る。さらに学園全体の今後を検討する将来計画プロジェクトを法人レベルで設置し、そ

の中の短期大学部門で入学者拡充対策・退学者の減少策等検討し、充足率の改善を図る。 

 

(c) 成果 

 定員削減したものの、想定していた数の入学者は集まらず、充足率の改善には至らな

かった。しかしながら、学科別にみると定員充足している学科もあることから、次年度

に向けさらに効果的な募集戦略の構築を目指したい。 

 

 

(a) 改善を要する事項（向上・充実のための課題） 

教授会が意見を述べる事項のうち学長が定める事項について、教授会への周知が十分

とは言えず、また「教員の教育研究業績等の審査」を意見聴取事項としているにもかか

わらず報告事項として対応するなど、運営について改善が望まれる。 

 

(b) 対策 

学長の定める事項において教授会でしっかりと周知し、「教員の教育研究業績等の審

査」は意見聴取したうえで承諾を得るよう改善する。 
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(c) 成果 

 学長の定める事項が周知されたことにより、積極的な意見聴取が可能となり、より効

果的な決定が行われるようになった。「教員の教育研究業績等の審査」は人事教授会に

おいて十分な意見聴取を行い、全体の教授会で承諾を得ている。 

 

 

(a) 改善を要する事項（向上・充実のための課題） 

監事による監査報告書には、学校法人の業務及び財産の状況についての記載はある

が、私立学校法の規定に従って理事の業務執行の状況についても記載することが必要で

ある。 

 

(b) 対策 

今後、理事の業務執行の状況をしっかりと記載していく。 

 

(c) 成果 

 理事の業務執行状況について記載した。 

 

 

② 上記以外で、改善を図った事項について記述してください。 

該当事項がない場合、(a)欄に「なし」と記述してください。 

(a) 改善を要する事項 

なし 

 

 

(b) 対策 

 

 

(c) 成果 

 

 

 

③ 前回の評価結果における三つの意見の「早急に改善を要すると判断される事項」で指

摘された事項の改善後の状況等について記述してください。 

該当事項がない場合、(a)欄に「なし」と記述してください。 

(a) 指摘事項及び指摘された時点での対応（「早急に改善を要すると判断される事項」） 

 評価の過程で、学生の懲戒（退学・停学及び訓告の処分）については学則第 40 条に

定められているが、その手続きに関する規程が定められていないという問題が認められ

た。当該問題については、機関別評価結果の判定までに改善されたことを確認した。今
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後は、法令等にのっとって適切な管理運営に取り組まれたい。 

 

(b) 改善後の状況等 

 上記の指摘に基づき、「秋草学園短期大学学生懲戒規程」を定めた。今後は、この規

程に沿って適切な管理運営をおこなっていく。 

 

 

④ 評価を受ける前年度に、文部科学省の「設置計画履行状況等調査」及び「大学等設置に

係る寄附行為（変更）認可後の財務状況及び施設等整備状況調査」において指摘事項が

付された学校法人及び短期大学は、指摘事項及びその履行状況を記述してください。 

該当事項がない場合、(a)欄に「なし」と記述してください。 

(a) 指摘事項 

なし 

 

 

(b) 履行状況 

 

 

 

 

（6）短期大学の情報の公表について 

 令和６（2024）年５月１日現在 

 

① 教育情報の公表について 

No. 事  項 公 表 方 法 等 

1 

大学の教育研究上

の目的に関するこ

と 

本学ホームページ内「情報の公開等」のページにて公開 

〈URL〉 

https://www.akikusa.ac.jp/akitan/index.cgi?mode=about_view 

2 
卒業認定・学位授与

の方針 

本学ホームページ内「情報の公開等」のページにて公開、及

び学生便覧に掲載 

〈URL〉 

【幼児教育学科第一部】 

https://www.akikusa.ac.jp/akitan/pdf/about/yk_policy.pdf 

 

【地域保育学科】 

https://www.akikusa.ac.jp/akitan/pdf/about/ch_policy.pdf 

 

【文化表現学科】 

https://www.akikusa.ac.jp/akitan/pdf/about/bh_policy.pdf 

3 
教育課程編成・実施

の方針 

4 
入学者受入れの方

針 

https://www.akikusa.ac.jp/akitan/index.cgi?mode=about_view
https://www.akikusa.ac.jp/akitan/pdf/about/yk_policy.pdf
https://www.akikusa.ac.jp/akitan/pdf/about/ch_policy.pdf
https://www.akikusa.ac.jp/akitan/pdf/about/bh_policy.pdf
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5 
教育研究上の基本

組織に関すること 

本学ホームページ内「情報の公開等」のページにて公開 

〈URL〉 

https://www.akikusa.ac.jp/akitan/index.cgi?mode=about_view 

6 

教員組織、教員の数

並びに各教員が有

する学位及び業績

に関すること 

7 

入学者の数、収容定

員及び在学する学

生の数、卒業又は修

了した者の数並び

に進学者数及び就

職者数その他進学

及び就職等の状況

に関すること 

8 

授業科目、授業の方

法及び内容並びに

年間の授業の計画

に関すること 

本学ホームページ内「各学科＜講義一覧＜シラバス」のペー

ジにて公開 

〈URL〉 

【幼児教育学科第一部】 

https://www.akikusa.ac.jp/akitan/course/infant1/resume/ 

【幼児教育学科第二部】 

https://www.akikusa.ac.jp/akitan/course/infant2/resume/ 

【文化表現学科】 

https://www.akikusa.ac.jp/akitan/course/bunka/resume/ 

【地域保育学科】 

https://www.akikusa.ac.jp/akitan/course/nursery/resume/ 及

び、学生便覧に掲載 

9 

学修の成果に係る

評価及び卒業又は

修了の認定に当た

っての基準に関す

ること 
本学ホームページ内「情報の公開等」のページにて公開、及

び学生便覧に掲載 

〈URL〉 

https://www.akikusa.ac.jp/akitan/index.cgi?mode=about_view 

10 

校地、校舎等の施設

及び設備その他の

学生の教育研究環

境に関すること 

11 

授業料、入学料その

他の大学が徴収す

る費用に関するこ

と 

https://www.akikusa.ac.jp/akitan/index.cgi?mode=about_view
https://www.akikusa.ac.jp/akitan/course/infant1/resume/
https://www.akikusa.ac.jp/akitan/course/infant2/resume/
https://www.akikusa.ac.jp/akitan/course/bunka/resume/
https://www.akikusa.ac.jp/akitan/course/nursery/resume/
https://www.akikusa.ac.jp/akitan/index.cgi?mode=about_view
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12 

大学が行う学生の

修学、進路選択及び

心身の健康等に係

る支援に関するこ

と 

本学ホームページ内「情報の公開等」のページにて公開 

〈URL〉 

https://www.akikusa.ac.jp/akitan/index.cgi?mode=about_view 

 

② 学校法人の情報の公表・公開について 

事  項 公 表・公 開 方 法 等 

寄附行為、監査報告書、財

産目録、貸借対照表、収支

計算書、事業報告書、役員

名簿、役員に対する報酬

等の支給の基準 

１．本学園ホームページ内「情報公開」のページにて公開 

〈URL〉 

https://www.akikusa.ac.jp/akitan/index.cgi?mode=about_view  

２．左記の書類全て閲覧可能とし、学園本部事務局、短期大

学、高等学校、専門学校に備え付け、学園所属者、その他利

害関係者への閲覧に供している。 

［注］ 

□ 上記①・②ともに、ウェブサイトで公表している場合は URL を記載してくださ

い。 

 

（7）公的資金の適正管理の状況（令和 5（2023）年度） 

 公的資金の適正管理の方針及び実施状況を記述してください（公的研究費補助金取

扱いに関する規程、不正防止などの管理体制など）。 

経常費補助金、特別補助金、就学支援金、父母負担軽減事業補助金等公的資金につ

いては、本学作成の請求データを国、県、事業団がチェックし振り込まれる。本学は受

け皿として別口座を設け管理している。管理体制、実施状況については、年２回公認

会計士による監査を受けており、特段の指摘事項はない。 

公的研究費補助金の取り扱い、不正使用の防止等については、「秋草学園短期大学に

おける競争的資金等の取り扱いに関する規程」に基づいて管理運営されてきたが、平

成 26 年２月の研究費の不正使用の防止を目的とした「公的研究費の管理・監査のガイ

ドライン」の改正及び８月の「研究活動の不正行為への対応等に関するガイドライン」

の設定に対応するよう関係規程の改正を行った。そのため、それ以降の公的資金の適

正管理、不正防止については、「秋草学園短期大学研究活動の不正行為の防止等に関す

る規程」、及び「秋草学園短期大学における公的研究費に係る不正行為の防止及び調査

に関する内規」に基づいて管理運営が行われている。また、合わせて公的資金の運用

管理に関わりのある教職員については、毎年コンプライアンス研修を受講し不正防止

に努めるとともに、誓約書の提出を義務付けている。 

 

 

 

 

https://www.akikusa.ac.jp/akitan/index.cgi?mode=about_view
https://www.akikusa.ac.jp/akitan/index.cgi?mode=about_view
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2．自己点検・評価の組織と活動 

 自己点検・評価委員会（担当者、構成員） 

自己点検・評価委員会は、学長を委員長として、理事長、常任理事、学科長、事務

局長、ALO及び理事長の指名による者で構成される。委員会は、実施計画の策定時や

評価結果の取りまとめ時に開かれ、自己点検・評価報告書を教授会と理事会に提出し

ている。 

また、委員会の承認を受けて、各学科の教員及び事務職員で構成される専門部会を

設置する。専門部会は、ALOを主査とし、実施と評価に関わる取りまとめ作業を行っ

ている。 

 

 

 自己点検・評価の組織図（規程は提出資料） 

自己点検・評価委員会 

   自己点検・評価の計画・実施、報告書の公表、自己点検・評価に係る改善、相互評

価、専門部会の設置、認証評価の実施要領の作成 

 

  〈委員〉理事長、常任理事、学科長、事務局長、ALO、理事長が指名する者若干名 

自己点検・評価委員会専門部会 

    自己点検・評価に係る準備作業、実施分担の立案、結果の取りまとめ、改善の報

告 

    〈委員〉主査（自己点検・評価委員）、委員会委員長、部会部長、学科代表教

員、法人部代表職員 

自己点検・評価実施責任者 

     評価領域ごとの自己点検・評価作業の取りまとめ 

 

法人部職員・短期大学教職員 

     自己点検・評価作業 

 

 

 組織が機能していることの記述（根拠を基に） 

本学は、平成６年に自己点検・評価委員会を設置し、それ以降毎年自己点検・評価

を実施しており、評価結果を冊子やホームページにより公表してきた。 

あわせて平成17年より「秋草学園短期大学自己点検・評価委員会規程」、「秋草学園

自己点検・評価専門部会設置細則」、「秋草学園短期大学自己点検・評価及び第三者評

価実施要領」と規程の整備をおこない、その結果として平成20年度、平成27年度の短

期大学基準協会の第三者評価において適格認定を受けている。令和３年に「秋草学園

短期大学自己点検・評価委員会規程」、「秋草学園短期大学自己点検・評価専門部会設

置細則」、「秋草学園短期大学自己点検・評価及び認証評価実施要領」の規程改定を行

い、令和４年に短期大学基準協会の認証評価を受検し、適格認定を受けた。 

 自己点検・評価報告書完成までの活動記録（自己点検・評価を行った令和5

（2023）年度を中心に） 
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令和５年度から令和６年度の活動記録は以下のとおりである。 

開催日 開催委員会 内  容 
令和５年 

２月８日 

令和４年度 

第２回自己点検・

評価委員会専門部

会（報告書作成） 

・「令和５年度自己点検・評価報告書」の作業日程、評価基準、作業分担及び

評価責任者について 

令和５年 

５月24日 

令和５年度 

第１回自己点検・

評価委員会専門部

会（報告書作成） 

・「令和５年度自己点検・評価報告書」の作業日程について 

・「令和５年度自己点検・評価報告書」の校正について 

令和５年 

10月4日 

令和５年度  

第２回自己点検・

評価委員会専門部

会（報告書作成） 

・「令和５年度自己点検・評価報告書」（案）の校正、最終確認 

令和５年 

11月11日 

令和５年度  

第１回自己点検・

評価委員会 

・「令和５年度自己点検・評価報告書」（案）について  

・教授会、理事会の承認を受け、「令和５年度自己点検・評価報告書」公表 

・「令和６年度自己点検・評価報告書」の作業日程、評価基準、作業分担及び

評価責任者について 

令和６年 

９月７日 

 

令和６年度 

第１回自己点検・

評価委員会 

 

 

・「令和６年度自己点検・評価報告書」の最終校正及び確認 
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【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】 

 

［テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神］ 

 

＜根拠資料＞ 

 

備付資料 1 秋草学園短期大学公開講座案内 

備付資料 2 所沢市との「官学連携に関する基本協定書」 

備付資料 3 大学関係者評価委員会議事要録 

        

［区分 基準Ⅰ-A-1 建学の精神を確立している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 建学の精神は短期大学の教育理念・理想を明確に示している。 

（2） 建学の精神は教育基本法に基づいた公共性を有している。 

（3） 建学の精神を学内外に表明している。 

（4） 建学の精神を学内において共有している。 

（5） 建学の精神を定期的に確認している。 

 

＜区分 基準Ⅰ-A-1 の現状＞ 

昭和 24 年の開学の折、創設者秋草芳雄先生と学祖秋草かつえ先生は戦後の荒廃した世

相の中で、社会における女性の役割が大きくなるとの認識に基づき、職業人として自立し

た女性を育成することを目的として「愛され信頼される女性の育成」を建学の理念として

掲げ、以降短期大学においてもこの建学の理念に基づき女子教育の推進に努めてきた。 

 また、建学の理念に謳う「愛され信頼される女性の育成」を具現化する重要な基盤とし

て、「礼節、勤勉、協調」の精神を教育の支柱と位置づけ、全学科の教育指導が行われてき

た。 

 この建学の理念は社会における女性の自立を目指すものであり、「礼節、勤勉、協調」の

精神とともに、教育基本法第１条にある「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な

国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行

われなければならない。」という社会の求める人物像を具現化しており、公共性を有してい

る。 

大学案内、本学の Web ページには建学の理念、教育理念について説明した文章を掲載し、

学内外に表明している。また、学生便覧にも明記し、さらに建学の理念について詳しく記

述した小冊子「建学の理念」を入学時に全員に配布して周知徹底を図っている。また、新

入学生には新入生研修時に学長から上記の冊子をもとに建学の理念を説明している。さら

に２年生、３年生の学生に対しては年に一回程度、学長講話という形で建学の理念の理解

の徹底及び学長の教育方針、具体的には人としての在り方などについて、学祖秋草かつえ

先生の考えなども含めて説明を行い建学の理念の徹底を図っている。そのため、現状にお

いて建学の理念はおおよそ学生に共有されていると考えるが、現在実施している種々の事

項を今後も継続し、必要に応じ改善しながら徹底していく。更に、新たに採用する教員に

様式 5－基準Ⅰ 
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ついては建学の理念をどのように具現化するかについて採用時に記述させるとともに、毎

年度初めに行われる教職員全体会においては、建学の理念とともに、理事長、学長が教育

の理念の意義と重要性について新規採用教職員や非常勤講師を含む全教職員に説明を行い、

共有を図っている。この他、オープンキャンパスにおいても積極的に学長が受験生及びそ

の御父母に説明を行っている。今後は建学の理念をさらに学生に徹底させるために、建学

の理念をテーマとした論文コンクールなどを開催していくことを検討している。さらには

A-２に記述している大学関係者評価委員会においても、冒頭本学の建学の理念を学長から

説明するなどしており、建学の理念、精神については定期的に確認をしている。 

建学の理念を教育により効果的に反映するための仕組みについては、幼児教育学科の「カ

レッジリテラシー」、地域保育学科の「短大基礎講座」、文化表現学科の「短大生基礎力演

習」などの科目で、教育を通じて「愛され信頼される女性の育成」という教育理念を伝え

ている。また、平成 30 年度に創設者秋草芳雄先生及び学祖秋草かつえ先生の胸像を本学の

玄関ホールに設置し３月 14 日に除幕式を行った。この結果本学で学ぶ学生及び全ての教

職員が登校時に両先生の尊顔を拝することになり、より強い建学の理念の理解につながっ

た。 

  

［区分 基準Ⅰ-A-2 高等教育機関として地域・社会に貢献している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 地域・社会に向けた公開講座、生涯学習事業、正課授業の開放（リカレント教育

を含む）等を実施している。 

（2） 地域・社会の地方公共団体、企業（等）、教育機関及び文化団体等と協定を締結

するなど連携している。 

（3） 教職員及び学生がボランティア活動等を通じて地域・社会に貢献している。 

 

＜区分 基準Ⅰ-A-2 の現状＞ 

地域社会に向けた公開講座としては本学園のエクステンションセンターが実施している

（備付-1）。本講座は発足以来 10 余年を経過し、毎年半期ごとに 20 程度の講座を開講し、

毎期延べ 350 人程度の受講生が多様な分野の講座を学んでいる。令和２年度から令和４年

度は新型コロナウイルス感染症の影響のため、予定していた講座は全て開講できなかった。

令和５年度はコーラスなど感染リスクが高い講座は休講とし、縮小して開講した。今後は

新型コロナウイルス感染症の収束状況を見ながら、徐々に開講講座を増やして、地域社会

に貢献していきたいと考えている。 

社会人のためのリカレント教育の一環として、昨今の保育士不足対策として「潜在保育

士」を対象とした再教育を所沢市役所職員の協力を得て令和元年の夏に実施した。令和２

年度から令和５年度は新型コロナウイルス感染対策のため、この再教育は開催できなかっ

たが、受講生からは好評であり、保育士として再度勤務する自信が得られた等のコメント

をいただいている。したがって、今後も事情が許せば継続して行う予定であり、保育士不

足の解消に少しでも寄与できればと考えている。 

また、所沢市と秋草学園とは「官学連携に関する基本協定書」（備付-2）を平成 29 年７

月に結び、所沢市が主催する約 10 の委員会において、委員長または委員として教員を派遣
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し、市の行政に貢献している。この種の活動は所沢市以外にも狭山市、東村山市などの委

員会にも教員を委員として派遣しており、地方自治体の行政の支援を行っている。また、

市が主催の環境講演会にも講師を派遣している。令和５年度は新たに株式会社西武ライオ

ンズと「連携協力に関する基本協定」を締結し、本学テニスコートにおけるライオンズス

ポーツアカデミーの開催をはじめとする、地域社会の発展や市民福祉の向上に協働して寄

与していく計画である。さらには外部委員として所沢市こども未来部長、所沢商工会議所

事務局長、野老澤町造商店店長及び所沢市泉町保育園園長からなる「大学関係者評価委員

会」を組織し、本学の教育について定期的に助言をいただき、可能なことから実施に移し

ている（備付-3）。外部委員の選定にあたっては本学の教育及び卒業生の就職に大きな関係

を持つ行政、企業及び保育関係者の中から選定している。 

地域保育学科では、所沢市を中心とした近隣の区市町村の子ども関連施設、児童館、特

別支援学校等および行政が主催、後援する文化団体、商工業団体等と連携し、教員および

学生のボランティア活動を通した交流活動を行っている。その多くはイベントへの企画や

準備、またイベントへの参加、運営補助等を内容としている。これらは学科発足以来の活

動であり、地域の行政、商工業、教育機関および文化団体等との交流活動は定着し一定の

評価を得ている。また教員及び学生によるボランティア活動についても積極的に参加し、

支援している。コロナ禍により縮減していた活動も、令和４年度は状況を見ながら再開に

向けて進み始めたが、令和５年度より本格的な活動を再開した。いくつかの例を挙げると、

所沢市での「サンタを探せ」におけるサンタクロース役、空飛ぶ音楽祭 2023 への参加、所

沢市民フェスティバルのスタッフボランティア・チラシ作り、駅ボランティア講習会、地

域の親子イベントなど様々な活動を行った。また、コロナ禍に深めた所沢市との連携を大

切にして、地域密着型の活動を継続した。例えば、所沢市の職員の講演会や子ども未来部

とのタイアップ事業、さらに教員の市民会議への参加などを行った。SNS を用いた子育て

支援動画の発信や、所沢市の子育てマップ作りを行うなどの活動も引き続き行っている。

また、教員もこれらのイベントに積極的に関与し実行委員として活動した。特に、空飛ぶ

音楽祭 2023 では、学科長が実行委員長を務め、より学科としての地域貢献の色を濃くし

た。 

文化表現学科では地域社会に向けたリカレント教育、ボランティアなどを通じて「地域・

社会」に貢献している。リカレント教育に関しては、図書館司書課程をはじめ各種の資格

課程に関して正規授業を開放している。現在、受講者はいないが、引き続き積極的に広報

して参加者を募っている。 

インターンシップに関しては、令和元年度までに所沢市及びその周辺地域の自治体、医

療法人、民間企業等と連携覚書（京王プラザホテル等 13 社）を結んでおり、文化表現学科

の学生は、これらの企業で年間２回のインターンシップを実施してきたが、令和２年度以

降は新型コロナウイルスの国内での感染状況の悪化により、企業側から「受入不可」の方

針が伝えられたため、全て中止となっている。しかしながら令和２年度より教育課程に配

置した「キャリアスタディ（企業人に学ぶ）」の科目を産業界との連携によって進め、産業

人から企業活動に関する各種講義を受けるなど教育的効果を上げている。さらに令和３年

度、令和４年度においては、所沢警察署の「特殊詐欺防止啓発活動」に協力し、防犯チラ

シの制作、防犯動画制作に携わったほか、市内での啓発活動に学生約 40 人が参加した。ま
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た、地域の鉄道会社の緊急時避難訓練にも学生約 20 人が参加する等、地域・社会に貢献す

るする取り組みを展開することができた。令和５年度においても所沢警察署の「特殊詐欺

防止啓発活動」への協力活動を継続して展開している。教育課程の中に選択科目として取

り入れ、地域の団地自治会と連携して取り組んでいる「ボランティア活動」については、

立ち上げ時から一貫して地域の環境美化活動に取組んでいる。 

これらのボランティア活動は、「地域の各種団体などの求めに応じた取組を適宜実施し、

地域・社会に貢献する」という大学の基本的方針に基づくものである。文化表現学科の活

動はその具体的展開を一段と深化させたものである。地域連携センターは地域等からのボ

ランティアの窓口となっている。コロナ禍においては依頼がなかったが徐々にボランティ

ア活動の依頼も増えており、教育的効果を考慮した上で情報を掲示および Gmail 配信で学

生へ周知している。また、地域保育学科および文化表現学科の授業で実施している学生ボ

ランティア活動については、担当教員を通して状況を把握し HP にて報告している。令和

５年４月には新しく所沢市社会福祉協議会と包括連携し、年度の事業について活動計画の

立案および検討を行い、12 月にはひとり親世帯や困窮世帯を対象としたフードパントリー

事業に参加した。教職員および学生等から食品を募り、当日は学生ボランティアおよび教

職員が食品の配布等に携わった。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神の課題＞ 

各学科の教育課程の中で、実務的な側面からの建学の理念の具体化、つまり職業人とし

ての自立した女性に必要とされる「知識・技能・実践力」の習得については、その目的を

十分に果たしていると判断しているが、定量評価が難しい「ひと」「短期大学士」としての

「素養」の育成にはアクティブラーニングの教授法などの工夫が必要であろう。 

現在実施しているエクステンションセンターでの公開講座については、感染状況の緩和

に伴い、従来以上に受講生の関心が高い講座内容に変更し、さらに PR を活性化していく。

なお、所沢市との地域連携協定に関する活動については今後も継続し行っていくが、さら

にその内容を深化させていきたい。 

また、インターンシップについては協定先であっても、希望する学生が出ない業種や日

数などの条件が合わない企業がある。今後はインターンシップ受入れ先機関の更なる開拓

と学生の希望とのマッチングを図る必要がある。 

地域保育学科による地域活動が定着するのに伴いインターンシップ受け入れ事業体や人

数が増加しているが、派遣学生数が限られている。そのため、今後は地域連携センターを

中心として全学的な地域での活動をバックアップしていく予定である。 

 文化表現学科では、令和２年度の課題として「地域社会への貢献を質量ともにさらに充

実させる」としていたボランティア活動について、令和３年度に所沢警察署や西武鉄道等

との連携による授業を展開、令和４年度には所沢警察署のほか、公益財団法人・日本財団、

テレビ埼玉と連携して県内において環境保全・美化活動を展開、市民生活への浸透活動を

一段と強化することができた。さらに、令和５年度までに提携の輪を所沢市社会福祉協議

会や所沢商工会議所にも広げ、地域社会に貢献する種々の活動を展開してきた。今後の課

題としては、この活動をさらに深化させ、市内の公共機関等や商工団体、民間企業との連

携によるボランティア活動の一層の強化につなげていくことである。インターンシップに
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おいては、参加学生数をふやすことと、卒業後の就職に結びつけることが肝要であるが、

そのためには「就職と直結するインターンシップ」について、企業と本学の間で相互理解

をすることが大切であり、そのための方策を検討することが必要である。インターンシッ

プだけでなく教育活動の展開においても産業界や自治体と連携し、地域社会への貢献を通

じ、授業の活性化を図ることが課題である。地域連携センターでは、地域等から依頼のあ

ったボランティアについて学生へ周知しているが、個人で手続きする必要があるため、実

際の活動状況は把握できていない。今後、学生に社会貢献の機会を提供できるよう、学生

のボランティア活動を支援する体制を検討する必要がある。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神の特記事項＞ 

建学の理念である「愛され信頼される女性の育成」の創立時はもとより現在でも社会に

通じる考え方である。愛される、信頼されるという受け身の表現になってはいるが、他者

を愛してこそ愛されるのであり、人間として約束を守れる、社会人としてきちんと仕事が

できてこそ、信頼されるのである。建学の理念をわかりやすく説明する言葉として、学祖

秋草かつえ先生は「礼節の心を養い、美しいマナーで人と接することのできる人」「勤勉な

態度で生活し、何事にも努力を惜しまない人」「協調の精神を理解し、豊かな心で人と交わ

ることのできる人」 を挙げている。これら建学の理念、教育方針を大切にし、今後も女子

教育に特化した学園として発展すべく努力を続ける。 

 

 

［テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果］ 

 

＜根拠資料＞ 

備付資料 4 コンピテンシー到達度自己評価 

 

［区分 基準Ⅰ-B-1 教育目的・目標を確立している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 学科・専攻課程の教育目的・目標を建学の精神に基づき確立している。 

（2） 学科・専攻課程の教育目的・目標を学内外に表明している。 

（3） 学科・専攻課程の教育目的・目標に基づく人材養成が地域・社会の要請に応えて

いるか定期的に点検している。 

 

＜区分 基準Ⅰ-B-1 の現状＞ 

幼児教育学科では、建学の理念である「愛され信頼される女性の育成」を前提に、学科

の教育目的・目標を、「自然と生命を尊重し、知性と感性を磨き、幼児教育・保育を通して

地域社会に貢献できる、人間性豊かな人を育成すること」を掲げ５つの具体的な教育目標

を示している。 

この教育目的・目標については、入学案内や本学ホームページ等で学内外に表明してい

る。新入生に対しては、入学前に対面教育を行い、教育目的・目標について説明している。 

入学後は「学生便覧」を年度当初に配布し、新入生オリエンテーションで説明をしてい



秋草学園短期大学 

19 

る。非常勤講師等には、前期の授業の開始にあたって開催する「非常勤講師教職員会」で、

学科長が学科の教育目的・目標の説明をしている。学科の教育目的・目標に基づく人材養

成が地域・社会の要請に応えているかの点検は、外部の第三者を加えた「大学関係者評価

委員会」に報告し、定期的に点検している。 

地域保育学科では建学の理念を根底に、「子どもは地域社会で育成するという理念に基づ

き、それに必要な専門的知識・技術を習得させ、幅広い視野と豊かな人間性を有する職業

人を養成する」という教育目的・目標を明確に示している。それらは学生便覧に明記して

いる。また大学案内、ホームページ、入試ガイド誌等で学内外にも公表している。教育目

的・目標に基づく人材養成が地域社会の要請に応えているかについては、地域や社会のニ

ーズや学生の学修の様子等から定期的に点検している。学生に対しては、学生便覧を読ま

せるだけでなく、入学前教育や初年次のオリエンテーション、初年次の必修科目「短大基

礎講座」などで周知を行い、理解を深めるよう指導している。 

文化表現学科では、建学の理念である「愛され信頼される女性の育成」を前提に、学科

の教育目的・目標を、「歴史的に醸成された文化・文学の諸事象を深く理解するとともに、

現代社会が求める多様な表現方法・技術を駆使できる人材を育成すること」としている。

これに基づいて教育課程は教養教育課程、専門基礎課程、キャリア教育課程及び専門教育

課程で編成。これらの各課程の教育目的・目標及び教育課程は、ホームページにも掲載し

て公開しているほか、大学案内、入試ガイド等で学内外に公表している。新入生について

は「学生便覧」を年度当初に配布し、新入生オリエンテーションで説明している。非常勤

講師等には、前期の授業の開始にあたって開催する「非常勤講師教職員会」で、学科長が

学科の教育目的・目標の説明をしているほか、短期大学部のホームページにも掲載し、内

外に公表している。学科の教育目的・目標に基づく人材養成が地域・社会の要請に応えて

いるか否かの点検については、学校教育法の短期大学の規定に照らして定期的に点検する

とともに外部の第三者を加えた「大学関係者評価委員会」に報告している。 

 

［区分 基準Ⅰ-B-2 学習成果（Student Learning Outcomes）を定めている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 短期大学としての学習成果を建学の精神に基づき定めている。 

（2） 学科・専攻課程の学習成果を学科・専攻課程の教育目的・目標に基づき定めてい

る。 

（3） 学習成果を学内外に表明している。 

（4） 学習成果を学校教育法の短期大学の規定に照らして、定期的に点検している。 

 

＜区分 基準Ⅰ-B-2 の現状＞ 

 短期大学における学習成果は、「愛され信頼される女性の育成」という建学の理念に基づ

いて、「豊かな人間性と高い実践力を備え、地域に貢献できる人材」を輩出するため、以下

に示す力を身につけることとする。 

1. 幅広い知識と深い教養 

2. 自分と向き合い、他者を尊重できるコミュニケーション力 

3. 自ら問題を発見し、その解決の道筋を見出せる力 
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4. 柔軟な思考力と豊かな自己表現力 

5. 社会人として求められる良識と高い倫理観 

幼児教育学科の学習成果については、以下のように記されている。幼児教育学科の学習

成果は、建学の理念である「愛され信頼される女性」を体現し、人間性豊かな保育者に成

長することである。具体的には、保育者としての幅広い専門知識を学び、実践で活用でき

る技能を身につけるとともに、柔軟な思考力と豊かな表現力、他者を尊重し協調できるコ

ミュニケーション力、社会人としてのマナーを身につけることである。それらは幼稚園教

諭二種免許状、保育士資格の取得状況及び免許・資格を活かした専門就職率などを専門教

育の学習成果の一つとして大学案内等を通して学外にも公表している。また、学習成果は

学校教育法や短期大学の規程に照らして学科会等で定期的に点検している。今後、卒業認

定・学位授与の方針に合わせた履修カルテの変更などを通して学習成果について学生自ら

も実感できるような仕組みを作っていく予定である。 

地域保育学科の学習の成果は、建学の理念である「愛され信頼される女性」を体現し、

学科の目的である「子どもは地域社会で育成するという理念に基づき、それに必要な専門

的知識・技術を習得させ、幅広い視野と豊かな人間性を有する保育者」として学生が成長

することにある。具体的には３年間の学びの中で豊富な体験や多くの資格取得を目指しな

がら保育者として必要な教養や専門的知識及び技術を身につけ、さらに保護者や地域社会

とも自信を持ってコミュニケーションをとることができる力を身につけることである。そ

れらは幼稚園教諭二種免許状、保育士資格の取得状況及び免許・資格を活かした専門就職

率等などを専門教育の学習成果の一つとして大学案内等を通して学外にも公表している。

また、学習成果は学校教育法や短期大学の規程に照らして学科会等で定期的に点検してい

る。 

文化表現学科の学習の成果は、建学の理念である「愛され信頼される女性」を具現化す

るとともに、「現代社会が求めるコミュニケーション力と多様な表現方法・技能及び社会的

有用性を認められている各種資格を活かして社会に巣立つための学士力」であると位置づ

けている。このために、教育課程では①幅広い教養を身につけるとともに、現代社会が求

めるコミュニケーション能力と多様な表現方法・技術を駆使できる②広く社会に認められ

ている資格や技能を活かして社会へ巣立つ能力を持つ、ことを前提として科目を配置して

いる。令和３年度には、「学習の成果」の内容の深化を図るため、教育課程の一部を変更し

て２つのゼミ（心理学・アサーション、Web デザイン）を追加配置した。また、令和５年

度には、専門学問のフィールドを科目の拡大・充実を図ることを決め、令和６年度から運

用することにしている。教育を通じて得られるこれらの成果は、学科として決めているだ

けでなく、担当科目の教員が科目ごとに決めて、教育効果を確認している。さらに、これ

らの学習成果は何より学生自身が認識すべきものであるとの前提に立って、教育課程やシ

ラバスでも明示し、学生の自己認識を促している。また、専任教員が学科会を通じて学生

の「学習の成果」を確認し情報を共有しているほか、非常勤講師等には、前期の授業の開

始を前に開催する「非常勤講師教職員会」で、学科長が学科の教育目的・目標のほか学習

の成果についても説明している。大学のホームページにも掲載しており、自由に閲覧する

ことができる。さらに学習の成果については、学校教育法の短期大学の規定に照らして定

期的に点検し、組織的に教育課程の改善等につなげている。 
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「情報処理士」、「観光実務士」等資格課程の科目に関しては、令和３年度より外部認

定機関（全国大学実務教育協会）のルーブリック評価を取り入れ、外部評価と合わせ、学

習成果に対する学生の自己認識を促している。 

 

 

［区分 基準Ⅰ-B-3 卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入

れの方針（三つの方針）を一体的に策定し、公表している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 三つの方針を関連付けて一体的に定めている。 

（2） 三つの方針を組織的議論を重ねて策定している。 

（3） 三つの方針を踏まえた教育活動を行っている。 

（4） 三つの方針を学内外に表明している。 

 

＜区分 基準Ⅰ-B-3 の現状＞ 

幼児教育学科は、「学位授与の方針」「教育課程編成・実施の方針」「入学者受け入れの方

針」の三つの方針を関連付けて一体的に定めている。三つの方針は、学科所属の専任教員・

非常勤教員のすべてに周知され、それに基づきシラバスの作成を始め教育活動が行われて

いる。また、入学前教育ならびに入学後のオリエンテーションで学生に説明するとともに、

学生便覧に明記し、ホームページ上でも表明している。 

地域保育学科では建学の理念を根底に、三つの方針（学位授与、教育課程編成・実施、

入学者受け入れ）を互いにそれぞれが密接な統一と関連を持って定めている。定めるに際

しては学科内で様々な観点から十分に議論を重ねたものであり、その方針に沿って入学前

から卒業後まで一貫した教育活動を展開している。三つの方針については、ホームページ

で学内外に公表している。高校生を対象とする学校説明会や本学におけるオープンキャン

パス時は特に絶好の機会と捉え広報している。令和５年度は、この三つの方針については

見直し作業を行い、教育課程編成・実施の方針を現状に則して以下のように変更した。 

教育課程編成・実施の方針 

地域保育学科は、学位授与の方針で示した目標を学生が達成できるように、一般教育科目

と専門教育科目を連携して教育課程を編成・実施する。  

1.入学初年次には、大学における学びの全般を支え、専門教育の基盤となる教養教育科目

を配置する。 

2.専門教育科目は、保育の専門分野の体系に基づいて、知識・理論や実践的な技能をバラ

ンス良く学べるように構成している。 

3.地域保育学科の特色である子育て支援を核とした保育ニーズに対応できるよう、地域活

動、心理学系、児童館関連の科目等に力を入れている。  

4.保育者としての活動を深めるための多彩な資格取得や資質向上をめざした科目を準備し

ている。  

5.主体的・自立的な学びのまとめとしてゼミ形式による卒業研究を課している。  

文化表現学科は、令和２年度より新教育課程を導入するのに伴い、令和元年度に三つの

方針を全面改訂した。改定に当たっては短期大学設置基準等の関係法令の変更などを適宜
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確認し、学科会で検討を重ねたうえで決定した。三つの方針は相互に関連付けて齟齬を来

さないよう一体的に定めた。シラバスの作成を含めた教育活動を進めていくに当たっても

新しい三つの方針を前提として展開している。また、新しく定めた三つの方針はホームペ

ージで学内外に公表するとともに、高校生を対象とする学校説明会や本学におけるオープ

ンキャンパス時にも説明し入学希望者に理解を得るよう努めている。令和３年度にも教育

課程の一部を変更したが、その内容は三つの方針を根拠として、教育内容の一段の深化を

図るのが目的であり、高校生、高等学校への周知を図るための広報に努めた。 

上述のように三つの方針については各学科で検討、改定、表明しているが、全学的な方

針の策定については、平成 27 年に設置された「教学マネジメント委員会」にて、規程に基

づいて行われており、毎年の委員会の中でその適切性を確認している。また、三つの方針

を踏まえた取組み、教育活動については、「大学関係者評価委員会」において外部の見識者

の意見をいただいた上でその適切性を検証し、次年度の取組みに役立てている。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の課題＞ 

幼児教育学科では、教育効果を学生が実感するために、履修カルテを作成している。教

育効果の周知という点では、令和６年度入学者向けの入学前教育の「ワークブック」に、

「学位授与の方針」「教育課程編成・実施の方針」「入学者受け入れの方針」の三つの方針

すべてを記し、入学後の教育効果を実感できるように指導する。 

保育士資格、幼稚園教諭二種免許状については全員の取得をめざし、これまで取得可能

であった自然体験活動指導者（NEAL リーダー）に加え、令和６年度入学者からはおもち

ゃインストラクターの資格取得を導入した。 

地域保育学科での学習の成果は、建学の理念および地域保育学科の教育目的に見合った

内容・方法であるか、様々な観点から検討することが課題である。保育士資格、幼稚園教

諭二種免許状については全員の取得をめざしているが、平成 30 年度から学内講習会で取

得することができ、令和２年度より正規な授業科目として導入されたベビーマッサージ指

導者資格、さらに図書館司書、児童厚生２級指導員、ピアヘルパー、おもちゃインストラ

クター等の資格取得については常に前年を上回る取得率を目指している。令和５年度に入

学した学生から、さらに認定ベビーシッターの資格取得が可能になり、そのために必修と

なる「在宅保育論」を開講した。 

文化表現学科では、「学習の効果」を前提とした教育の効果について、成績や制作物で評

価する一方、各種資格の取得率や検定の合格率によって客観的に評価している。また、キ

ャリア教育における「コンピテンシー到達度評価」（備付-4）などのように、学生自身が学

習の効果を自覚できるような仕組みを構築している。令和２年度～令和５年度には、「学科

の日」を設け、学生が学習の成果を発表する「プレゼンテーション」を行った。今後、こ

うした教育の効果（学習の成果）の可視化を一段と進めていくことで、学生が学習の効果

を実感できるようにする計画である。令和５年度以降そのための仕組みを構築していくこ

とが課題である。そのためには、成績評価のルーブリックを学生に事前公開することによ

って、成績評価を可視化することも重要な課題ととらえている。また、シラバスに記述し

ている授業ごとの教育目標の設定を徹底することも必要である。教育効果の周知という点

に関しては、文化表現学科では従来、大学案内や学科独自のパンフレット等で入学者受入
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れの方針を明確に記載していたが、令和３年度以降、卒業認定・学位授与の方針、教育課

程編成・実施の方針を含めた三つの方針を明記し、教育効果について高校生、高校教員へ

の保証を明確にした。今後さらに PR を行い、入学希望者の理解を得ることが必要である。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の特記事項＞ 

特記事項なし 

 

 

［テーマ 基準Ⅰ-C 内部質保証］ 

 

＜根拠資料＞ 

 

備付資料 5 秋草学園短期大学自己点検・評価報告書【令和３年度】 

備付資料 6 秋草学園短期大学自己点検・評価報告書【令和４年度】 

備付資料 7 秋草学園短期大学自己点検・評価報告書【令和５年度】 

備付資料 8 高短連携委員会議事要録 

備付資料 9 秋草学園短期大学アセスメントポリシー 

 

［区分 基準Ⅰ-C-1 自己点検・評価活動等の実施体制を確立し、内部質保証に取り組ん

でいる。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 自己点検・評価のための規程及び組織を整備している。 

（2） 定期的に自己点検・評価を行っている。 

（3） 定期的に自己点検・評価報告書等を公表している。 

（4） 自己点検・評価活動に全教職員が関与している。 

（5） 自己点検・評価活動に高等学校等の関係者の意見聴取を取り入れている。 

（6） 自己点検・評価の結果を改革・改善に活用している。 

 

＜区分 基準Ⅰ-C-1 の現状＞ 

本学では、自己点検・評価委員会規程、自己点検・評価専門部会設置細則、自己点検・

評価及び認証評価実施要領を整備し、自己点検・評価委員会および専門部会を組織し、こ

れらに基づいて、自己点検・評価を毎年度実施している。日常的な自己点検・評価作業に

伴い早急な対応が必要な事案が生じたときは、学科会、各種委員会、学科長会、教授会な

どで検討され、改善策を具体化している。 

 年間を通しての自己点検・評価の総括は、専門部会が中心となって報告書の取りまとめ

を行い、その結果は自己点検・評価委員会での承認を経て教授会への報告を行い、その後

理事会の承認を経て、学長名で Web 上に公表されている（備付-5～7）。 

令和４年度は、短期大学基準協会の認証評価を受けることから、自己点検・評価報告書

の提出期限が６月 30 日であったため、例年より前倒しの日程となり、２月に１次原稿が作

成され、専門部会による２度のチェックを受けて５月には完成し６月には教授会に報告さ
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れ理事会で承認され公表された。 

令和５年度の報告書作成にあたっては、５月と 10 月に自己点検・評価委員会専門部会に

よる校正作業を経て、11 月に自己点検・評価委員会に報告書（案）の提出が行われ、いく

つかの指摘を経て教授会に報告され、理事会での承認を受けて公開となった。 

自己点検・評価報告書の最終原稿の点検作業には自己点検・評価委員会および専門部会

をはじめ全教職員が関与している。自己点検・評価報告書は毎年公表され、全ての教職員

が毎年度の報告書を確認することができ、その結果は翌年以降の改革・改善の指標となっ

ている。また、中期事業計画（５ヵ年計画）に反映されている。 

 高等学校との連携については、秋草学園高等学校との間で高短連携委員会を組織し、月

に１回程度の委員会を開催しているが、その中で、自己点検・評価に関する意見交換を実

施することで改善が行われている（備付-8）。 

また、平成 29 年度からは、大学関係者評価委員会運営内規を整備し「大学関係者評価委

員会」を設置し、近隣の保育園園長、商工会議所事務局長、所沢市こども未来部長、野老

澤町造商店店長などの委員を委嘱した。令和５年度は令和６年３月に委員会を開催し、学

生からの学生生活改善のための意見交換や、短期大学基準協会認証評価結果の報告、三つ

の方針を踏まえた取組についての意見交換、教育の質の向上に関する取組事例の報告など

が行われた。 

 

［区分 基準Ⅰ-C-2 教育の質を保証している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 学習成果を焦点とする査定（アセスメント）の手法を有している。 

（2） 査定の手法を定期的に点検している。 

（3） 教育の向上・充実のための PDCA サイクルを活用している。 

（4） 学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令の変更などを確認し、法令を遵守し

ている。 

 

＜区分 基準Ⅰ-C-2 の現状＞ 

本学では、平成 30 年度より学修成果の評価に関するアセスメントポリシーを定め（備付

-9）、大学全体、各学科、科目それぞれにおけるポリシーに従って学習成果の評価・検証を

おこなうように努めている。本アセスメントポリシーについては、毎年教学マネジメント

委員会において定期的に点検を行うとともに、大学関係者評価委員会委員からの意見聴取

を行うこととしている。 

幼児教育学科では学習成果は、GPA を用いた数値化によって査定している。評価の基準

は、各科目の担当教員がシラバスに記載した「授業の目標」に基づき「評価の要点」「総合

評価の割合」を厳守して行っている。このような査定の手法は、学科内の教務委員を中心に

定期的に点検している。教育の向上・充実のための、非常勤講師を含むすべての教員が、学

生の授業アンケートや他の教員による授業参観後の指摘などの基づく PDCA サイクルに

よって定期的に教育力の向上と充実に努めている。また、学校教育法、短期大学設置基準

等の関係法令の変更については、事務部より逐一全教員に連絡され、さらに教授会・学科

会等で確認し、法令を遵守している。 
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地域保育学科では、学習成果の査定に関して、主に毎月開催される学科会で、委員会報

告や学生の動向といった事項の中で取り上げられ共通の理解を得ている。なお、学生の動

向についてはそれが個人情報であることを鑑みつつ、関係者以外に漏洩することの無いよ

うに、教員に対して取り扱いについては注意を喚起している。教育の質の向上と充実のた

めの PDCA サイクルは個々の教員として試験やレポート、作品等により学習成果を確認し

授業評価と合わせて教育の向上に努めているが、特に学科会を中心として、教員間で様々

な情報共有と意見交換を行っており、これらの学科の雰囲気は教育目的・目標の達成に大

いに寄与する部分であると考える。学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令の変更に

ついても、適宜確認し法令順守に努めている。 

文化表現学科では学習成果の質保証と査定（アセスメント）について、以下のような仕

組みによって量的・質的データとして把握し、確認している。 

①全科目を通じて GPA を用いた数値化によって把握する。 

②各科目の担当教員がシラバスに記載した「授業の目標」に基づき「評価の要点」「総合

評価の割合」を厳守して学生の学習成果を評価する。 

③教員は定期試験だけで学生の学習成果を評価するのではなく、学習の進行状況に応じて

中間試験、小試験、レポート等、随時の課題提出を課して学習成果を継続的に評価し、

総合評価へとつなげている。レポート等の評価に当たっては令和３年度から資格課程を

中心に一部科目でのルーブリック評価を取り入れた。 

④学科の教育成果の判断基準としては、令和５年度より、各種資格の取得率や検定の合格

率によって客観的に評価し、教育改善の根拠資料としている。 

これらの質保証の範囲は教養教育科目、専門基礎科目及び専門教育科目、キャリア教育

科目の各課程に及ぶほか、図書館司書、ウェブデザイン実務士、情報処理士、医療事務の

各資格課程においてはその取得率及び取得人数を定量的に把握することで確認している。

また、情報処理士課程、観光実務士課程においては、資格認定機関である全国大学実務教

育協会の評価方法を取り入れたルーブリック評価による質保証を行っている。なお、学習

の成果として予め定めた一定の資格を取得した場合や検定に合格した場合は受験料に相当

する額を授与する「資格取得褒賞制度」を設け、平成 30 年度から正式に規定に位置づけ

た。教育の質を向上させるための PDCA サイクルは個々の教員が学生の授業アンケートや

他の教員による授業参観後の指摘に基づいて改善に努めており、学校教育法、短期大学設

置基準等の関係法令の変更については、適宜、学科会等で確認し法令順守に努めている。

前年度に課題であった成果の評価方法（アセスメントポリシー）については、キャリア教

育科目での「コンピテンシー到達度調査」、資格課程における外部機関（全国大学実務教育

協会）のルーブリック評価、各種資格の取得率や検定の合格率等を取り入れ課題の解消に

取り組んでいる。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-C 内部質保証の課題＞ 

幼児教育学科では、各担当科目教員それぞれが授業改善のための PDCA サイクルの取り

組みを行っているが、非常勤教員を含め、更なる教育の質の向上と充実のため、相互に教

育の質の保証を点検、確認するべく組織的取組を強化する必要がある。観点（2）について

は、アセスメントポリシーを明確に策定するとともに、ルーブリック評価の導入を増やし、
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明確で公平性の高い仕組みを導入することが今後の課題である。 

地域保育学科では、令和３年度より教員の配置換えなどにより科目担当教員の大幅な変

更があったが、令和４年度より各科目の開講時期を大幅に見直し、令和５年度から開講時

期の変更を実際に行った。また、新規科目の導入も計画した。今後は、その妥当性につい

て検証していく。 

文化表現学科では、令和２年度から導入した新教育課程に合わせたアセスメントポリシ

ーの明確な策定について、キャリア教育科目での「コンピテンシー到達度調査」の実施、

資格課程における外部のルーブリック評価などで漸次導入に踏み切っているが、現状では

十分とはいえない。PDCA サイクルの組織的取組を強化するとともに、教科科目に関して

は適宜、ルーブリック評価の導入を増やし、明確で公平性を担保する質保証の仕組みを導

入することが今後の課題として残っている。新型コロナの感染状況の悪化に伴い、令和２

年度～令和３年度に遠隔授業を取り入れ、遠隔授業における評価ルーブリックの導入が課

題となっていたが、令和４年度には対面授業に戻ったため中断している。しかし、遠隔授

業そのものについてはメリットもあり、今後評価の公平性を担保するうえで不可欠である

遠隔授業におけるセスメントポリシーを策定し、質保証を強固なものにしていくことが課

題である。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-C 内部質保証の特記事項＞ 

記載事項なし 

 

＜基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の改善計画＞ 

―今回の自己点検・評価の課題についての改善計画― 

秋草学園５ヵ年計画の目標とその達成状況に連動して自己点検・評価作業が行えるよう

検討する。 

地域社会への貢献の一環として、コロナ禍が終息後はエクステンションセンターの受講

生の拡大を図るため講座内容の再検討及び広報の強化に努める。講座内容については幅広

い受講生からの要望のほか、今後必要と思われる講座内容を検討していく。広報の強化と

しては具体的には市役所や公共施設にポスターを掲示すること、受講生のリピートでの参

加や友人・知人への勧誘を依頼することなどが考えられる。 

幼児教育学科の学習成果は、建学の理念である「愛され信頼される女性」を体現し、人

間性豊かな保育者に成長することである。具体的には、保育者としての幅広い専門知識を

学び、実践で活用できる技能を身につけるとともに、柔軟な思考力と豊かな表現力、他者

を尊重し協調できるコミュニケーション力、社会人としてのマナーを身につけることであ

る。その上で、教育目標・目的については、幼児教育学科では、専任教員はもちろんのこ

と、非常勤講師に対しても、全教職員会で学科長が説明をすることで、教育目標の共有を

図っている。学生に対しても、入学前後の集合教育やオリエンテーション等で教育目標を

周知できるようにすべきである。 

今後は、入学前教育から卒業に至るまで、あらゆる機会をとらえて学生全員に「教育目

的・目標」の更なる理解を促す必要がある。また、教育効果をどのように検証したらよい

かを協議し、全専任教員が協働して学生教育にあたるとともに、非常勤講師にも協力を求
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め三つの方針」を具現化できる授業のありかたを共に考える機会を設けることも検討すべ

きである。 

地域社会の要請に応えられているかどうかは、具体的に卒業生にどのような能力が求め

られているか、また何が不足しているのか、キャリアセンターとの連携や実習連絡会、大

学関係者評価委員会等を通じて、外部からも引き続きヒアリングを行うことで点検してい

く。また、GPA 評価制度の更なる活用について、短大の規定に照らした学習成果の点検方

法を学科会やカリキュラム検討作業部会で検討する。 

地域保育学科では、令和５年度においても本学の教育方針を理解し、ボランティア活動、

インターンシップ等に協力をいただける行政・事業体と共同して、地域保育学科の目的・

目標の達成に向けて、地道できめ細やかな指導を徹底する。児童厚生２級指導員、ピアヘ

ルパー、おもちゃインストラクター等の資格取得については安定した高い取得率と公立保

育士合格者数の拡大を目指す。また、「ベビーシッター資格」を令和５年度入学生から資格

取得可としたため、これも教育上最大の効果を発揮できるよう運用していく。 

文化表現学科では、教育効果を高めるために、地域・社会との連携協力を一段と進めて

いく計画である。具体的には、令和３年度に実現した所沢警察署や西武鉄道等との「安心・

安全の町づくり」に関する連携を強化するのをはじめ、令和４年度に連携した公益財団法

人・日本財団、埼玉テレビとの「環境美化活動」、同じく令和４年度に締結した所沢商工会

議所との産業振興に係る連携活動の実践活動を進め、学生の実践力・行動力を含めた学習

成果の向上が図れた。自治体との連携では、教育課程に配置している「ゼミナール」及び

「ボランティア」の授業において、「学習の成果」の視点に立った効率的な連携の在り方を

検討し、実践的に活動していく。 

インターンシップに関しては新型コロナ下で令和３年度、令和４年度と中断していた。

令和５年度以降は、学生の学びにとってプラスとなる企業の選択を進めていとともに「ワ

ンデイインターンシップ」等、学生の立場に配慮したインターンシップの在り方を検討し

ていく。 

また、令和２年度から教育課程に配置した科目「キャリアスタディ（企業人に学ぶ）」に

ついては、産業界との連携によって令和２年度～３年度は遠隔で、４年度は対面で実施す

ることができた。これにより、学生の企業理解が進み、連携企業への学生の就職実現した

ほか、内定率も向上した。“就職”の観点からは必ずしも進んでいるとはいえないインター

ンシップに代わる重要な取り組みとして位置づけていく計画である。 

新教育課程の趣旨については、大学案内、ホームページ、高校教員対象の説明会などの

場を通じて広く伝えているほか、学習の成果については、成績評価のルーブリックを学生

に事前公開することなどによって、成績評価の可視化につなげている。また、三つの方針

及び教育の効果について広く内外に公開し、積極的に説明していく計画である。また、非

常勤講師に対しても、非常勤講師教職員会の場や個別説明などを通じて説明している。授

業コマごとの教育目標の設定もシラバスで明示している。ルーブリック評価についてはす

でに一部科目で実施しているが、今後、導入科目の拡充を進めていく計画である。 
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】 

 

 

［テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程］ 

 

＜根拠資料＞ 

 

備付資料 10 保育者になりたい人のためのワークブック～秋草学園短期大学幼児教育学

科の歩き方 

備付資料 11 文化表現学科パンフレット（資格・検定合格者一覧） 

備付資料 12 学生指導カルテ 

備付資料 13 新入生アンケート調査結果 

備付資料 14 学修行動調査結果 

備付資料 15 学生満足度調査結果 

備付資料 16 卒業生アンケート結果（就職先回答分） 

備付資料 17 卒業生アンケート結果（卒業生回答分） 

 

［区分 基準Ⅱ-A-1 学科・専攻課程ごとの卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリ

シー）を明確に示している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 卒業認定・学位授与の方針は、それぞれの学習成果に対応している。 

 ①卒業認定・学位授与の方針は、卒業の要件、成績評価の基準、資格取得の要

件を明確に示している。 

（2） 卒業認定・学位授与の方針は、社会的・国際的に通用性がある。 

（3） 卒業認定・学位授与の方針を定期的に点検している。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-1 の現状＞ 

幼児教育学科では、「愛され信頼される女性の育成」という建学の理念を根幹とし、令和

２年度には三つの方針に整合性をもたせるため、組織的議論を重ねて新しい卒業認定・学

位授与の方針を策定した。 

幼児教育学科では、自然と生命を尊重し、知性と感性を磨き、幼児教育・保育を通して

地域社会に貢献できる、人間性豊かな人を育成することを目的として、次に掲げる力と姿

勢を身につけた者に、学位（短期大学士）を授与する。 

１）幼児教育学・保育学の知識と技能をしっかりと習得している。 

２）コミュニケーション能力があり、周囲の人と協調することができる。 

３）子どもを取り巻く環境や問題をし、自ら課題をみつけ取り組むことができる。 

４）自然と生命を大切にする心をもち、それを子どもに伝えることができる。 

５）自分を生き生きと表現し、他者の表現を受け入れることができる。 

以上幼児教育学科の卒業認定・学位授与の方針は、地域社会で求められる保育者に必須

の条件を示してあり、社会的に通用性がある。また、卒業要件、成績評価の基準、資格取
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得の要件はシラバスや教育課程で明示し、学習成果に対応している。また、学科会におい

て卒業認定・学位授与の方針を定期的に点検し、近年では令和２年度に改定しており、必

要があれば見直しをする体制を整えている。 

なお、規定により修業年限については第一部２年間、第二部３年間であり、卒業認定・

卒業要件修得単位数は、教養教育科目 12 単位以上（うち必修科目 10 単位）、専門教育科

目 50 単位以上（うち必修科目 18 単位）、合計 62 単位以上を取得する必要がある。また、

幼稚園教諭二種免許状を取得して卒業する場合は専門教育科目 56 単位以上（うち必修科

目 46 単位）、保育士証を取得して卒業する場合は専門教育科目 62 単位以上（うち必修科

目 59 単位）となる。さらに幼稚園教諭二種免許状と保育士証の双方を取得して卒業する場

合には、教養教育科目 12 単位以上（うち必修科目 10 単位）、専門教育科目 73 単位以上

（うち必修科目 70 単位）、合計 85 単位以上を取得する必要がある。 

地域保育学科の保育者養成は、建学の理念のもと、子育て支援をはじめとした現代の保

育ニーズに対応できる専門的知識を修得させ、幅広い視野と豊かな人間性を有する保育者

を養成することにある。以下のような知識・学力と人間性を身につけた者に対して短期大

学士を授与する。 

１）保育者として必要な教養や専門的知識を身につけていること。 

２）主体的に学ぶ力を身につけ、保育の質の向上、自己の資質向上に取り組めること。 

３）仕事やそれ以外の活動を通し社会貢献できる力を有していること。 

４）子どもの人権を守り、子どもの最善の利益を優先できること。 

５）多様な問題に直面したとき、それを乗り越える精神的強さを有していること。 

なお、規定により修業年限については３年間、卒業認定・卒業要件修得単位数は３年以

上本学科に在籍し、教養教育科目 12 単位以上（うち必修科目 10 単位）、専門教育科目 81

単位以上（うち必修科目 28 単位）、合計 93 単位以上を取得する必要がある。また、幼稚園

教諭二種免許状を取得して卒業する場合は専門教育科目 82 単位以上（うち必修科目 59 単

位）、保育士証を取得して卒業する場合は専門教育科目 81 単位以上（うち必修科目 71 単

位）となる。さらに幼稚園教諭二種免許状と保育士証の双方を取得して卒業する場合には、

教養教育科目 12 単位以上（うち必修科目 10 単位）、専門教育科目 86 単位以上（うち必修

科目 84 単位）、合計 98 単位以上を取得する必要がある。 

以上のように学位授与の方針について、学生便覧、ホームページ、大学案内等において

表明し学内外に周知を図っている。保育者養成とする本学科の学位授与の方針は、地域社

会のあり方、子育て支援の必要性という現代社会の中で特に職業人としてまた社会人とし

て求められているものであり、毎年幼稚園教諭、保育士としての専門職としてほぼ 100 パ

ーセント近い数値で就職していることからこれらの方針は社会的通用性があると考える。 

文化表現学科は、令和２年度からの教育課程の変更に際し、令和元年度に卒業認定・学

位授与の方針を全面改定した。新しい卒業認定・学位授与の方針は、これまでの内容との

継続性を保ちつつ、新しい教育課程に対応させるものであり、社会の求める教養人、職業

人の基本的能力や心構えを具体化しており、その内容は十分に社会的・国際的通用性を有

している。なお、卒業認定・学位授与の方針は、教育課程のあり方とともに定期的に学科

会で点検している。教育課程を変更する場合には、卒業認定・学位授与の方針と教育課程

編成・実施の方針との間に齟齬が生じないよう、一体化・一貫化を前提として行っている。
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文化表現学科の卒業認定・学位授与の方針は以下の通りである。 

１）日本の伝統及び現代文化に加え、異文化に対する理解を深め、多様で寛容な思考や

表現ができる。 

２）他者の主張や考えに耳を傾け、その内容を理解したうえで自分の思いや考えを表現

することができる。 

３）社会の新しい動きに関心を寄せ、絶えず向上心をもって新たな知識や技能、資格を

習得し、適切な判断のもとに物事を実践できる。 

４）礼節、勤勉、協調の精神を持ち、主体的に様々な人々と協働して社会に貢献できる。 

この卒業認定・学位授与の方針は、教育課程編成・実施の方針と一体化した内容であり、

学習成果に対応している。また、卒業認定・学位授与の方針に沿って、卒業要件、成績評

価の基準、資格取得の要件を明確に示し、シラバスや教育課程で明示している。なお卒業

認定・卒業要件修得単位数は２年以上本学科に在籍し、教養教育科目８単位以上、専門教

育科目 60 単位以上（うち必修科目 12 単位）、合計 68 単位以上を修得すること、と規程で

定めている。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-2 学科・専攻課程ごとの教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポ

リシー）を明確に示している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 教育課程編成・実施の方針は、卒業認定・学位授与の方針に対応している。 

（2） 教育課程編成・実施の方針に従って、教育課程を編成している。 

 ① 短期大学設置基準にのっとり体系的に編成している。 

 ② 学習成果に対応した、授業科目を編成している。 

 ③ 単位の実質化を図り、卒業の要件として修得すべき単位数について、年間又

は学期において履修できる単位数の上限を定める努力をしている。 

 ④  成績評価は学習成果の獲得を短期大学設置基準等にのっとり判定してい

る。 

 ⑤  シラバスに必要な項目（学習成果、授業内容、準備学習の内容、授業時間

数、成績評価の方法・基準、教科書・参考書等）を明示している。 

 ⑥  通信による教育を行う学科・専攻課程の場合には印刷教材等による授業

（添削等による指導を含む）、放送授業（添削等による指導を含む）、面接

授業又はメディアを利用して行う授業の実施を適切に行っている。 

（3） 教育課程の見直しを定期的に行っている。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-2 の現状＞ 

幼児教育学科では、「卒業認定・学位授与の方針」に対応した「教育課程編成・実施の方

針」を明確に示し、教育課程を短期大学設置基準に準拠して体系的に編成し、その学習成

果の獲得を判定している。当学科の教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

は、学位授与に必要な知識や能力を習得するために、教育課程を大きく「教養教育科目」

と「専門教育科目」に分けて以下のように編成・実施している。その中で、以下の学力を
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しっかりと身につけることができるように、学びの道筋の中に各教科が配置されている。 

１）教育・保育の専門知識と技能を身につける。 

２）幼児教育・保育の理解を深めるため、他者と対話を重ねながら主体的に学ぶ。 

３）社会人としての自分の将来を考え、学びに向かう意欲と力をつける。    

４）環境や生命の重要性を学ぶ。    

５）造形表現や身体表現、音楽表現を基礎として表現力を身につけ、 自分の得意分野を

伸ばす。 

単位の実質化を図るため、年間又は学期において履修できる単位数の上限を 50 単位と定め

ている。成績評価は学習成果の獲得を短期大学設置基準等に則り判定している。シラバス

には必要な項目（学習成果、授業内容、準備学習の内容、授業時間数、成績評価の方法・

基準、教科書・参考書等）を明示している。また、年度ごとに履修方法について学生に説

明を行っている。学生ひとり一人が確かな学力を積み上げていくことができるよう、学び

の順序の最適化を図っている。また教育課程の見直しを学科会やカリキュラム検討ワーキ

ンググループで定期的に行っている。令和６年度の入学生からは、教養教育科目の見直し

を行い、大学生としての教養を身につける授業内容を重視し、授業内容と開設時期の変更

を行う予定である。 

地域保育学科の教育課程は、「子育て支援を核とした現代の保育ニーズに対応できる専

門的知識・経験を修得させ、幅広い視野と豊かな人間性を有する保育者を養成することに

ある、」とする学位授与の方針に沿って学生が目標を達成できるよう、一般教育科目と専

門教育科目を連携して編成されている。令和５年度までは学科の教育課程編成・実施の方

針（カリキュラム・ポリシー）は以下のように定めていた。 

１）入学初年次には、大学における学びの全般を支え、専門教育の基盤となる教養教育

科目を配置する。 

２）専門教育科目は、保育の専門分野の体系に基づいて、知識・理論や実践的な技能を

バランス良く学べるよう構成している。 

３）地域保育学科の特色である子育て支援を核とした保育ニーズに対応できるよう、

「地域活動Ⅰ・Ⅱ」、「地域子育て支援論」、「カウンセリング論」を始めとする

地域理解、心理学系、児童館関連の科目等に力を入れている。 

４）保育に直結する多彩な資格取得や資質向上をめざした科目を準備している。 

５）主体的・自立的な学びのまとめとしてゼミ形式による卒業研究を課している。 

６）透明で厳格な成績評価を行うとともに教育の内容や方法を検証し教育の質の向上を

図る。 

しかしながら、現在地域保育学科は、カリキュラムの見直しを行っており、令和６年度

より教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）を以下のように変更する。 

１）入学初年次には、大学における学びの全般を支え、専門教育の基盤となる教養教育

科目を配置する。  

２）専門教育科目は、保育の専門分野の体系に基づいて、知識・理論や実践的な技能を

バランス良く学べるよう構成している。 

３）地域保育学科の特色である子育て支援を核とした保育ニーズに対応できるよう、心

理学系、児童館関連の科目等に力を入れている。  
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４）保育者としての活動を深めるための多彩な資格取得や資質向上をめざした科目を準

備している。  

５）主体的・自立的な学びのまとめとしてゼミ形式による卒業研究を課している。 

幼稚園教諭二種免許状、保育士資格を取得するには、定められた必修教科が多数あるが、

３年間の教育課程の中にバランスよく配置し、また年間に履修できる単位数の上限を定め

ている。子育て支援に必要とされる資格取得のための講座等も、学生が履修し易いよう配

置している。開設講座はすべてシラバス上に必要な項目（達成目標・到達目標、授業内容、

授業時間数、予習・復習時間、成績評価の方法・基準、教科書・参考書等）を示し、学生が

受講する際参考となるようにしている。成績は５段階で評価されるが、教員は学生が卒業

後、専門職としての社会的責任を持つ立場になることを念頭に評価を行っている。評価は

各期末の試験のみならず、各教科担当者は小テストやレポート、発表、作品、授業態度等

総合的に評価し客観性・公平性を期している。担当教員の配置も、専門性や業績を重視し

専門的知識や技術が得られるよう配慮している。さらに、本学科独自の講座を多数開講し

ており、学科の特色を活かした学習の場となっている。本学科の代表的な独自教科として

「地域活動Ⅰ・Ⅱ」、「総合演習Ⅰ・Ⅱ（ゼミナール）」、「カウンセリング論」を始めとする

社会貢献、心理学系、児童館関連の科目等に力を入れている。教育課程の見直しについて

は、日頃の学習の成果や保育者養成に関わる法律や規則の改正を機に適切に行っている。

令和４年度は今後に向けてカリキュラムの見直しを行い、やや詰め込み気味であった１年

次の開設科目を減らすため、レクリエーション・インストラクター関連の科目を２年次の

開講となるよう変更を行った。さらに、令和５年度はさらに「健康」「健康（指導法）」な

どの科目の開設時期が変更した。 

文化表現学科の教育課程編成・実施の方針は、卒業認定・学位授与の方針に対応してい

る。令和２年度からの教育課程の変更に際し、令和元年度の卒業認定・学位授与の方針を

全面改定するとともに、学科の教育課程編成・実施の方針も一体的に改定した。令和３年

度、令和５年度に教育課程を一部変更したが、学科の教育課程編成・実施の方針も卒業認

定・学位授与の方針と齟齬が生じないよう配慮して体系的に策定した。学科の教育課程編

成・実施の方針は以下の通りである。 

１）人間、社会、文化への基礎的な理解と教養を身につけるように編成している。 

２）多様な表現技法と基礎的な情報処理能力を習得できるように編成している。 

３）時代に対応した多様な資格課程を設定し、学生がそれぞれの多様な能力を発揮でき

るように編成している。 

４）キャリア教育、インターンシップ、ゼミ教育等を通じ、多様なものの見方と豊かな

心を育むように編成している。 

教育課程編成・実施の方針に記載した「多様な資格課程」には図書館司書、医療事務、

Web デザイン、情報処理士、観光実務士等があり、学生はこれらの資格を卒業までに複数取

得する者が多い。また、卒業認定・学位授与の方針に沿って、卒業要件、成績評価の基準、

資格取得の要件を明確に示し、シラバスや教育課程で明示している。尚、卒業認定・卒業

要件修得単位数は２年以上本学科に在籍し、教養教育科目８単位以上、専門教育科目 60 単

位以上（うち必修科目 12 単位）、合計 68 単位以上を修得すること、と規程で定めている。

単位の実質化を図るため、年間又は学期において履修できる単位数の上限を 50 単位と定
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めている。シラバスには学生が履修するうえで必要な項目（学習成果、授業内容、準備学

習の内容、授業時間数、成績評価の方法・基準、教科書・参考書、自習時間等）を明示し

ている。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-3 教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、幅広く深い教養を培う

よう編成している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 教養教育の内容と実施体制が確立している。 

（2） 教養教育と専門教育との関連が明確である。 

（3） 教養教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-3 の現状＞ 

幼児教育学科では、短期大学設置基準にのっとり、幅広く深い教養を培う教育課程を編

成している。専門教育の基礎となるよう、教養教育科目で、「日本国憲法」や「英語」、「体

育実技・講義」、「表現とアート」、「生活の科学」等 13 の授業科目が開講されている。令和

６年度からは、「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」を「基礎教養講座」「保育教養講座」に、「キャリアデザ

インⅠ・Ⅱ」を「カレッジリテラシー」「キャリアデザイン」に変更し、教養科目の充実を

図っていく。これらの教養科目は、保育者となるための専門科目と関連を持つように配慮

されている。教養教育の効果を測定・評価は、学科会および学科内のカリキュラム検討ワ

ーキンググループにおいて検討し改善に取り組んでいる（備付-10）。 

地域保育学科では、幼稚園教諭二種免許状、保育士資格に必要な要件である日本語表現、

英語、体育、情報処理、日本国憲法、データサイエンスなどを中心に教養科目を開設して

いる。それら科目群は専門教育の基礎となるものであり相互の分野が関連しあい教育効果

が高められなければならない。従って日頃よりレポートや発表、試験等によりその成果を

測定・評価し主体的に取り組めるよう授業の改善に努めている。また、より効果的な教育

効果を得るために。初年時には「短大基礎講座」「基礎学力講座」を必修科目として設置し、

短大の専門的な授業内容に学生がついていけるレディネスを備えることができるようにし

ている。 

文化表現学科の教育課程は短期大学設置基準にのっとり幅広く深い教養を培うことがで

きるよう次のような科目群に分けて編成している。その主な内容は以下の通りである。 

１）教養教育科目・専門基礎科目 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）１「人間、社会、文化への基礎

的な理解と教養を身につける」を設定、ポリシーを実現するための教養科目として８科目

（選択必修）を配置している。さらに専門教育科目を受けるための基礎科目ともいえる「専

門基礎科目群」（４科目）を設定し、専門教育科目との関連性を持たせている。 

２）専門教育科目 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）２及び３を実現するために編成。

「観光・エアライン・外国語」、「ファッションビジネス」、「Web デザイン」、「情報・マル

チメディア」、「ビジネス実務・医療事務」、「文化・文学・図書館」、「マンガ・イラスト・ア

ニメ・創作」、「心理学・アサーション」の８つのフィールで合計 50 科目を配置している。
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教養教育科目、及び専門教育科目は互いに関連性を持たせるよう配置しており、例えば教

養教育科目の「文学に親しむ」は専門教育科目の「古典文学を読む」「近代文学を読む」「女

性文学を読む」の授業科目の前段階として位置づけている。専門教育課程は 50 科目を配置

しているが、これらはいずれも教養教育としての意味も持たせており、学科全体として幅

広く深い教養を学ぶように編成している。教養教育の効果については、試験やレポートに

よってその効果を厳密に評価し、改善に務めている。令和５年度には、専門教育課程の充

実を図るため「東アジアの言葉と文化」「ＡＩ・プログラミング」の２フィールドを新設、

合わせて「文化・文学・図書館」フィールドを「文化・文学」「図書館」の２フィールドに

分割することを決め、令和６年度から運用することとした。これにより、専門科目を学ぶ

フィールドは 11 フィールドとなった。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-4 教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、職業又は実際生活に必

要な能力を育成するよう編成し、職業教育を実施している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 学科・専攻課程の専門教育と教養教育を主体とする職業への接続を図る職業教

育の実施体制が明確である。 

（2） 職業教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-4 の現状＞ 

幼児教育学科では、幼稚園教諭二種免許状、保育士資格を取得し、将来保育者として保

育現場で働くことを希望する学生がほとんどであるため、保育者に必要な教養と専門的能

力を身につけることができるよう編成した教育課程の中で職業教育を実施している。当学

科の教育課程での学習を修了した学生たちのほとんどが、保育現場での専門就職を果たし

ており、その学習効果の測定・評価が可能である。更に保育の現場に必要な職業教育の内

容については、実習連絡会や大学関係者評価委員会等を通じて保育現場からの評価や要望

を参考としつつ改善に努めている。専門教育科目は、保育者としての幅広い専門知識や実

践的な保育技術を身につけられるように科目の配置を行っている。さらに、専門教育科目

を通じて、柔軟な思考力や豊かな表現力を養い、自ら課題を見つけその解決方法を探り実

践できる力を育て、他者を尊重できるコミュニケーションの力を育成するよう努めている。

専門教育の効果は、学科会およびカリキュラム検討ワーキンググループにおいて検討し改

善に取り組んでいる。 

地域保育学科の教育課程は、現代の保育ニーズに対応できる専門的知識・技術を習得さ

せ幅広い視野と豊かな人間性を有する保育者育成に向けて、短期大学設置基準に沿った専

門教育と教養教育をバランスよく学べるよう実施している。幼児教育者・保育者育成につ

いて、学内における授業科目の個々の達成目標に対する到達度の評価と、学外におけるボ

ランティアやインターンシップ、各種実習での外部評価と自己達成感、幼稚園教諭二種免

許状、保育士資格、児童厚生２級指導員資格、ベビーマッサージ指導者などの各種資格の

取得状況とこれらの資格取得を活かした専門就職率等により測定・評価している。評価結

果も参考とし、効果の測定・評価については必要に応じて改善に取り組んでいる。 

文化表現学科では、職業または実際生活に必要な能力を育成するように教育課程を編成
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し、教育課程全般を通じて職業教育を実施している。その実施主体は学科教員であり、中

心となるキャリア教育科目は令和元年度まで 11 科目を設定していたがいずれも選択科目

であり、キャリア教育の徹底を期すには不十分であったため、令和２年度からの新教育課

程では５科目に再編成し、そのうちの２科目「キャリアスタディ（企業人に学ぶ）」と「キ

ャリア形成基礎講座」については必修科目とした。従来、プレ・インターンシップを含む

キャリア教育に関しては、選択科目である「社会人基礎講座」で対応していたが、２つの

必修科目の設定により、社会人基礎講座は廃止しキャリア教育の実効を上げることとした。

さらに、従来のインターンシップは社会人基礎講座のプレ・インターンシップを受講した

学生のみが参加できる仕組みであったが、社会人基礎講座の廃止により、学科の学生全員

がインターンシップに参加することが可能となった。くわえて令和 4 年度からは「短大基

礎力演習」において様々な職業領域(教育、福祉等)の専門職員による講演会を実施し、学

生の職業選択の幅の拡充の機会を確保した。また、多様な知識や技能を習得させるために

配置している専門教育課程も実生活に必要な能力を養うように編成した。例えば「観光・

エアライン・外国語」、「ファッションビジネス」、「Web デザイン」、「情報・マルチメディ

ア」、「ビジネス実務・医療事務」、「文化・文学・図書館」、「マンガ・イラスト・アニメ・創

作」、「心理学・アサーション」の８つのフィールド（専門科目群）にはいずれも、職業ま

たは実生活に資する授業科目を数多く配置している。さらに実践的な資格の取得を目指し、

図書館司書課程、医療事務資格課程、ウェブデザイン実務士課程、情報処理士課程を置く

ほか、キャリア教育５科目及び単位化はしていないが、キャリア支援室と共催の就職関連

講座を置き、学生のキャリアデザインをサポートしている。中でも令和２年度から教育課

程に配置した科目「キャリアスタディ―産業人に学ぶ―」については、産業界との連携に

よって展開している授業であり、企業人の授業参加及び講義を通じて学生の企業理解が進

み、連携企業への学生の就職も毎年、複数人実現するようになった。  

また、教育効果の測定評価については、キャリア教育を通じて育成することを目的とし

た自立心、コミュニケーション力、情報活用力等を学生の自己評価によって測定する「コ

ンピテンシー到達度調査」を実施し、学生の自己啓発及び授業改善に活かしている。さら

に、資格取得率等により教育効果の測定・評価（アセスメント）を行い、教育課程の改善

にも努めている。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-5 学科・専攻課程ごとの入学者受入れの方針（アドミッション・ポリ

シー）を明確に示している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 入学者受入れの方針は学習成果に対応している。 

（2） 学生募集要項に入学者受入れの方針を明確に示している。 

（3） 入学者受入れの方針は、入学前の学習成果の把握・評価を明確に示している。 

（4） 入学者選抜の方法は、入学者受入れの方針に対応している。 

（5） 高大接続の観点により、多様な選抜についてそれぞれの選考基準を設定して、

公正かつ適正に実施している。 

（6） 授業料、その他入学に必要な経費を明示している。 
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（7） アドミッション・オフィス等を整備している。 

（8） 受験の問い合わせなどに対して適切に対応している。 

（9） 入学者受入れの方針を高等学校関係者の意見も聴取して定期的に点検してい

る。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-5 の現状＞ 

本学では学生募集要項に「建学の理念・教育目標」とともに設置３学科の入学者受入れ

の方針（アドミッション・ポリシー）を明確に記載している。入学者選抜の方法（総合型

選抜、学校推薦型選抜、一般選抜）全てにおいて個人面談や面接を実施しており入学者受

入れの方針に沿って選抜を行っている。複数の入学者選抜方法それぞれの試験項目を点数

化し、合計点で選考することにより総合的かつ公正な選抜を行っている。授業料その他入

学に必要な経費も納入時期も含め一覧表で明示しており、さらに分納等様々な対処要領も

明確に記載している。 

 アドミッション・オフィスについては、秋草学園短期大学関係規程で「2214 アドミッシ

ョン・オフィス運営内規」を設けており、内規に基づき適正に運営されている。出願その

他の問い合わせについては、入試広報室で電話（直通フリーダイヤル含む）・SNS 等活用

し、適切な対応を行っている。 

 入学後の学生の修学状況については出身校への学校訪問を通して報告し、高校生の興味・

関心の動向や進学の動機、入学者受け入れの方針について意見を聴取している。 

幼児教育学科では、「自然と生命を尊重し、知性と感性を磨き、幼児教育・保育を通して

地域社会に貢献できる、人間性豊かな人を育成する」という教育目的・目標に基づいて、

令和２年度末に改定した以下のような入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）

を掲げている。 

１）入学後の学習に必要な基礎学力をもっている人 

２）基本的マナーが身についている人 

３）自分の考えを的確に伝えることができ、他者の考えを受け入れることのできる、基

礎的コミュニケーション能力のある人 

４）保育者を目指す意思が強く、学習意欲の高い人 

５）好奇心が旺盛で、自分の感性を大切にする人 

以上の入学者受け入れの方針は、学生募集要項にも掲載し、入学前教育においても入学

予定者に周知している。 

幼児教育学科では入試広報室との協働でさまざまな入学者選抜方法を用いているが、す

べての選抜形態において面接を必須としており、調査書や学科試験における入学前の学修

成果の把握・評価のみならず、人物を重視する幼児教育学科の入学者受け入れの方針に適

った入学者選抜を行っている。令和元年度より「自己アピール・自己表現」の力、学習に

意欲的であるかどうかに着目した総合型選抜の入学者選抜を実施している。 

本学科への受験については、入学希望者に対し、オープンキャンパスの際、学科教員と

職員とで丁寧な個別相談を行っている。 

高等学校との連携については、秋草学園高等学校との間で高短連携委員会を組織してい

るが、その中で、入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）について意見交換
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を行っている。 

地域保育学科では学科の学習成果にふさわしい入学者受け入れの方針（アドミッション・

ポリシー）を掲げており、以下の方針を大学案内に明示している。 

１）基礎的な学力を有し主体的に学ぶ意欲がある人 

２）地域貢献や子育て支援に旺盛な興味と関心を持ち、積極的に諸活動に取り組める人 

３）子どもと保護者の気持ちをあたたかく受け止め、自分自身も成長していくことがで

きる人 

４）自他の人権を尊重し、教養とマナーを備えた人 

選抜方法として、総合型選抜特待、総合型選抜（保育士資格・幼稚園教諭二種免許状の

取得を目指し、さらに本学科で開設しているその他の資格取得に意欲があるもの）、学校推

薦型選抜（指定校推薦、公募推薦）、一般選抜を設けている。すべての選抜試験は、学科試

験や調査書等の成績だけではなく、地域保育学科の入学者受け入れの方針に添った人物を

重視する入学者選抜の方法をとっている。入学前の学習成果の把握・評価については提出

された調査書、ならびに学力、面接試験で行っており、入学前教育においても入学前の学

習成果の把握に努めている。 

文化表現学科では、令和２年度からの教育課程の変更に伴い、三つの方針を改定すると

ともに、入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）は、具体的な学習の成果に

対応するように一体的に改定して、その内容を大学案内、入試ガイド、学生便覧等で公開

し、情報を提供している。新しい入学者受入れの方針は以下の通りである。 

１）知識・技能を積極的に習得し、自ら人間力を育もうとする意欲を持った人 

２）日本の伝統文化や異文化への関心を持ち、多様なものの見方や価値観を育もうとする意欲

のある人 

３）社会との関わりを主体的にとらえ、自らの力を積極的に社会に活かそうとする意欲のある

人 

４）他者とのコミュニケーションをとり、共生していこうという意欲のある人 

入学者受け入れの方針は、入学前の学習成果の把握・評価の基準となっている。また入

学者選抜の方法においても重要な判断材料となっている。 

入学手続者に対して、入学までの期間に各学科が入学前教育を実施している。入学後のオ

リエンテーション、新入生交流研修旅行を通して学習態度の涵養と学生相互の仲間づくり及

び学生と教員との関係づくりの機会を設けている。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-6 短期大学及び学科・専攻課程の学習成果は明確である。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 学習成果に具体性がある。 

（2） 学習成果は一定期間内で獲得可能である。 

（3） 学習成果は測定可能である。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-6 の現状＞ 

幼児教育学科の学習成果の査定は、学内における授業科目の個々の達成目標に対する到
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達度の評価と、各実習先からの評価や、幼稚園教諭二種免許状、保育士資格の取得状況及

び免許・資格を活かした専門就職率等の外的評価等によって定期的に行われている。幼児

教育学科では、幼稚園教諭二種免許状、保育士資格を取得し、将来保育者として現場で働

くことを希望する学生がほとんどであるため、学習成果としては、個々の授業科目の単位

取得だけではなく、学習の集大成ともいえる保育所実習、施設実習、教育実習の各実習で、

それまでの学習成果が発揮されている。また、学習成果を獲得した学生たちの多くは幼稚

園教諭二種免許状と保育士資格の両資格を取得し、現場で保育者として働くことになるた

め、幼児教育学科の学習成果には実際的な価値があり、専門就職という点で学習成果は測

定可能なものとなっている。またこれらの学習成果は、一部においては２年間、二部にお

いては３年間で獲得可能である。 

地域保育学科の学習成果は、学内における授業科目の個々の達成目標に対する到達度の

評価と、学外におけるボランティアやインターンシップ、各種実習での外部評価と自己達

成感、幼稚園教諭二種免許状、保育士資格、児童厚生２級指導員資格などの各種資格の取

得状況とこれらの取得を活かした専門就職率等によって明確であり、測定可能である。そ

の他の資格として図書館司書、ベビーマッサージ指導者、ピアヘルパー、レクリエーショ

ン・インストラクター、おもちゃインストラクター等があり必要な学びの後、試験等を受

け合否判定が出るもの、授業時の学習成果が資格認定に繋がるなど一定の学習成果として

資格取得が連動したものとなっている。学習成果は３年間で実現可能であり社会的に有用

である。なお、認定ベビーシッター資格に関しては令和５年度の入学生が卒業時に取得す

るため、現在取得者は存在していない。 

文化表現学科の学習成果は、図書館司書資格、医療事務資格、ウェブデザイン実務士資

格、情報処理士資格、観光実務士などの資格課程については具体性があり、測定可能であ

る。例えば、具体的な学習成果の一つとしての司書資格取得は、社会的にも認知された実

際的な価値を持つものであり、必要な教科の学習成績で合格点を取ることと卒業要件を満

たすことが条件となっている。同資格は、客観的に測定された学習成績に基づき、在学期

間内で取得可能である。同様に医療事務資格、ウェブデザイン実務士資格、情報処理士資

格、観光実務士資格も必要な教科の学習成績で合格点を取ることと卒業要件を満たすこと

が条件となっており、客観的に測定された学習成績に基づき、在学期間内で獲得可能であ

る。さらに、「情報処理士」、「観光実務士」等の資格課程の科目に関しては、令和３年度

より外部認定機関（全国大学実務教育協会）のルーブリック評価・外部評価を取り入れ、

客観性を持たせている。専門教育課程の創作系科目における評価は、具体的な作品の完成

度を専門教員が評価を下して確認しており、測定可能である。令和４年度におけるこれら

資格の取得者は図書館司書の 23 人をはじめ、医療管理士 15 人、Web デザイン実務士 18

人、情報処理士 33 人、診療実務士 33 人の合計 104 人に達した。（備付-11）この数値は１

人の学生が平均２つ以上の資格を取得したことを意味している。令和５年度におけるこれ

らの資格取得者は図書館司書の 16 人、医療管理士 12 人、Web デザイン実務士 12 人、情

報処理士 16 人、診療実務士 12 人の合計 104 人（延人数）であった。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-7 学習成果の獲得状況を量的・質的データを用いて測定する仕組みを
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もっている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） GPA 分布、単位取得率、学位取得率、資格試験や国家試験の合格率、学生の業

績の集積（ポートフォリオ）、ルーブリック分布などを活用している。 

（2） 学生調査や学生による自己評価、同窓生への調査、インターンシップや留学など

への参加率、大学編入学率、在籍率、卒業率、就職率などを活用している。 

（3） 学習成果を量的・質的データに基づき評価し、公表している。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-7 の現状＞ 

測定可能な学習成果として、GPA、学位取得率、免許・資格取得率等が挙げられる。GPA

が低い（2.0 未満）学生に対しては指導教員が面談を行い学習面と生活面で指導を行う（備

付-12）ことで、GPA 値の改善を目指し、成績不良が留年・退学に繋がらないように支援し

ている。取得可能な免許・資格は学科で異なるが、学科毎に免許・資格の取得状況につい

て勘案し、取得率の向上を図っている。なお、ポートフォリオとルーブリックについては

現在、一部学科のみで作成・活用している。今後 FD 研修の一環としてルーブリックを用

いた評価方法の在り方を研修する予定である。具体的には学生の書いたレポートを題材に

し、それぞれの教員が共通のルーブリックを用いた評価した場合、どのような差が出るか、

またこの差はどのように解消していくべきかなどの検討を行う。 

学生に対してアンケートによる新入生調査（備付-13）、学修時間・学修行動調査（備付-

14）、学生満足度調査（備付-15）を行い、集計・分析した上でその結果を全教員に周知し、

学生の学修指導や生活指導、学内整備等に活用している。インターンシップ、留学、４年

制大学編入について、説明会・報告会等の場を設け学生に開示することで、学生生活を充

実させ卒業後の進路決定の選択肢を広げる一助としている。また、教職員が幼稚園・保育

所・施設、企業訪問を行う際、雇用者から聴取した就職者の様子等をキャリアセンターが

取りまとめて回覧している。 

免許・資格取得状況や専門職への就職率、学修時間・学修実態、学位取得率、コンピテ

ンシー到達度自己評価の公表を行っている。また、入学者選抜別に入学者の追跡調査を行

うため、選抜区分、留年者、休学者、中退者、各種資格取得等の活動実績、GPA などの成

績、単位取得数、資格取得、就職などのデータ収集を行い、適切な入学者受け入れが行わ

れているかどうかの検証を行っている。平成 30（2018）年度からコンピテンシー到達度自

己評価のアンケートを Web のアンケートフォームで実施を開始し、学生１人１人に対し

Web 上でコンピテンシー到達度自己評価の結果をグラフで開示している。令和元（2019）

年度からはこれまで紙で行っていた授業評価アンケート、学生満足度調査、学修時間・学

修行動アンケートを Web のアンケートフォームで実施している。また、卒業時に学生１人

１人の在学中の成績順位の推移、成績評価の割合の推移、コンピテンシー到達度自己評価

の結果、取得学位、取得資格などを載せた学位証書補足資料を作成し、卒業学生へ配布し

ている。さらに、令和４（2022）年度より、全学科対象授業「データサイエンス」の単位

修得者に対して認定書を交付し、他の情報関連資格と同様に学生の就職活動への便宜を図

っている。 
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［区分 基準Ⅱ-A-8 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 卒業生の進路先からの評価を聴取している。 

（2） 聴取した結果を学習成果の点検に活用している。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-8 の現状＞ 

学生の就職支援のために、「キャリアセンター」の専任職員３名と、各学科より選出された

教員７名で組織する「就職指導委員会」が、学生の就職内定獲得をめざして就職ガイダンス、

就職支援講座等の企画、運営を行っている。令和５年度もキャリアセンターが中心となり、就

職指導委員会で就職に関する問題を審議しながら、就職に関する様々な学生支援を行った。令

和５年度も就職関連講座を実施した。履歴書添削、面接練習等を実施した。 

卒業生の進路先からの情報収集については、例年卒業後アンケートを採用側（幼稚園・

保育所・施設・一般企業）、卒業生側双方から回収を行っている（備付-16～17）。回答を集

計し、教授会にて教員へ報告し、さらにホームページに掲載し公表している。 

採用側から見た本学の学生については、コミュニケーション能力、実行力、保護者や利

用者への対応について、非常に高い割合でよくできているという評価であった。優れてい

る能力の自由記述においても、熱心さ、前向きな姿勢、誠実な仕事の姿勢などが挙げられ、

概ね良い評価であった。一方、本学への要望の中には「社会人としての基本的マナーや社

会の仕組みについて理解を深めてもらいたい」「学ぶ意欲のある幼児教育者の育成」といっ

た意見も見られ、今後講座等で伝えていく必要性がある。 

卒業生からの回答は毎年回収率が低いことが継続課題であるが、回答内容で「在学中学

んでおいてよかったこと」について、ピアノ、心理学、指導案作成といった現場で役立つ

授業が役に立っているといった回答が見られた。 

アンケート結果は授業で活用し、就職先での本学卒業生の様子や、採用者が感じること、

卒業生が在学中に学んでおいてよかった点などを在学生へ伝え、学ぶ意欲の向上、就職活

動への興味へとつながる取り組みを行なっている。 

その他、学科ごとに以下のことを実施している。 

幼児教育学科・地域保育学科は、６～７月にかけての「幼稚園・保育所・施設訪問」の折に、

全教職員が約 300 園を訪れ、求人依頼・採用のお礼とともに卒業生の様子を聴取している。

その結果は報告書に記入し、キャリアセンターがファイルにまとめた後、回覧している。しか

し、令和４年度は実習園と内定先が同一の場合は、実習巡回時に、お礼と求人依頼を行い、そ

の他重点園にはキャリアセンター職員が中心となり訪問した。 

令和５年度公立保育士合格者は、既卒生１名含め 20 名であった。 

 文化表現学科では、例年２月～３月にかけて企業約 40 社への採用のお礼及び求人依頼の訪

問を行っている。令和５年度はキャリアセンター職員を中心に学科教員も加わって実施した。

また、就職関連講座の一環として、令和元年度より「合同企業説明会」、「企業人事部模擬面接」

を開催。令和４年度は感染防止対策をおこなった上で２月に「合同企業説明会」（21 社参加）、

「企業人事部模擬面接」（６社参加）を対面にて実施した。令和５年度は平常での状況で１月

に「合同企業説明会」（20 社参加）、２月に「企業人事部模擬面接」（10 社参加）を対面にて

実施した。こうした中で本学の卒業生が企業側の担当者として来学する事例があり、その際に
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は就職直後から現在の様子を聞くようにしている。その内容は、就職後のキャリア形成の一例

として就職関連講座内にて学生へ伝達し、学生の就職先選定のアドバイスなどに活用してい

る。 

 在学生の就職意欲の向上に関する取り組みについては、幼児教育学科・地域保育学科におい

て、今後の就職活動の参考となるよう、保育園、幼稚園、公立保育士、企業のそれぞれの活動

報告を卒業年次生が発表をする「就職活動報告会」を行った。その際に在学生からは、感想、

質問を募集し、報告会が今後に活かされるよう努めた。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の課題＞ 

幼児教育学科では、卒業認定・学位授与の方針について入学時オリエンテーションや卒

業年次の授業等で学科の学生に直接伝える機会を増やすことによって、周知徹底を進めて

いる。幼児教育学科では必修科目がほとんどであるため、学生は科目登録の際や授業を受

ける前に自主的にシラバスを見ることが少ない現状がある。とくに教育課程編成・実施の

方針に関する理解が不足している傾向があるため、理解を深める手立てとして、入学前指

導の段階から「教育課程編成・実施の方針」について説明している。しかし、十分に理解

しているとは言えず、各教科の最初の講義においてそれぞれの科目の目的・目標について

シラバス等を用いて十分に理解させる必要がある。 

以前から課題であった入学者の入学後の動向を IR 推進室や入試広報室との連携を通し

て、令和４年度も継続して探っているが、特に、総合型選抜入学試験による入学者の入学

後の動向を、今後も継続して見ていく必要がある。入学後一年以内で休学・退学に向かっ

てしまう学生の入学試験時のデータとの直接的な相関関係は明確には見いだせていないが、

一定の傾向は示されているため、今後も引き続きデータ分析を継続する必要がある。特に、

休学・退学に向かいがちな、GPA2.0 を下回る学生の支援のありかたを引き続き検討する必

要がある。現在、学級指導教員と実習教科担当、また基礎学力をつけるための教科担当者

と連携し、個々の学生の学習に関する情報を共有しつつ支援している。また、引き続き免

許取得辞退者を減らすための方策を探ることも課題である。認定こども園が増加する中、

幼稚園教諭二種免許状と保育士資格の二つを取得することが社会的な要請として強まって

いるが、学生個々の事情が複雑であるため、両方の資格取得を促すことが困難な場合もあ

り、検討を要する。 

地域保育学科では、学位授与の方針については、学生必携である学生便覧に明示してい

るが、より周知を図るため日頃の適切な指導が必要である。学位授与の方針は職業人とし

てまた社会人としても求められているものであり、学内外に対して積極的に広報する。今

後も学位授与の方針については、様々な観点から定期的に点検する。教育課程および教科

の配当年次や指導内容の見直しについて、学位授与の方針や学習の成果に鑑みながら社会

や学生のニーズに応じて柔軟な対応が必要である。幼稚園教諭二種免許状、保育士資格に

必要な専門的教育科目要件が多くを占めるため、人文、社会、自然分野に関する幅広い教

養教育科目の開設や選択が困難である。豊かな感性と資質を持った保育者を養成するとい

う学位授与の方針に基づいて、現代の保育のニーズに対応できるような幼児教育者・保育

者育成にいっそう努める。またより多くの資格を取得できるように支援していく。入学説
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明会やオープンキャンパスをはじめ各種入試説明会において地域保育学科の受け入れ方針

をこれまで以上に訴えていく必要がある。現代の保育のニーズに対応できるような保育者

養成にいっそう努める。 

文化表現学科では、令和元年度の自己点検・評価において改善の必要があるとしていた

三つの方針の改善、教養教育科目、専門基礎科目、キャリア教育科目等の専門教育科目以

外の数が専門教育科目に比べて格段に多く、専門教育充実の視点から見た場合、著しく不

合理になっている現状を令和２年度に改善した。その他の課題として、卒業認定・学位授与

の方針に沿った教科の見直しを継続的に行い、教育効果の実質化を図っていく必要があるとし

ていたが、令和２年度においてはボランティアの授業で所沢警察署と連携、令和４年度には

日本財団、テレビ埼玉、所沢商工会議所、所沢市社会福祉協議会と連携するなど学習成果

の実質化を図る取組みをしており、これら外部機関との連携による授業内容のさらなる深

化を進めていくことが今後の課題である。 

一方、令和２年度、令和３年度において課題となっていた新教育課程における各教科の

アセスメントポリシーについては徐々に評価が定着してきている。また、多様な知識や技

能を習得させるために配置している専門教育課程だが、学びのニーズが多様化している現

状において、さらに見直しをしていく必要があるとの認識のもと、令和５年度に時代の要

請や高校生のニーズに対応した専門教育科目を追加配置することを決め、令和６年度から

実施することとした。 

入学者受入れ方針については、現状は概ね問題なく実施しており大きな課題は見当たら

ない。しかしながら入学者受入れの方針における定期的な点検については、三つの方針や

教科の追加などと合わせた点検要領の策定が必要である。また、高等学校関係者の意見聴

取については教員の高校訪問を通じて実行しているが、組織的に実施できているとはいい

がたい。これらの課題について、着実に改善していくことが課題である。 

 これまで IR 推進室で行なってきた分析は、国などの補助金獲得のために行なってきた

側面がある。IR 推進室でのデータ分析が大学運営の支援に十分に活用されているとはいえ

ない。 

卒業生の進路先での評価と情報の継続収集のため、卒業後アンケート、訪問での情報収

集を効率よく、かつ継続して実施していく必要がある。さらに、得た評価と情報を「学習

成果の点検」に具体的に有効活用していくために必要となる、「収集方法・収集項目」と「フ

ィードバックの方法」の再考が課題である。コロナ収束を見ない現在、講座を Web で継続

実施する可能性もあるため、理解を深め、学ぶ意欲を持ち続けることのできる内容、配信

方法の工夫を早急に検討する必要がある。また、Web を活用しての就職活動が今後も行わ

れていくと予測される。学生の ICT スキルを高めることも課題の一つである。 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の特記事項＞ 

 記載事項なし 
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［テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援］ 

 

＜根拠資料＞ 

 

備付資料 18 授業公開コメントシート 

備付資料 19 授業評価アンケート 

備付資料 20 入学前教育に関する案内・課題等（幼児教育学科） 

備付資料 21 入学前教育に関する案内・課題等（地域保育学科） 

備付資料 22 入学前教育に関する案内・課題等（文化表現学科） 

備付資料 23 オリエンテーション日程表 

備付資料 24 オフィスアワー一覧表 

備付資料 25 GPA 一覧表 

備付資料 26 シラバス作成要領 

備付資料 27 実習の手引き 

備付資料 28 就職関連講座日程表 

備付資料 29 就職内定状況表【令和２年度】 

備付資料 30 就職内定状況表【令和３年度】 

備付資料 31 就職内定状況表【令和４年度】 

 

 

［区分 基準Ⅱ-B-1 学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活用している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 教員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。 

 ① シラバスに示した成績評価基準により学習成果の獲得状況を評価している。 

 ② 学習成果の獲得状況を適切に把握している。 

 ③ 学生による授業評価を定期的に受けて、授業改善に活用している。 

 ④ 授業内容について授業担当者間での意思の疎通、協力・調整を図っている。 

 ⑤ 教育目的・目標の達成状況を把握・評価している。 

 ⑥ 学生に対して履修及び卒業に至る指導を行っている。 

（2） 事務職員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。 

 ① 所属部署の職務を通じて学習成果を認識して、学習成果の獲得に貢献してい

る。 

 ② 所属部署の職務を通じて教育目的・目標の達成状況を把握している。 

 ③ 所属部署の職務を通じて学生に対して履修及び卒業に至る支援を行ってい

る。 

 ④ 学生の成績記録を規程に基づき適切に保管している。 

（3） 短期大学は、学習成果の獲得に向けて施設設備及び技術的資源を有効に活用して

いる。 

 ① 図書館又は学習資源センター等の専門的職員は、学生の学習向上のために支

援を行っている。 
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 ② 教職員は、図書館又は学習資源センター等の学生の利便性を向上させてい

る。 

 ③ 教職員は、学内のコンピュータを授業や大学運営に活用している。 

 ④ 教職員は、学生による学内 LAN 及びコンピュータの利用を促進し、適切に

活用し、管理している。 

 ⑤ 教職員は、教育課程及び学生支援を充実させるために、コンピュータ利用技

術の向上を図っている。 

 

＜区分 基準Ⅱ-B-1 の現状＞ 

幼児教育学科では、学位授与の方針に基づいた学習成果の獲得を支援するために、全教

員がシラバスに示した成績評価基準に従って、それぞれ多様な方法を用いて指導を行い、

教育目的・目標の達成状況を把握しながら学習成果の獲得状況を適切に把握し評価を行っ

ている。例えば、学期末の試験のみでなく授業時の小テスト、レポート、発表、作品提出

等多様な方法を取り入れており、学生に対する個別の指導や支援をきめ細かく行っている。

また、各教員は学期ごとに学生による授業評価を受け、その結果を認識したうえで、改善

計画を提出することが義務付けられている。さらに、一定期間の授業公開が義務付けられ

ており、専任教員には３つ以上の授業参観が義務付けられている。また、参観した結果は、

授業公開コメントシート（備付-18）に記されて、授業を行った教員に示され、それをもと

に改善計画を提出することが義務付けられている。授業内容については、令和２年度から

用いている Google Classroom を対面授業にも導入し、令和５年度も新しい授業のあり方

について話し合い、学科会等において授業担当者間の意思の疎通や調整を図っている。ま

た、各学級指導教員は各学生の成績表や学科会、日常的な各教科の担当教員との連絡を通

じて、各学生の学習成果の獲得状況を把握しており、学習上の問題や卒業に向けての指導

を個別に行っている。 

地域保育学科に所属する教員は、本学科における保育者養成の目標と学位授与の方針を

理解し、シラバス上に成績評価基準を明示し、教育目的・目標の達成状況を把握しながら

学習成果を評価している。学習成果をより公正で客観的に把握するために、期末の試験の

みではなく授業時の小テスト、レポート、発表、作品提出、さらに授業への取り組み姿勢

など様々な観点から評価している。FD 活動の一環として、教員は定期的に学生から授業評

価を受け、その結果を参考にして授業内容や授業方法を修正する等、より適切なものして

授業に生かしている。また教員間の授業相互参観も実施しており、この評価を基に授業方

法の改善に取り組んでいる。なお、それらは公開されている。学生の学習成果獲得に向け

て、学科の教員は必要に応じて互いの授業内容について情報交換ならびに協力調整を行っ

ているが、地域保育学科の専任教員間では私的な交流の中で授業の具体的な相談を行う雰

囲気があり、これらは教員の自主的な向上心として大いに尊重されている。社会的責任の

大きい保育者を養成し、資格取得を目指す学科であるため、各教員は学生に対して、きめ

細かな指導は欠かせない。特に学級指導教員は履修・卒業に至るための学習面の指導のみ

ならず生活面にわたっての支援も行なっている。毎月の学科会では、学生のそれらについ

ての情報交換をする場を設けており学生支援に役立てている。令和３年度は、前年から用

いることとなった Google Classroom を対面授業にも導入し、アクティブラーニングのツー
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ルとするなどアフターコロナを念頭に置いた新しい授業を行うことを目指したが、令和５

年度も引き続き新しい授業のあり方について話しあった。 

文化表現学科の教員は、学習成果の査定を適切に行うために、シラバスにおいて成績評

価の基準を明示するとともに評価項目のウェイトを学生に示し、教育目的・目標の達成状

況を把握しながら学習成果の獲得状況を評価している。期末の試験や課題、レポートの提

出のほかに、授業時の小テストや、口頭での質問に対する回答にも留意し、学習指導と学

習支援を行っている。また、授業時に、学生自身の学習状況を確認・自覚させるための「気

づきノート」の作成とそれへの教員コメントの作成、「コンピテンシー到達度己自己評価」

による学生自身の学習成果への自覚とそれに対する教員のアドバイスを通じて、学生の学

習成果の獲得を支援している。コロナ禍での遠隔授業に関しては、学習成果の確実な獲得

に向けて、課題の提出を必須としていたが、令和４年度から全面的に再開した対面授業に

おいても適宜、Google Classroom を使った課題を課し、学習成果を向上させるため教員に

よる学生支援を積極的に行っている。 

学生による授業評価は、平成 30 年度まではアンケート集計を外部委託しており、費用

の問題もあって、FD 推進委員会が指定した教科（前期・後期それぞれ、非常勤講師を含む

全教員について、受講者が多い科目を中心に選定）に絞って行われていた。令和元年度よ

り IR 推進室長により、学生がスマートフォンを用いて回答し、学内で集計作業を行えるシ

ステムが構築されたため、非常勤講師を含む全教員の全ての授業においてアンケートと集

計が実施されるようになった。 

令和５年度は、前期は７月３日から７月 14 日まで、後期は 12 月４日から 12 月 15 日

まで行なった。その結果を元に PDCA サイクルを用いて授業の改善計画を提出し、授業に

活かしている。また、集計結果は図書館や Web 上で学内において公開されている。なお、

平成 29 年度からは、授業評価の結果が思わしくない教員には学長からのヒアリングが行

われ、改善に向けて話し合いが行われているが、本年度も引き続き行われた。 

また、非常勤講師を含む教員間における授業の相互参観を、前後期それぞれにおいて実

施している。令和５年度は、前期は５月８日から６月９日まで、後期は 12 月４日から 12

月 15 日までの相互参観期間を設けた。特に専任教員には最低３つの授業の参観を義務付

け、その評価を授業公開コメントシートに記述して提出している。その結果は学内で公開

しており、評価を受けた教員は改善・対処法を提出している。 

短大事務部職員をはじめとする全ての事務職員は、各部署での業務を通して学生の学習

成果を認識し、その学習成果獲得に直接的、間接的に様々な貢献をしている。学生の入学

目的は、卒業、資格取得、資格を活かした就職等であるが、すべての学生が目的を達成し

て卒業できるように履修指導、就職指導等のきめ細かい学生支援を行っている。例えば、

学生の学修成果の獲得に対して最も関係が深い教務課職員は、例年入学直後のオリエンテ

ーションにおいて、学生便覧やパワーポイント等を利用して、学生に対して分かりやすい

学習や科目選択のためのガイダンスを行っている。その内容としては、卒業と資格取得の

ための要件説明や、教科履修計画及び履修の方法などであり、学生が履修登録を行う上で

非常に重要なものである。また、教育実習、保育実習を実施する学科においては、実習の

概要についても説明を行っている。あわせて在学生には、１月末から２月初めの時期、年

度の終わりにあたり、次年度の科目履修についてのガイダンスを行っている。このほか教
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務課では、事務室において常時職員が相談に来た学生に対する個別指導を行っている。し

かしながら、令和２年度以降の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、メールによる

対応や、遠隔授業実施のために導入した Google Classroom を活用した学生への対応も行

われていた。令和５年度からは新型コロナウイルスが５月から５類に移行する事に伴いコ

ロナ禍前の仕様に変更している。 

本学では、履修登録を学生自身が Web 登録で行っており、入学直後の履修登録の際には

教職員が立ち会い、登録方法の説明や学生からの質問等に応じている。選択科目について

は、１回目の授業を受けた後からの登録の変更も可能であり、３回程度授業が終了した後

に履修取り止め届けの提出期間を設けている。欠席の多い学生、履修登録を忘れている学

生など問題のある学生については、関係する学科、指導教員に連絡するとともに、必要に

応じて職員自らも指導に当たっている。令和元年度から履修登録を忘れている学生の保証

人宛の通知も発送し、少しでも履修登録漏れなどが生じないように促している。 

また、過年度生や休学後の復学予定学生については、事前に履修登録案を作成し、学生

の履修登録時の不安が生じないよう配慮している。このように教務課職員は、学生からの

相談相手になるとともに、学科や教員との連絡調整役となり、学生への学習支援を通して

学習成果の獲得に貢献している。また、従来追・再試験の該当者の発表は学内掲示での発

表であったが、発表期間中実習と重なる学生等のために、Web 上での掲載へと変更するこ

とで自宅からでも確認できるようにした。 

教育実習、保育実習、児童館実習の実習教育を支援する実習指導センターの職員は、実

習施設と担当教員との連絡調整、学生からの相談対応、実習生調査書等の書類の準備、整

理等の業務を通して、幼稚園教諭二種免許状及び保育士資格等の取得という学習成果の獲

得に貢献し、履修及び卒業に至るまでの支援をしている。こちらの業務についても、実習

の受入先の園や施設も令和２年度以降は新型コロナウイルス感染拡大の状況において様々

な対応があり、担当職員は学生派遣において学生・担当教員・実習先間の調整を綿密に行

い、各学生の資格取得の支援に携わった。令和５年度については、状況はかなり改善され

てきてはいるが、障害者施設などについては引き続き綿密な調整が行われた。 

企業、幼稚園、保育所等への就職を支援するキャリアセンター職員は、企業志望者に対

しては、文化表現学科１年次後期に実施される「キャリアスタディ（企業人に学ぶ）」の授

業に参加し教員と連携した形で支援を行い、また幼稚園・保育所等志望者には卒業年次前

期に週１コマの就職関連講座を授業とは別に実施し、その中で自己分析、マナー、履歴書

の書き方、小論文・面接対策等の指導を行っている。その他一般常識試験対策として筆記

試験対策集中講座や公立保育士志望者を対象とした特別講座に関する業務などを行い、就

職という学習成果の獲得に貢献し、履修及び卒業に至るまでの支援をしている。令和５年

度についても同様に就職に向けた支援を積極的に実施した。 

学生課の職員は、奨学金業務を通じて学生の経済的支援、保健業務を通じて学生の健康

を管理、更には学生相談室のカウンセラーとの協働による学生の精神的なサポート等をす

ることにより学生生活を支援し、また、学友会の活動やクラブ・同好会の活動などについ

てのサポートを行うことにより間接的に学習成果の獲得に貢献し、履修及び卒業に至るま

での支援をしている。その他、優秀学生等に対して学生表彰業務を行うことで業務を通し

て学生の学修意欲の向上にも寄与している。 
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図書館の職員は、図書の貸し出し、購入図書の選定、図書に関する相談の受付などを通

じて、また情報センターの職員は、情報処理に関する授業における教員の補助、履修登録

方法の指導、コンピュータに関する相談の受付などを通じて、それぞれ学習成果の獲得に

貢献し、履修及び卒業に至るまでの支援をしている。特に情報センター職員は、学習成果

獲得のための前段階として、遠隔授業実施のための学生の通信環境整備の支援を個別対応

やマニュアルの作成などで多くの時間を費やして行った。 

また事務職員は、各学生による学科の教育目的・目標の達成状況に関してそれぞれの業

務を通して、例えば学生便覧、シラバスの作成、履修登録、成績の処理、各資格申請手続

き、実習園からの評価、就職状況などを通して把握している。 

なお、学生の成績記録については、学園の文書保存規程に基づいて適切に保管している。

成績原簿は永久保存としており、大学のサーバー内にデータとして保管するとともに、万

が一に備えて打ち出しを行い、書類としても保管している。その他の教育実習や保育実習

に関する実習園からの評価や、教員による採点簿等の成績記録についても、規程に基づい

て適切に保管している。 

図書館は司書を中心に選書やレファレンス・サービスを通じ、学習支援としての資料や

情報提供のサービスを行っている。図書館は専任職員１名（司書）、嘱託職員１名（司書）、

非常勤職員１名（司書）を配置し、図書館サービスを行っている。図書館には、情報検索

システムとＡＶ利用環境が備わっており、利便性の高いものとなっている。開館時間は、

夜間部学生の利用を前提に土曜、日曜、祝祭日以外の９時から 21 時 10 分となっている。

本学には司書課程をもつ学科が２学科あり、情報サービス演習などの演習科目の実習場所

としても図書館は活用されている。また、幼児教育・保育系の学生の実習時期には利便性

を図るため、長期貸し出しを実施し、平成 30 年 10 月以降貸出冊数を５冊から８冊に増や

している。蔵書構築については「学習図書館」としての位置付けから、司書による選書の

ほか各学科の意見や希望などを参考に選書を行っている。平成 28 年度より、図書館ホーム

ページを公開し、図書館外からの蔵書検索や文献複写の申込、資料の予約サービスなどを

開館時間外にもホームページ上から利用できるようにして、学習支援の向上に努めている。

また、令和元年度より、今まで本学図書館のホームページからのみ閲覧・複写が可能だっ

た「秋草学園短期大学紀要」を更に周知するため、JAIRO Cloud（クラウド型の機関リポ

ジトリ環境提供サービス）を使い公開を開始した。これにより CiNii Research   でも本

学の紀要が検索可能となった。著者名や英語タイトル、キーワードでも検索ヒットさせる

ことが可能な為、より多くの機関・個人からの閲覧が期待できる。 

情報センターは、情報教育に関わる授業でのアシスタント業務と教育用、学校事務用の

それぞれの端末についてのヘルプサービス及び学内 Web と公開 Web 双方についての運用

支援を行い、学生への支援及び教職員への技術支援を通じ、直接および間接の両面から学

習支援を効果的に実施している。情報センターはセンター長、スタッフ２名で構成され、

情報活用支援サービスを行っている。日常業務は２名のスタッフが行っており、センター

長は情報基盤整備に関わる業務やセンター業務の統括を行っている。学内は令和元年度に

PC 教室の新機器類が導入され、Windows（40 台）２室、Windows（24 台）１室および

Macintosh（20 台）１室の PC 教室を設置した。令和３年度に、卒業後の学生の進路で

Macintosh の OS を利用する可能性は低いこと、授業科目によって違う OS を利用することで
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ファイルの配布や提出方法が変わり、二つの OS を利用させることは学生の負担になっている

可能性もあることから、より学生が学びやすい環境を整える目的で、OSをWindowsに統一し、

Macintosh（20 台）教室を閉鎖した。また、一般教室や体育館でも学生がインターネットを利

用できるよう、複数台の Wifi ルータを設置した。Wi-Fi ルータを設定していない教室で授業を

する場合も貸出用 Wifi ルータを２台準備しており、授業内で学生がインターネットを利用する

場合は貸出用 Wifi ルータを利用するよう、全教員に向けて連絡している。PC 教室は履修登録

やレポート作成等、学生が自由に利用できる環境を整えている。幼児教育学科一部・二部・地

域保育学科・文化表現学科の全学科に必修科目として、コンピュータの操作を学ぶ授業科目が

ある。学生のほぼ全員がこれらの授業を履修し、PC 教室を利用している。学生は学内 LAN

に固有のドライブを割り当てられており、授業で作成するファイルをはじめとする個人資

料を保存することができる。また、学内 LAN を通して、教員から資料を配布する SEND

ドライブおよび課題等を提出する POST ドライブも設定しており、授業等で有効に活用さ

れている。休講・補講情報等については各部署からの連絡配信システムにより、学生は携

帯電話・スマートフォン等から確認することができる。また、学生へ在学中に使用できる

学籍番号の Gmail アドレスを貸与しており、教職員が学生の個人情報を収集せずに、学生

への連絡が可能になっており、急な休講や台風等の災害時の連絡にも利用されている。 

３学科共に、コンピュータ利用技術に精通した教員も増えてきており、その技術を各自

授業や学生支援の際に積極的に活用している。コンピュータ利用に関して不得手な教員の

ためには、必要十分な利用技術の習得ができるよう、学内 FD 活動の中でコンピュータ技

術の指導を行い、外部で実施される研究会や講習会への参加を促している。具体的には

FD/SD の一環として情報操作機器に不案内な教員及び職員を対象にした講習会として令

和３年度の年度末は毎週１回の情報操作の講義及び実技の時間を設けた。この講習は誰も

が参加でき、かつ苦手なまたは学びたいソフトウェアの時間のみ出席できるという特徴を

有していた。全学科において、新型コロナウイルスの影響で、遠隔授業を余儀なくされた

ため、全教員が Google Classroom 等の情報機器操作に取り組み、授業や学生との交流に

積極的に活用している。また、FD 活動として Google Classroom の利用方法やコンテンツ

の作成方法のマニュアルを全教員、及び非常勤講師に対して配布している。 

 

［区分 基準Ⅱ-B-2 学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 入学手続者に対し入学までに授業や学生生活についての情報を提供している。 

（2） 入学者に対し学習、学生生活のためのオリエンテーション等を行っている。 

（3） 学習の動機付けに焦点を合わせた学習の方法や科目の選択のためのガイダンス

等を行っている。 

（4） 学生便覧等、学習支援のための印刷物（ウェブサイトを含む）を発行してい

る。 

（5） 基礎学力が不足する学生に対し補習授業等を行っている。 

（6） 学習上の悩みなどの相談にのり、適切な指導助言を行う体制を整備している。 

（7） 通信による教育を行う学科・専攻課程の場合には、添削等による指導の学習支

援の体制を整備している。 
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（8） 進度の速い学生や優秀な学生に対する学習上の配慮や学習支援を行っている。 

（9） 留学生の受入れ及び留学生の派遣（長期・短期）を行っている。 

（10） 学習成果の獲得状況を示す量的・質的データに基づき学習支援方策を点検して

いる。 

 

＜区分 基準Ⅱ-B-2 の現状＞ 

（1）入学手続者への入学前の情報提供は、各学科でそれぞれの対応を行っている。入学後

に授業や学生生活を円滑に進めていくために、課題の送付や、スクーリングを実施してい

る（備付-20～22）。どの学科も日程を定めて、入学予定者を大学に登校させ、専任教員か

ら入学に向けてのアドバイスや、学科の特色を表した入学前教育の授業を複数回行ってい

る。 

（2）令和３年度からは新型コロナウイルスの影響も踏まえ、新入生オリエンテ－ションは

入学後２日間（幼児教育学科第二部は３日間）対面で行い、（備付-23）全体会は密を避け、

会場を体育館に変更して実施していたが、令和５年度から、新型コロナウイルスが５月か

ら５類に移行する事に伴いコロナ禍前の仕様に変更している。 

（3）オリエンテ－ションでは学長講話をはじめ、「学生便覧」を基に本学の建学の理念、

目的、教育目標、教育方針について説明を行っている。その後は各学科に分かれ該当学科

の「三つの方針と学習成果」について説明し、続いて、教科履修計画表と時間割表を基に、

卒業及び資格取得要件の履修や登録方法等について、教務課員がガイダンスを行なった。

また、本学では学級指導教員制をとっており、オリエンテーション期間中の指導時間やオ

フィスアワー（備付-24）を活用して、学習の方法や単位履修、成績についての個別指導、

助言を行っている。平成 28 年度入学生からは、半期終了時点でその期の GPA 値が 2.0 未

満の学生に対し、学級指導教員による個別指導を行うことが教務委員会において承認され、

実施されている（備付-25）。また、卒業延期生、進級停止者等個別指導を必要とする学生

には、教職員が連携をとりながら学習面や生活面についての支援を行っている。特に進級

停止者については、令和２年度から保護者への通知も発送し、学生の現状の理解を得るよ

うにしている。更に、後期授業終了後に再度オリエンテーションを実施し、学習成果の獲

得に向けたきめ細やかな指導体制をとっている。 

（4）「学生便覧」は入学式当日に全ての入学生に配布し、卒業までの学生生活のガイドブ

ックとして活用するよう指示をしている。また、シラバスは教科担当者が作成した原稿を

教務委員会委員等の第三者による内容精査を経た後（備付-26）に学園ホームページ上に公

開している。記載事項については毎年教務委員会にて検討を行い決定しており、授業の内

容及び到達目標・授業計画・各授業に対する予習復習の内容・予習復習のための時間・課

題に対するフィードバックの方法・成績評価の方法・教科書・参考文献・注意事項を明記

し、随時閲覧して受講前後に活用できるようになっている。また、授業科目と学位授与の

方針との関連、ナンバリングコ－ドを記し、学修の段階や順序等教育課程の体系性を理解

しやすいように改善した。授業時間数や授業態度に特に評価する内容を明記する事、オム

ニバス授業の場合は、各教員の授業担当回数を明記するなどの変更をしている。令和５年

度からはル－ブリック評価表を作成している教員には、シラバスに URL（秋草の Google

ドライブ等）に貼り付けて学生へ公開できるようにしている。 
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幼児教育学科では、入学手続者向けのワークブックを作成して配布するとともに、対面での

入学前教育を実施し、授業や学生生活についての情報を提供している。なお、令和５年度は３

月 19 日に行い、入学予定者が参加した。 

また、入学者に対しては入学後のオリエンテーションで、授業や学生生活についての情

報をきめ細かく提供している。本学科は保育士資格と幼稚園教諭免許の資格取得のための

必修科目が大部分であるため、そのための動機付けに焦点を合わせた学習の方法のための

ガイダンス等を行っている。それらの内容は、学生便覧のほか、必要な印刷物をオリエンテ

ーションにおいて配布している。 

（5~10）幼児教育学科では、平成 29 年度より、教養教育科目に基礎学力向上を目的とした

「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」を１年次学生の必修科目として新設し、その中で語彙力・文章力、コ

ミュニケーション力向上を図っている。さらに平成 30 年度より、基礎学力が不足する学生

に対し、非常勤講師による補習授業を一部二部それぞれに行い、理解が不十分な科目の補

習を行っている。 

特に実習指導に関しては、授業時間についても保育者養成課程の規定の 1.5 倍程度の時

間を割き、それ以外にも実習の準備の整わない学生や実習後に更に徹底した指導の必要な

学生に対して、実習教科担当教員が個別に相当の時間を費やして指導している。またピア

ノのレッスン内容等、一定の実技科目等には個別課題を課し、習熟度別の学生対応を行っ

ている。 

なお、進度の速い学生や優秀な学生に対する学習上の配慮や学習支援は、令和５年度よ

り累積 GPA が 3.0 以上の学生に対して地域保育学科の「ベビーマッサージ指導者養成講

座」の他学科履修が認められ資格を取得することを可能とした。 

留学生の受入れ及び留学生の派遣（長期・短期）については、現在対象者がいないが、

必要が生じた場合は対処が必要である。学習成果の獲得状況を示す量的・質的データは、

主に成績表と GPA であるが、各学級指導教員は常に学生の学習成果の獲得状況を把握し、

成績が思わしくない中心に個別に指導を行っている。特に GPA が 2.0 以下の学生には必ず

面談して指導している。また、毎月開催される学科会において成績や出席状況が思わしく

ない学生に対する情報交換を行っている。 

地域保育学科の学生は、通常の授業や実習の中で自分の考えや指導案、記録等を文章と

してまとめ書く力が必要とされている。そのため国語に関しての学力向上を図っていかね

ばならない。令和５年度入学の学生に関しては、入学前に入学前教育を短大にて行った上

で、入学後の学外活動にも慣れるため保育関連施設の見学も実施した。課題としては数学、

国語や読書に関する課題を提示し、さらにグループワークの中で短大生活に関する疑問な

どを話し合い、教員もそれに対して不安が軽減できるようアドバイスした。入学後も、「短

大基礎講座」において短大における学びの基礎を教育した。また、２・３年生に対しても

「総合演習Ⅰ」「総合演習Ⅱ（ゼミナール）」においてその後の学習をスムーズにするため

の基礎教育を行っている。各教科においても基礎学力が不足する学生に対して、学級指導

教員・教科担当がこまめに指導を行い学生が授業についていけるようサポートしている。

この傾向は、特に能力差が問題となりやすい実習関連科目で顕著であり、担当教員の負担

が大きくなるのが課題である。このように学習成果の獲得に向けて丁寧な指導を心がけて

いるが、基礎学力不足や学習上の悩み解決にむけてさらなる対策や工夫が求められる。ま
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た、平成 30 年度から GPA に基づいた指導・助言を行っている。これらは学級指導教員か

ら学科長にも報告され、学科会でも議題となるため教員間でも情報の共有がされている。

学生の相談には学級指導教員以外にもゼミ担当教員をはじめ、オフィスアワーや休み時間

等を利用してすべての教員が学生の相談にのっている。これらも学科会において学生の動

向を議題として取り上げ情報の共有化を図り指導の手がかりとしている。 

文化表現学科は、入学予定者に対する学習支援では、大学教育の基礎となる思考力、判

断力、表現力を育むことを目的とした「入学前教育」の冊子を作成し、入学手続き者全員

に送付して回収、添削指導をしている。また、入学後のオリエンテーションで、授業や学

生生活についての情報をきめ細かく提供している。文化表現学科の教員は、全教員が分担

して指導している「短大生基礎力演習」における国語、数学、社会、英語、小論文作成を

主とした基礎学力チェックテストの結果をもとに、問題のある学生には個別指導をする機

会を設けている。また、情報処理に関連する科目では能力別のクラス編成を行い、進捗度

の遅い学生、進捗度の速い学生の双方に配慮した指導を実施している（「情報処理演習」、

「文書処理演習」、「表計算演習」など）。進捗度や技能が上位の学生には、積極的に資格取

得や検定試験の受験を勧め、資格取得のための特別授業を行っているほか、おおむね２級

以上の上級資格取得者には検定料等を褒賞金として給付している。また、国際的なコミュ

ニケーション能力の向上のため、教養教育科目の中に英会話のほかに中国語、韓国語会話

を設け、週２コマ、30 時間の演習授業を行うなど学習意欲の高い学生に対し配慮した教育

を行っている。専任教員はオフィスアワーを週に１コマ設定し、研究室で学習や進路の相

談に応じたり、悩みを聞いたり適切な指導助言を行っている。また、カリキュラム・マッ

プを学生への履修指導に活用している。さらに、学習成果の獲得状況の量的・質的データ

に基づき、補講等が必要な学生に対しては特別の授業を実施し適宜学習支援方策を点検し

ているほか、学習成果の獲得に向けて、基礎学力が不足する学生に対し補習授業等を行っ

ている。学習上の悩みを訴える学生に対してはクラス担任の教員が随時相談・助言する体

制をとっている。 

 

［区分 基準Ⅱ-B-3 学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的に行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 学生の生活支援のための教職員の組織（学生指導、厚生補導等）を整備してい

る。 

（2） クラブ活動、学園行事、学友会など、学生が主体的に参画する活動が行われるよ

う支援体制を整えている。 

（3） 学生食堂、売店の設置等、学生のキャンパス・アメニティに配慮している。 

（4） 宿舎が必要な学生に支援（学生寮、宿舎のあっせん等）を行っている。 

（5） 通学のための便宜（通学バスの運行、駐輪場・駐車場の設置等）を図っている。 

（6） 奨学金等、学生への経済的支援のための制度を設けている。 

（7） 学生の健康管理、メンタルヘルスケアやカウンセリングの体制を整えている。 

（8） 学生生活に関して学生の意見や要望の聴取に努めている。 

（9） 留学生が在籍する場合、留学生の学習（日本語教育等）及び生活を支援する体制

を整えている。 
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（10） 社会人学生が在籍する場合、社会人学生の学習を支援する体制を整えている。 

（11） 障がい者の受入れのための施設を整備するなど、障がい者への支援体制を整えて

いる。 

（12） 長期履修生を受入れる体制を整えている。 

（13） 学生の社会的活動（地域活動、地域貢献、ボランティア活動等）に対して積極的

に評価している。 

 

＜区分 基準Ⅱ-B-3 の現状＞ 

学生の生活支援のための教職員の組織については、各学科より選出された教員８名

と学生課職員３名で構成された学生委員会がその任にあたっている。学生委員会の校

務分掌としては、以下の通りとなっている。１）学生の生活指導、２）学友会活動に

ついては、学友会役員募集や選挙・総会・学友会会計の管理、クラブ活動に関わるこ

と、学園祭、お笑いライブ、卒業パーティーなどの行事の実施、卒業アルバムの作

成、各種委員会選出の教員への依頼と運営やクラブ活動員の育成、並びに学内外での

活動や各種大会への参加指導に関すること、３）学園行事である入学式、学科別保護

者会、新入生交流会、学園祭、お笑いライブ、卒業式、卒業パーティー等の実施指導

に関すること、４）学生への経済的支援（奨学金・緊急給付金等）に関すること、

５）学生ロッカー、傘・スリッパ貸出、拾得物の管理などの学内の環境整備、６）夜

間学生対象の自動車通学の管理に関すること、７）保健衛生（定期健康診断の実

施）、保健室の対応や派遣看護師の管理、学生相談室との調整に関すること、消防避

難訓練や防犯対策に関すること、８）GPA等に基づく学生の表彰制度等に関すること

について協議運営、９）卒業式、入学式などの学校行事の支援を行う学生リーダーの

研修等、その職務は非常に多岐に亘っている。  

学友会の運営については、各学科から選出された学友会役員13名が中心となり活動して

いる。その企画から運営にあたっては「学生が主体的」に活動できるよう、教職員が学生

とコミュニケーションを密に図り、きめ細やかな指導・助言を行い支援に取り組んでい

る｡ 

学友会各種委員会では、学級委員、生活委員、選挙管理委員、秋草祭実行委員、卒業パ

ーティー・アルバム委員が選出され、各委員の役割に沿って、学級活動や授業の補佐、学

園祭をはじめ学園行事等の運営や取りまとめを行っている。学友会部活動では、球技部の

他スポーツ系１団体、イラストノベルズの他文化系８団体が、顧問（教職員等）の指導の

もと、主に学園祭への参加に向け活動を行っている。  

学生のキャンパス・アメニティについては、カフェテリア形式の約220席ある学生食堂

を学生が利用しやすくするために、令和元年度にレイアウト改修工事を実施し内装のリニ

ューアル、テーブルや椅子の新規入替を行い、より明るい女子短期大学に合った空間へと

環境整備を行った。食堂のメニューについては、外部委託業者が授業日の11時30分～13

時30分まで、日替わりで定食・丼物・麺類の３種類を提供している。また、学生食堂の昼

食時の混雑を避けるため、別の外部業者に委託して正門付近にキッチンカーによるランチ

販売と学生玄関にパン販売を行った。その他設備として、飲料・カップ麺・カロリーメイ

ト等の自動販売機６台、給湯茶機１台、電子レンジ２台、大型テレビ１台が設置されてい
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る。学生食堂に隣接した売店では、文房具・弁当・菓子類等を扱っており、営業時間帯は

10時30分～19時40分となっている。また、夕方の学生食堂の営業がないため、夜間二部

生向けに学生玄関に16時～18時の間パン販売をしている。３階の屋外「フレンド」（学生

談話室）には、開放的な空間として59席と飲料自動販売機２台が設置され、校舎外のテニ

スコート２面と隣接する芝生広場には、イス・テーブル・パラソルと飲料自動販売機１台

が設置され、学生同士の交流の場として活用されている。 

学生寮は設置されていないため、宿舎が必要な学生には本学指定業者を紹介して斡旋を

行っている。通学のための支援として、駐輪場（約150台収容）及び駐車場（21台収容）

を設置している。夜間二部生向けの駐車場については、幼児教育学科第二部の学生でアル

バイト先から通学する学生に対し、本学所定の「自動車通学許可申請書」を提出し、学生

委員会で承認された者を対象として貸出しを行っている。  

奨学金について、本学は全学生の４割以上が奨学金制度を利用しているので、申請から

返還誓約書作成・提出、在籍報告、継続・適格認定、返還の手続きと継続して経済的支援

を学生課が行っている。特に、本学の学生 241 名が日本学生支援機構奨学金を利用してい

る。また、埼玉県や東京都などの都道府県の保育士修学資金、生命保険協会保育士養成給

付奨学金、篠原欣子記念財団奨学金（給付型）などの奨学金に採用しており、採用状況に

ついては下記表の通りで、このところ給付型や返還免除の奨学金を希望する学生が増え、

経済的に厳しい学生が多い状況である。本学独自の奨学金については、「1800 学校法人秋

草学園奨学金支給規程」に基づき、学業・人物ともに優秀であるにも拘らず、経済的事由

によって修学困難な者に対し、奨学金を貸与している。その返還方法及び期限は、無利息

とし本学を卒業した月の翌月から起算して６ヶ月を経過した後７年以内に返還しなければ

ならないとなっている。 
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令和５年度各種奨学金採用状況表 

奨学金種／学科 
幼教

一部 

幼教

二部 
地保 文表 計 

日本学生支援機構第一種 13 10 11 4 38 

日本学生支援機構第ニ種 22 21 34 11 88 

日本学生支援機構一・二種併用 3 6 3 4 16 

日本学生支援機構給付型 14 22 12 5 53 

日本学生支援機構給付・一種併用 6 5 4 5 20 

日本学生支援機構給付・二種併用 5 4 4 3 16 

日本学生支援機構一・二種・給付併用 1 3 5 1 10 

埼玉県保育士等修学資金 7 5 8 - 20 

東京都保育士等修学資金 2 3 0 - 5 

さいたま市保育士等修学資金 0 0 0 - 0 

生命保険協会保育士奨学金（給付） 1 - - - 1 

篠原欣子記念財団奨学金(給付型) 1 3 0 - 4 

秋草かつえ記念奨学金 0 0 0 0 0 

秋桜会教育振興基金 0 0 0 0 0 

合計 75 82 81 33 271 

※( ) 日本学生支援機構一・二種併用者数含む 

 

学生の健康管理については、学校保健法に基づく定期健康診断を４月に実施し全学生の

健康状態を把握している。保健室に看護師（派遣）を輪番制で配置し、月曜日～金曜日の

幼児教育学科第二部の授業実施日に学生の下校時 21 時 20 分まで対応しているが、看護師

が在籍していな時間は学生課が対応している。体調不良やメンタル面のアンバランスから

夜間眠れないなどの不眠が続き休養に来る学生も少なくないため、学生が安心して利用で

きるよう寝具類を清潔に保ち環境整備に努めている。 

また、保健室利用状況（月毎の利用者数・症状・処置対応等）を全教職員に報告すると

ともに、健康管理や感染症等の予防について、ポスター掲示や春・夏休み中の事故防止等
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のプリント配布により周知に努めている。怪我等の応急処置については簡単な医薬品を揃

え、学生の課外活動参加による引率時にも持参できるよう救急箱（５箱）の準備をしてい

る。感染症防止対策として、利用者全員に検温を実施し体温が 37.5℃以上ある場合は、保

健室は利用せず医療機関に受診を促す。歩行が困難な場合で吐き気などの症状があった場

合には、臨時に設置している保健室を利用して休むように対応している。 

学生相談室には、週２回（木曜日：12:30～17:00 金曜日：14:00～20:00）専門の女性

カウンセラーを１名配置し、学生生活を送る中での不安、悩み、健康等について相談役と

なり支援を行っている。なるべく多くの学生に安心して利用してもらえるよう心がけ、リ

フレッシュメントを提供し和やかな会話が進むような環境づくりや、オンラインでの予約

システムの導入、学生の反応やリクエストに応える形でサポートを行っている。 

学生の防犯対策については、４月の新入生オリエンテーション時に、所沢警察署生活安

全課による防犯対策講座や、避難訓練時に所沢中央消防署の指導による消防避難訓練と火

災や自然災害等の発生時の注意等の講話を実施している。また、所沢警察署生活安全課で

は、本学学生のために近隣の巡回指導も実施、さらに本学の学生が交通安全等のキャンペ

ーンにボランティアで参加している。 

また、令和５年度１月実施の在学生オリエンテーションでは日本年金機構所沢年金事務

所による年金セミナーを開催して年金制度の理解度を高めた。 

 

令和５年度の学校行事について、これまで新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、中

止している新入生交流研修旅行の代替行事として入学式前日に新入生交流会と称し、グル

ープワークを実施した。仲間との交流、協働的に課題解決する力を育む、成人としてのマ

ナー向上等を目的とし、学部講師を招きドミノを用いたチームビルディング研修を行った。

チーム編成は学科を交えたことで関わることの少ない学生同士が交流する良い機会となっ

た。また、別日に学科ごとの交流会も行い、幼児教育学科は北本キャンプフィールドでの

野外炊事、文化表現学科はよみうりランドでのグループワーク、地域保育学科は高尾山散

策と美術館見学をそれぞれ実施した。 

４月の健康診断については、１クラス 20 名前後にグループ化して時間を区切り感染対

策を行いながら、私語をしないよう注意を促した。受診前に、受診票（アンケート）に記

入させ、健康状態を確認し、風邪の症状や発熱がみられる学生（検温 37.3℃以上）は受診

できないこととして行った。 

入学式、卒業式について、所沢市民文化センターミューズ大ホールにて実施し、座席を

一つずつ空ける等密にならないよう感染防止対策をとり実施した。 

５月に実施の避難訓練は、１階食堂付近からの火災を想定し避難場所（体育館）へ避難

した。その後、消防署の方から災害ビデオの上映や災害時の措置等の講話をいただく内容

で実施した。夜間部についても、同様に実施することができた。 

12 月の学園祭は、４年ぶりに一般来場者制限なしの通常開催となり、参加団体数は昨年

度から７団体増え 39 団体となった。ステージ発表は昨年度軽音楽部、演劇部、有志ダンス

の３団体から、秋草祭実行委員企画や劇団秋姫、音楽サークル、ホームカミングデーなど

が新規参入し全部で 10 ステージへ広がり大いに盛り上がった。一般来場者数は約 800 名

で昨年度よりも多少増加したが、コロナ前の水準までは回復していない。特に高校生の来
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校者は 44 名に留まっている。学園祭は募集に繋がる機会と捉え今後開催時期も含め学生

委員会等で検討していく。 

３月の卒業パーティーは卒業生の参加者が 100 名と少人数の参加となった。学科ごとの

会場に分かれて卒業アルバム・パーティー委員を中心として歓談や余興を行い問題なく実

施することができた。 

経済的支援として、インフルエンザ予防接種費用の補助を行った。ワクチン接種を医療

機関で受け申請した学生に対し、ワクチン接種代上限 3,500 円を補助した。 

学生生活に関して学生の意見や要望の聴取については、FD 推進委員会において、４月に

新入生を対象に「新入生アンケート」を、12 月は学生委員会において「学生食堂などに関

する調査」を、１月に全学生を対象に「学生生活満足度調査」を実施している。その学生

の意見や要望の聴取により、学生生活支援のための環境づくりや指導に努めている。 

昼間に就労する学生の学習を支援する体制として、全国でも数少ない夜間の課程として、

幼児教育学科第二部（夜間部３年課程）を設置している。授業は月曜日～金曜日、一日２

コマ（第１時限：18 時～19 時 30 分、第２時限：19 時 40 分～21 時 10 分）開講している。

教務課とキャリアセンターが連携して、昼間は幼稚園・保育所・施設等で働きながら卒業

及び資格取得を目指す学生への支援に取り組んでいる。社会人学生を受け入れているが、

現在のところまだ社会人学生に絞った学習支援体制は整えていない。 

令和３年度から受託している「委託訓練（長期高度人材育成コース）保育士養成講座に

ついて埼玉県立職業能力開発センタ－からの委託訓練生の受入れは令和３年度７名、令和

４年度 10 名、令和５年度 15 名の入校生の受入れをした、また令和４年度に初めての修了

者６名を輩出し、就職後６ケ月間の定着支援を実施した。また、委託訓練生に関する学則

及び規程を作成することで、本学での学籍等に関する取り扱いを明確にした。 

障がい者の受入れのための施設を整備するなど、障がい者への支援体制を整えている。

障がい者受け入れのための設備としては、エレベーターと車椅子用リフト、トイレを備え

ているが、平成 28 年度以降の課題となっている障がい者向けトイレ設備増設に関しては、

四肢障害を持つ在学生・入学希望者が皆無であることもあり課題のままとなっている。一

方、発達障害者や病弱者が増える状況を鑑み、令和２年度に「障害学生への支援に関する」

委員会を立ち上げ、2910 障害学生修学支援規程及び支援手順を策定した。令和３年度より

本格的に運用し、同年度は全学科で３人の支援要請があった。４年度は委員会で審議・了

承のうえ、授業における欠席扱いへの配慮、原状を回復するまでの試験の猶予もしくは当

該学生のみを対象とした個別対応（オンラインでの授業、レポート課題の提出等）の合理

的配慮を行った。なお、障害学生修学支援規程及び支援手順については FD 研修で教員に

徹底した。障がい者受け入れのための施設については現在、整備していない。 

留学生は在籍しておらず、長期履修制度は実施していない。 

学生の社会的活動については、年間を通してところざわまちづくりセンターにおいて、

地域保育学科の２年生が２、３歳児の親子を対象とした活動を行った。また、９月 23 日・

24 日に所沢航空記念公園で行われた空飛ぶ音楽祭 2023、10 月 28 日・29 日に行われた市

民フェスティバルには 1・２年生が全員ボランティアとして参加した。さらには、10 月７

日には所沢市・所沢市社会福祉協議会・西武鉄道の協力を得て地域保育学科１年を対象に
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「駅ボランティア体験会」を再開し、車椅子利用者や視聴覚障害の基本的なサポート方法

について体験し知識を修得した。受講者には「駅ボランティア証」が西武鉄道より交付さ

れた。12 月９日には野老澤町造商店のイベント「サンタをさがせ」に地域保育学科１年の

学生全員を派遣した。そのほか地域のお祭りやイベントにも学生の派遣を行うなど、多数

の行事に学生がボランティアとして参加した。 

令和元年度に開設した「地域連携センター」では、地域等の外部からのボランティア依

頼及び共同研究などの窓口として対応している。今年度からはボランティアの依頼も増え、

授業の一環としての活動や学生個人が参加するボランティア等について、アンケート調査

等を通して活動状況を把握している。また、学生および教職員が所沢市社会福祉協議会の

フードパントリー事業に参加するなど地域貢献への取り組みを推進している。 

地域保育学科では、学科の目的である「子どもは地域社会で育成するという理念に基づ

き、それに必要な専門的知識・技術を習得し、幅広い視野と豊かな人間性を有する保育者」

を育成するために、社会的活動を重要な教育課程の一つとして位置づけている。具体的に

は「地域活動Ⅰ・Ⅱ」などで所沢市を中心とした近隣の区市町村の施設、児童館、特別支

援学校等および行政が主催・後援する文化団体、商工業等における学生のボランティア活

動であり、社会状況を見ながら今後もさらに力を入れていく。 

文化表現学科では、地域貢献活動及びボランティア活動について教育課程の中に取組ん

で実施していくことを基本とし、地域の団地自治会が運営する「グリーンポケット」と連

携し市内の清掃活動を定期的に実施しているほか、各種団体などの求めに応じた取組を適

宜実施し、地域・社会に貢献している。また、既存の教養教育科目やゼミ活動において地

域志向の教育活動を展開しており、令和４年度はゼミで所沢や入間を舞台とする絵本の制

作、地域雑誌の制作を実施した。さらに、所沢商工会議所の要請に基づいて、学生が同会

議所の会報誌の取材・執筆を毎年担当している。さらに令和３年度、令和４年度には、所

沢警察署の「特殊詐欺防止啓発キャンペーン」に協力し、チラシ制作・配布、動画制作な

どの活動を展開したほか、西武鉄道に協力してその緊急避難訓練に学生が参加した。所沢

警察署の「特殊詐欺防止啓発キャンペーン」へのボランティア活動については令和５年度

も継続している。なお、これらの活動についてはボランティアの授業で適切な評価をして

いる。 

 

［区分 基準Ⅱ-B-4 進路支援を行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 就職支援のための教職員の組織を整備し、活動している。 

（2） 就職支援のための施設を整備し、学生の就職支援を行っている。 

（3） 就職のための資格取得、就職試験対策等の支援を行っている。 

（4） 学科・専攻課程ごとに卒業時の就職状況を分析・検討し、その結果を学生の就職

支援に活用している。 

（5） 進学、留学に対する支援を行っている。 

 

＜区分 基準Ⅱ-B-4 の現状＞ 
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学生の就職支援のために、｢キャリアセンター｣を設置し、職員３名と、各学科より選出

された教員７名で組織する｢就職指導委員会｣が、卒業後の学生の就職先が決まるように、

就職ガイダンス、就職支援講座等の企画、運営を行っている。 

キャリアセンターは、２階の短大事務室（教務課・学生課・実習指導センター）内にあ

り、学生が利用しやすい環境にある。資料閲覧場所には実習指導センターと共有して学生

が使用できる PC２台、iPad４台、プリンター１台、テーブル５台、椅子 24 脚とコピー機

１台（職員兼用）の機器備品等を備えている。求人票については、平成 30 年度より求人票

の電子化を実施し長期休業中などキャリアセンターに足を運ばずに、学生個人がスマート

フォン等で随時求人票を確認できるようにしている。そのほか、資料として過去３年分以

上の｢求人票ファイル｣、｢内定報告書｣及び 1,500 園以上の｢園別ファイル｣ を閲覧棚に収

め、常時閲覧できるようにしている。また、相談や面接練習は Zoom を使い遠隔でも行え

る学生サービスは継続して行っている。 

 就職希望先は、文化表現学科は主に一般企業、幼児教育学科と地域保育学科は幼稚園・

保育所・施設である。一般企業志望者には１年生後期に４コマと卒業年次前期に週１コマ、

幼稚園・保育所・施設志望者には卒業年次前期に週１コマをそれぞれ｢就職関連講座｣とし

て時間割に組み込み、自己分析・ビジネスマナー・履歴書の書き方・小論文・面接対策等

を行っている（備付-28）。令和５年度の就職関連講座は、すべて対面授業で実施した。

Google classroom を利用し状況に応じてオンラインも活用した。履歴書添削は主に Google 

classroom を活用し、面接練習は、対面にて実施したが、オンライン対応も行い、学生が面

接試験に自信を持って対応できるよう支援した。就職関連講座では、キャリアセンター職

員と、さらには就職支援を専門とする外部講師を招聘し講義を行い、より専門的な支援が

受けられるようにしている。 

 文化表現学科では１年次より、就職に関する｢キャリアスタディ｣が単位化され、授業内

においてキャリアデザイン、就職対策に取り組んでいる。キャリアセンター職員も授業内

にて適宜必要な支援を行っている。また、補習講座としてキャリアセンター主催で後期４

コマの｢就職関連講座｣を行った。令和５年度の｢合同企業説明会｣と｢企業模擬面接会｣は新

対面にて開催した。こうした一般企業向けの説明会などは、幼児教育学科、地域保育学科

の一般企業を希望している学生も受けることができるよう配慮している。 

 幼児教育学科においては、｢キャリアデザイン｣という授業が１年次にて開講され、女性

のキャリアデザインについて考える機会を増やしている。２年次の｢就職関連講座｣に引き

継がれるよう、授業内容については担当教員とキャリアセンターが連携し、より就職活動

がスムーズに進むよう取組んでいる。 

 地域保育学科では、｢地域保育基礎講座｣｢総合演習Ⅰ｣においてキャリアデザインについ 

て考える講義内容を設けている。さらに「キャリアデザイン」、｢地域保育基礎講座｣、｢総

合演習Ⅰ｣の授業においては、どんな人生を歩んでいきたいかといったこれからの人生につ

いて考える内容を取り入れている。さまざまな職種の方や卒業生からの講演、本学学長に

よる建学の精神についての話、さらには自己分析なども行っている。 

学生への就職支援として、「合同企業説明会」や「就職関連講座」の内容である「職種研

究会」や「園長講演会」等において、それぞれの職場で活躍している卒業生からの体験談

を聞く機会を増やし、学生の就職への意識向上を図るため、幼稚園、保育所、企業に勤務
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している卒業生と連絡を取り、就職活動や勤務先の仕事内容に関する講話を依頼した。ま

た、令和５年度公立保育士受験者の参考となるよう、「公立保育士ガイダンス」を行い、自

治体の公立保育所の保育士の方々をお招きした。受験者に直接お話をしていただくなど、

受験者・合格者を増やす取り組みを行った。また、文化表現学科の学生の就職意欲向上の

ために、学科との連携を深め、ゼミ指導の教員も就職について直接学生指導にあたる機会

を持った。合わせて、学生が就きたい職種の採用選考に必要となる基礎的な実務（履歴書

の作成や、面接の準備、小論文など）ができるように支援した。 

また、卒業生に対し、新社会人として求められる心構えや基本マナーを習得させるため

「マナーブック」を作成し、卒業後も確認できるよう配布した。また、企業及び公立保育

所の採用選考では筆記試験あるため、学生の基礎学力と文章力の向上を図った。 

就職関連講座は、半期で 15 回実施しており、就職活動に必要な手続き、書類、マナー、

面接練習といった実践的な内容を行っている。履歴書添削は一人ひとりと向き合って行っ

ており、自己 PR も含めオリジナルの履歴書を完成させる支援をしている。また、公立試

験対策講座として「公務員試験対策講座」も開講しており、希望学生は１年次から受講す

ることができる。試験対策はもちろんのこと、令和４年度の公務員試験の状況説明や公務

員試験を経験した卒業年次生からの試験対策についての経験談やアドバイスを直接受ける

機会なども設け、公立保育士合格者を増やす取り組みを行った。 

 その他３学科ともに｢卒業前研修｣をいつでも視聴できるように配信型に変更した。主に、

社会人マナーについて取り上げ、自信を持って社会で活躍できるよう支援体制を整えた。 

就職状況については、文化表現学科の学生は一般企業の事務職・販売職などへ就職して

いる。幼児教育学科・地域保育学科の学生は、資格を活かして幼稚園・認定こども園・保

育所・施設に就職している。また、一般企業の事務、販売職等にも就職している。また、

就職関連講座の中で、就職先を順次学生にも伝えて就職意識の高揚を図っている。なお、

就職活動を継続していたが未内定のまま卒業した学生に対しては、引き続き就職支援を行

い、卒業後も求人票の紹介や相談などの支援を行っている（備付-29～31）。 

 進学、留学については、他大学からの指定校などの｢編入一覧｣等を掲示し、希望者が出

た際には学科を問わず、四大編入相談窓口の教員へ繋ぎ、個別指導を受け、受験対策の支

援を行っている。令和５年度の進学は、四大編入、専門学校であった。また、幼児教育学

科第二部（夜間部）の希望する学生に対し、昼間の保育所や幼稚園でのアルバイトの紹介

斡旋をしている。入学予定者を対象（保護者含む）に｢アルバイト希望者説明会｣を実施し

事前の諸注意等の説明を行い、アルバイト学生のミスマッチや契約期間内の退職を防ぐ対

策を行っている。 

 実習指導センターをはじめとする関係部署とキャリアセンターの情報共有を図っている。

在学生については、実習の中止や辞退をした学生に関する情報を実習指導センターから受

け取り、就職活動のトラブルを未然に防ぐため、一人ひとりの学生の状況を把握したうえ

で円滑な就職活動に活かすよう努めている。令和５年度においても、実習期間中の就職活

動の様々なルールの確認を、実習教科担当と就職指導委員長・キャリアセンター・実習指

導センターで協議し周知徹底し改善を図った。 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の課題＞ 
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幼児教育学科では、学習上の困難を抱える学生が一定数いるため、実習やピアノ等実技

科目以外においても、習熟度別の学習支援対応策を講じる必要がある。また、実習に関す

る個別指導において、問題のある学生が増加し、担当教員の負担が大きくなっている。そ

のため、実習指導体制の改善に取り組んだ結果、実習業務の役割分担や学生の個別相談の

ありかたなど改善された点も多い。今後も実習指導体勢に更に改善の余地がある。また、

進度の速い学生や優秀な学生に対する学習上の配慮や学習支援は、地域保育学科における

「ベビーマッサージ指導者養成講座」の他学科履修以外の対応についても模索していく。 

地域保育学科における保育者養成のための授業は、異なる授業であっても内容が重複し

ていたり、逆に教授する内容が漏れたりする場合がある。学生が不利益を受けたり混乱し

たりすることのないよう授業担当者間での調整が望まれる。また、学科教員には学生が円

滑に履修および卒業に至るよう一層の連携、情報の共有化等が必要とされる。学生に関し

て言えば、特に遠隔授業の際のコンピュータの利用に際して得手不得手等の個人差が認め

られるためその解消や、資格取得や将来の職業と直結する分野として、特に国語力、文章

表現力を中心とした基礎学力の向上が求められる。地域保育学科学生の社会活動は地域の

人々から概ね高い評価を得ている。 

文化表現学科では、学生の自己成長の様子を学生、教員がともに認識し把握することが、

次の成長につなげていくための課題であると認識し、客観的な把握ツールとして「コンピ

テンシー到達度調査」を実施しているが、今後はコンピュータを利用した学生との双方向

授業の導入など IT 利用の高度化を図ることも重要な課題である。学生が社会の要請に応

じた資格・検定へ挑戦するための仕組みの構築や社会の要請に対応した教育の仕組みを構

築することも検討すべき課題である。地域貢献活動などの社会活動を既存の教育活動の中

で進めるには時間的制約などがあり、学科としては地域の要請に十分に応えられない状況

であり、その解決策を考えていくことも重要である。また、地域貢献については地域の要

請に応える形での地域貢献活動に限定せず、大学・学生側から能動的に発信する地域貢献

活動を授業の中で取り入れていくことが課題である。 

近年発達障害の学生が入学してきている現状もあり、こうした学生に対する学習支援は

特別に対応していく必要があり、そのための体制を構築していくことも大きな課題である。 

事務職員は、学生の学習成果の獲得に直接的、間接的に貢献しているが、より効果的な

貢献方法はないか、例えば、ICT の活用や、学生にとってよりわかりやすい履修指導の方

法、学生便覧の記載内容や学生からの相談への対応など常に検証することが重要である。 

入学手続き者に対する情報提供は、合格時期によって対応に差が生じてしまうことは否

めないが、遅い時期での合格者に対して行える効果的な方法を検討しなければならない。

また、教務課では、オリエンテーション等において学生便覧に記載されている教科履修計

画や卒業及び資格取得要件の履修・登録方法等について説明を行っており、学生にとって

分かりやすい説明への努力・改善は行っているが、それでもなお学生によっては履修ミス

によるトラブルが生じることがある。それを防ぐためにも今後の更なる改善が求められる。 

在学生オリエンテ－ションや履修登録時の相談では、学生が理解しづらい箇所をスライド

などでより詳しい説明資料などを作成し、学生に履修ミスなどのトラブルが生じないよう

に対応していく必要がある。 

令和４年度に、新型コロナウイルス感染対策として簡易型 PCR 検査から抗原検査に切
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り替え、実習直前まで対面授業ができるようにした。令和５年度は、幼稚園・保育所実習

は原則検査なしとしたが、施設については、性質上利用者がり患した場合に重篤な状態と

なることが想定されるため、全員が抗原検査を実施し実習に臨んだ。より精密な検査を要

望される施設に対しては要望に応える形で対応した。インターンシップの実施においても、

再開はしたものの企業側、学生側双方の条件を考慮し、ワンデイインターンシップ等学生

の立場を配慮したインターンシップのあり方を検討している。新型コロナウイルスが５類

に移行して１年近くが経過したため今後学校としてどう対応していくかが課題となる。  

学費の滞納者については、昨今の経済状況悪化など学生の経済的理由により、大変多く

なっている状況である。今後、退学や休学への意向が懸念されるため、早急な経済的支援

が必要とされる。そのため、既存の奨学金制度への案内および学内奨学金制度を活性化さ

せ、学生生活を支援していくことが求められる。 

障がい者受け入れのためのトイレ設備が、一か所のみとなっており、増設が求められる。

また、本学は５階建の施設であるが、エレベーターの設置が４階までであることも含めて、

今後全学的に障がい者支援の物理的、また人的な支援の対策を早急に検討しなければなら

ない。 

幼稚園・保育所・施設の求人受領数は、令和５年度 1,041 件（前年度 1,034 件）であり、

学生数の減少に伴い、求人先からの要望に応えられない場合の対応が引き続き課題であっ

た。また、幼稚園教諭免許状の取得辞退や幼稚園を就職先に選ばない学生は減少せず、施

設種別による偏りのない就職支援対策も今後引き続き継続課題として取り組む。 

 実習を優先するため、実習中の就職活動は禁止している。しかしながら実習が契機とな

る、就職活動に関わる様々なトラブルが起きることもある。この対応についての対策を、

学生に周知したことで大幅に改善された。引き続き新たなトラブルにも対応を行いながら

進めていく必要がある。就職支援に関しては、収集した情報を就職指導委員会にフィード

バックしていくが、今後の学習成果の点検に寄与できる形態についても継続して協議を行

い検討していかなければならない。 

 企業からの求人受領件数については、求人件数を増やすため Zoom なども使用し、企業

と学校担当者との面談を行っているが、厳しい状況は続いている（令和５年度 173 件・令

和４年度 182 件）。今後もこれまでの実績企業と新規企業の開拓により、企業からの求人受

領件数増を図っていく。また、文化表現学科の学生が希望する一般事務や医療事務、図書

館司書などの求人件数が少ないことも課題である。文化表現学科には、人と話すことが苦

手という性格で消極的な学生が一定数見られる。卒業後の進路に迷いがあり就職活動への

一歩が踏み出せない状況が見受けられるので、学科の教員とも連携し、外部企業説明会に

参加させる機会を継続していく必要がある。 

 全学科通して、求人先から「社会人としての一般常識やマナーを知らない」、「コミュニ

ケーション能力が低下している」、といった指摘が増加傾向にある。これらの能力向上が今

後のキャリア支援の課題である。また、例年幼稚園や保育所からは、学生のピアノ演奏技

術の向上が求められてきたが、近年では、学生自身の得意なこと「造作、手遊び」などを

メインに行えば、「ピアノは入職後でも大丈夫」との施設からの声が多くなった。このこと

から学生の主体性を尊重し、一人一人が能動的に取り組めるような教育を行うことにより、

得意なことをより伸ばすように指導している。 
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 卒業生アンケートの卒業生からの回収率が低いため、回収率を上げる対策が必要である。 

ホームページや、現職保育者研修会（令和２年度から令和５年度は新型コロナ感染拡大の

ため中止）での告知以外の方法も引き続き検討する。 

令和元年度より「幼稚園・保育所・施設就職フェア」に名称を変え実施したが、令和２

年度から令和４年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、対面ではなく、Web に

よる園紹介のみを 100 園前後の参加で行った。令和５年度は対面での開催を予定していた

が、台風の影響により中止となり前年度同様に Web による園紹介のみとなった。今後に関

しては、学生に多くの園を認知してもらえるように、対面型フェアと Web によるフェアの

同時開催を行っていく。また、参加園についても、参加数や地域等、内容を毎年検討して

いく。 

幼児教育学科では、今後もコンピュータ利用技術を授業や学生支援に、更に活用してい

く必要がある。そのため情報センターや情報機器操作、情報機器利用を担当する教員より

コンピュータ利用技術の説明を受け、専任・非常勤を問わず全教員が更に積極的にコンピ

ュータ利用を行うことが課題である。 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の特記事項＞ 

 令和元年度から、GPA 成績優秀者（前期、後期、卒業年次生の総合成績）、成績向上者、

学内貢献者（学生リーダーなど）を表彰し、表彰状とともに記念品（重複しないように６

種類を用意）を授与している。授与された学生は大変喜んでおり、勉学意欲の向上につな

がっている。なお、令和５年度の表彰者数は、前期 52 名後期 35 名計 87 名であった。 

 

＜基準Ⅱ 教育課程と学生支援の改善計画＞ 

―今回の自己点検・評価の課題についての改善計画― 

幼児教育学科における学習成果の獲得状況を把握するためには、専任教員間のみならず、

非常勤講師が担当する科目も含めて連携・調整が必要である。今後更に非常勤講師との連

携を図りつつ､学科内の作業部会で、担当科目内容の検討を行い、引き続き必要な調整を行

っていく必要がある。 

教科担当教員に過重負担となっている実習の個別指導に関して、学級指導教員等できる

だけ多くの教員が関わることができるよう、引き続き人的環境の整備をする。 

最近、成績や出席状況が思わしくない学生を中心に、学級指導教員が保証人である親と

の対応で苦労する事例が見られるようになった。まずは、入学時において、大学における

出席や学習は基本的に自己責任であることを改めて自覚させることが重要である。特に保

証人に対しては、基本的に学生本人の責任であることを伝える必要がある。 

地域保育学科では、専任教員・非常勤教員も含めた授業の様子や実習・地域活動などの

学外活動の状況を把握し、学位授与の方針や学習成果に対応できるよう各教科および隣接

教科間における授業内容等について、見直しや調整を図り、効果的な授業展開できるよう

に、そしてそれぞれの学生に応じてきめ細やかな指導支援ができるように努めていきたい。

この点に関しては、専任教員だけでなく非常勤教員も含めて教員の理解や意識が向上して

いるため、今後も積極的に努力していく。また、幅広く深い教養を培うとともに専門教育

内容に密接に連携した教養教育科目の開設について検討し、学位授与の方針に基づき、そ
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れぞれの学生に応じて将来を見据えたきめ細やかな指導支援に努める。また、「データサイ

エンス」や「SDGs 入門」を受講する学生が少なく、今後は学生の受講意識を高めていき

たい。また、入学生に対して受け入れ方針をより明確に示すことは、学生の入学後の勉学

意欲向上につながり授業不適応を防ぐ意味でも必要なことである。入学説明会やオープン

キャンパス、高校訪問等において受験生に伝わるよう丁寧な説明を心がける。学科教員は

学習成果の獲得に向け課題を認識している。そのため、地域活動Ⅰや短大基礎講座などの

複数教員が担当する科目については頻繁に問題点を話し合い授業内容の改善に努めている。

さらに、顔を合わせる機会の少ない非常勤講師に対しては学科長を中心に頻繁にメール等

で学生の動向を示しているが、より全教員で意思の疎通を図り調整や協力に努めたい。ま

た、学科教員には学生が円滑に履修および卒業に至るようさらに連携、情報の共有化等が

必要とされる。授業内容については、コンピュータについて必要とされる利用技術の向上

を図る。そして、国語を中心とした課題への取り組みは勿論であるが、国語以外の一般的

な分野についても基礎学力向上に向けての検討を始めたい。各教員は学習の成果をより確

実にするため、教科としての専門性を重視しながらも基礎学力の向上をめざした授業内容

の改善や見直しが必要である。なお、社会のニーズに応え社会貢献できる人材の育成とい

うのは、地域保育学科の学位授与の方針に沿ったものであり、成果の向上をめざし学生一

人ひとりに対しきめ細やかな指導や助言を徹底する。 

文化表現学科では、今回の自己点検全般を通じて洗い出されたのは「学習成果の実質化」

の問題である。言葉を変えていえば学習効果をいかに上げるかということである。今後、

全ての教育活動の原点を「教育効果の実質化」に求めて展開していくことが課題であり、

そのための改善計画を具体的に策定していく。例えば、ボランティア活動の授業は、とも

すれば授業時間割を優先して学園周辺での活動が中心になりがちだったが、令和３年度、

令和４年度に所沢警察署との連携によって、時間割に縛られることなく市内各所での活動

を展開できるようにしたことで、学生の活動を市民へ広く認知させることができた。これ

により、学生の実践力、自主性・主体性等、社会性を大きく向上させることができ、学習

効果の実質化を実現できた。また、「キャリアスタディ（企業人に学ぶ）」では、学生の振

り返りシートなどから、企業や職業に関する認識の向上を確認することができた。令和３

年、令和４年、令和５年度と、講師として招いた企業への就職者が複数確認できたことも、

インターンシップなどのキャリア関連授業ではみられなかった教育効果であり、コロナ禍

で中断しているインターンシップに代わるキャリア教育の実質化を実現できる教育である

ととらえている。今後、ボランティア及び企業人に学ぶ授業の深化を一段と図っていく計

画である。こうした学習効果の実質化は、ボランティア、インターンシップといったキャ

リア教育だけでなく教育活動全般にわたって図るべきものであり、障害学生に対する学修

支援の強化のための方策、教科ごとのアセスメントポリシーの明確化、ルーブリック評価

の充実、等教育の基盤整備を図るための具体策を検討していく計画である。 

短大事務部に関しては、事務職員の学生の学習成果への効果的な貢献についての検証は

毎年度行い、課題としてあった履修登録時に生じたトラブルを検証し、次の履修登録時に

学生達が混乱しないよう、Gmail 等で随時情報を更新して発信するなどの対応を図ってい

る。それを次年度以降の改善に繋げていく必要がある。令和元年度からは、退学者防止の

ために転学科制度を取り入れ、毎年数名の学生が転学科を行い、その多くの学生は転学科
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先において卒業に至っていることから、本制度は学習成果の獲得に大きく寄与していると

考えられる。 

図書館においては、幼児教育学科・地域保育学科は実習の時期やその内容に合わせて展

示する図書のテーマを考え、図書館ホームページや学生へのGmailで幅広く周知していく。

年齢に合わせた読み聞かせ絵本の展示は令和５年度も好評で貸出し数も多かった為、令和

６年度は更に内容を充実させて実施していく。合わせて季節を意識した展示も実施し、展

示方法もポップ等を効果的に使い学生の目を引く展示を行う。文化表現学科の学生は現代

小説を好んで利用しているので、ジャンル別で小説の展示も検討している。その他新規入

荷やお薦めの図書・教材等、引き続き図書館ホームページでも情報を迅速に公開し、学生

に周知していく。 

学生課における活動、改善計画として、学生のクラブ活動のサポートについて、本学は

学生同士だけでは継続して活動することは難しいため、定期的に活動を行えるように、顧

問（教員）が一緒に目標を持って活動することで本学の学生は、クラブ活動に参加するの

ではないかと考える。行事についても日頃より参加意欲を高めることが大切であるため、

どのようにして参加意欲を高めて行事に参加するのかを検討していく。 

学生相談室の利用者状況については、現在の利用者数であれば１名のカウンセラーで十

分支援を行える状況である。令和６年度より養護教諭の有資格者が職員として常駐し、常

時体調不良者の対応が可能となっている。また、17 時 20 分以降は看護師が保健室に在室

しているので健康面等の相談は看護師が対応できる。日々の学校生活においては、指導教

員、ゼミ教員などが、学生が身近に話しやすい、相談しやすいように、声掛けをしていく

ことが大切であると考える。学生も相談する相手を選ぶと思うので、まずは身近な人と話

すことで相談に乗ることができ、コミュニケーションを図ることができるのではないかと

考える。 

就職支援に関しては、収集した情報を就職指導委員会にフィードバックしていくが、今後の

学習成果の点検に寄与できる形態についても継続して協議を行い検討していく。また、「合同企

業説明会」や「就職関連講座」の内容である「職種研究会」や「園長講演会」等において、そ

れぞれの職場で活躍している卒業生からの体験談を聞く機会を増やし、学生の就職への意識向

上に努めた。幼稚園、保育所、企業に勤務している卒業生と連絡を取り、在校生を対象とした

「園長講演会」や「合同企業説明会」において、就職活動や勤務先の仕事内容に関する講話を

依頼した。また、令和５年度公立保育士受験者の参考となるよう、「公立保育士ガイダンス」を

行い、自治体の公立保育所の保育士の方々をお招きした。受験者に直接お話をしていただくな

ど、受験者・合格者を増やす取り組みを行った。 

 また、文化表現学科の学生の就職意欲向上のために、学科との連携を深め、ゼミ指導の教員

も就職について直接学生指導にあたる機会を持った。合わせて、学生が就きたい職種の採用選

考に必要となる基礎的な実務（履歴書の作成や、面接の準備、小論文など）ができるように支

援した。「就職関連講座」への出席率を上げる努力は継続の必要がある。在学中に取得できる資

格を活かせる職種になかなか就けないという課題は継続するため、求人の開拓は続けておこな

う。学生の就職斡旋に関して、今後も授業の出席状況、単位の取得状況、実習状況、学費の納

付状況、等の卒業要件に関わる情報は関係部署と連携を図り、共有し、継続して行う。 

 就職に関連して、言葉づかい、身だしなみ、礼儀作法、来客対応、電話応対といった社会人



秋草学園短期大学 

65 

としてのマナーの習慣や、相手の話をよく聞き、自分の意見を述べることができるといったコ

ミュニケーション能力の向上を目指し、令和６年度「就職関連講座」の更なる充実をはかる。

しかし、こうしたマナーやコミュニケーション能力は、容易に身につくものではないので、各

学科の授業内において学生への指導を行うように、働きかけることも引き続き行っていく。ま

た、卒業生に対し、新社会人として求められる心構えや基本マナーを習得させるため「マナー

ブック」を作成し、卒業後も確認できるよう配布した。また、企業及び公立保育所の採用選考

では筆記試験あるため、学生の基礎学力と文章力の向上を図った。 

 課題に即した学生への指導のあり方を担当者間で話し合い、その結果を令和６年度の「就職

関連講座」に反映させる。また学生課キャリアグループが把握した課題と、その解決に必要と

考えられる指導について、就職関連講座のみでなく、関係部署や学科にも伝え共有。また、就

職の内定決定後に、取得単位数の不足や学費滞納等で卒業ができないという事態にならないよ

う、関係部署との早期の確認を行い、学生課キャリアグループから学生への告知を徹底させる

ことを今後継続して行う。 
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】 

 

［テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源］ 

 

＜根拠資料＞ 

 

備付資料 32 秋草学園短期大学紀要第 38 号 

備付資料 33 秋草学園短期大学紀要第 39 号 

備付資料 34 秋草学園短期大学紀要第 40 号 

備付資料 35 秋草学園短期大学公的研究費の使用に関する行動規範 

備付資料 36 秋草学園短期大学公的研究費の使用に関する不正使用防止計画 

備付資料 37 倫理遵守の誓約書 

備付資料 38 FD 活動記録【令和３年度】 

備付資料 39 FD 活動記録【令和４年度】 

備付資料 40 FD 活動記録【令和５年度】 

備付資料 41 SD 研修報告書・職場内研修報告書【令和３年度】 

備付資料 42 SD 研修報告書・職場内研修報告書【令和４年度】 

備付資料 43 SD 研修報告書・職場内研修報告書【令和５年度】 

 

［区分 基準Ⅲ-A-1 教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組織を整備している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 短期大学及び学科・専攻課程の教員組織を編制している。 

（2） 短期大学及び学科・専攻課程の専任教員は短期大学設置基準に定める教員数を充

足している。 

（3） 専任教員の職位は真正な学位、教育実績、研究業績、制作物発表、その他の経歴

等、短期大学設置基準の規定を充足している。 

（4） 教育課程編成・実施の方針に基づいて専任教員と非常勤教員（兼任・兼担）を配

置している。 

（5） 非常勤教員の採用は、学位、研究業績、その他の経歴等、短期大学設置基準の規

定を準用している。 

（6） 教育課程編成・実施の方針に基づいて補助教員等を配置している。 

（7） 教員の採用、昇任はその就業規則、選考規程等に基づいて行っている。 

 

＜区分 基準Ⅲ-A-1 の現状＞ 

本学には、幼児教育学科（第一部・第二部）、文化表現学科及び地域保育学科が設置され、

専任教員はそれぞれに所属して教員組織を構成している。各学科は、教務委員会等各種委

員会に教員を所属させるとともに、定期的に開催される学科会等を通じて入試業務、オー

プンキャンパスの分担やクラス運営及び学生に関する情報の交換などを行い、責任をもっ

て学科の運営にあたっている。 

短期大学全体及び各学科の専任教員については、短期大学設置基準の定める教員数を充

様式 7－基準Ⅲ 



秋草学園短期大学 

67 

足している。 

専任教員の職位は、学位、経歴、研究業績等に基づいており、それは短期大学設置基準

の規定を充足している。 

各学科は、教育課程編成・実施の方針に基づいて専任教員と非常勤教員（兼任・兼担）

を配置している。主要な教科は専任教員が担当するよう採用等に当たり配慮している。補

助教員は、調理実習や情報機器演習の教科に配置され、授業時間内だけでなくそれ以外の

時間においても学生からの質問等の対応に当たっている。 

教員の構成、配置は、短期大学設置基準に基づいた学内関連規程や教育課程に照らし、

充実した教育環境を整備できるよう十分に配慮して、計画性をもって実行している。 

教員の任用については、専任・非常勤、公募・学内推薦の別なく、任用委員会、人事教

授会、理事会等の審議を経たうえで採用している。新規教員の採用については、平成 22 年

度から導入された任期付教員任用制度（任期３年）に基づいて行っている。教員の昇任に

ついても、規定された手続きを経て実施されている。 

なお、教員資格審査については、客観性・公平性を確保するという趣旨から、相当期間

の検討を経て策定した審査内規に基づいて行われている。 

 

［区分 基準Ⅲ-A-2 専任教員は、学科の教育課程編成・実施の方針に基づいて教育研究

活動を行っている。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 専任教員の研究活動（論文発表、学会活動、国際会議出席等、その他）は教育

課程編成・実施の方針に基づいて成果をあげている。 

（2） 専任教員は、科学研究費補助金、外部研究費等を獲得している。 

（3） 専任教員の研究活動に関する規程を整備している。 

（4） 専任教員の研究倫理を遵守するための取組みを定期的に行っている。 

（5） 専任教員の研究成果を発表する機会（研究紀要の発行等）を確保している。 

（6） 専任教員が研究を行う研究室を整備している。 

（7） 専任教員の研究、研修等を行う時間を確保している。 

（8） 専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程を整備している。 

（9） FD 活動に関する規程を整備し、適切に実施している。 

 ① 教員は、FD 活動を通して授業・教育方法の改善を行っている。 

（10） 専任教員は、学生の学習成果の獲得が向上するよう学内の関係部署と連携してい

る。 

 

＜区分 基準Ⅲ-A-2 の現状＞ 

幼児教育学科の教員は、それぞれの専門分野に即した学会や団体に所属し、各自研究成

果の論文発表や作品制作、演奏などを行っており、その成果を学生指導に役立てている。 

また教育課程に基づいた研究テーマを持って、研究と教育が一貫したものとなるよう工夫

している 

地域保育学科の専任教員は、本学を始め所属学会・団体においての紀要や学会誌への執

筆や作品制作、演奏等の研究発表を通じ大きな成果を上げている。その成果は学生教育に
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も高く反映されている。 

文化表現学科の教員は、それぞれの専門領域で学会や研究会等に所属し、講演や研究発

表を行うとともに、本学の「紀要」その他の学術雑誌に研究成果を発表している。各教員

の担当教科はそれぞれの専門領域と整合しており、研究成果は本学科の教育指導に活かさ

れている。 

尚、各学科とも教員の研究成果は、教育情報公開の一環として本学ホームページ上や、

国立情報学研究所のデータベース CiNii に登録して公開されている。 

また、令和元年度までは実績のなかった科学技術研究費（科研費）の助成事業に関し令

和５年度までで研究代表者として教員３名の研究が採択されるなど、教員は積極的に研究

活動に取組んでいる。このうちの１名は令和５年度の申請によるものである。また、この

間に研究分担者としては延べ６名の教員が科研費による研究に携わっている。 

専任教員の研究活動に関する規程については、「研究機関における公的研究費の管理・監

査ガイドライン」（文部科学省）に基づき、「秋草学園短期大学個人研究費規程」、「秋草学

園短期大学教員の研究旅費に関する内規」「秋草学園短期大学奨励研究及び奨励研究費に関

する内規」、「秋草学園短期大学研究活動の不正行為の防止等に関する規程」、「秋草学園短

期大学公的研究費に係る不正行為の防止及び調査に関する内規」、「秋草学園短期大学公的

研究費の使用に関する行動規範」（備付-35）及び、「秋草学園短期大学公的研究費の使用に

関する不正使用防止計画」（備付-36）が整備されている。また、専任教員の研究倫理遵守

のため、年に１回コンプライアンス教育を行うとともに、全ての教員から倫理遵守の誓約

書（備付-37）の提出を求めている。平成 30 年度からは、研究倫理審査委員会を設置し、

研究を行う際にその内容が人を対象とする研究に該当する場合には委員会にその研究につ

いての倫理審査の申請を行い、承認を得てから研究に入る仕組みが確立した。また、毎年、

紀要原稿の公募に関連して、その遵守を図書館・紀要委員長が教授会で教員に呼び掛けて

いる。令和３年度には、文部科学省の「研究活動における不正行為への対応などに関する

ガイドライン」に従って新たに「オーサーの不正行為」などに関する規定を設けた。これ

に基づいて新たに、教授会で遵守を呼び掛けた。 

教員の研究成果を発表する機会として年１回「秋草学園短期大学紀要」を発行している。

毎年７月末を紀要投稿申込みの締切りとし、専任教員や専任教員から推薦のあった非常勤

講師からの申し込みを受付け、10 月末までに原稿を提出してもらう。その後２名による査

読を通して論文もしくは研究ノート等の区分の決定と、採択、もしくはリジェクトの決定

が行なわれ、投稿論文の質を担保している。令和５年度は専任教員、非常勤講師を合わせ

て７点の投稿があり、論文 ３点、研究ノート４点が「紀要第 40 号」に掲載されている。 

また、紀要の原稿は全て国立情報学研究所の CiNii に登録して広く公開している。 

専任教員が自身の研究に集中して取組めるよう専任教員全員に対して各自１室、約 20 ㎡

の研究室が与えられ、相応の設備が整備されている。研究室は１号館２階に７部屋、３階

に４部屋、２号館２階に 24 部屋、２号館４階に１部屋（新設）で計 36 部屋あるが令和６

年３月末日現在では９部屋空室がある。 

本学では就業規則で「職員は、人格を高め、知識、技能を向上するためたえず研修に努

めなければならない。」と定めている。これを受けて、教員の研究日を確保するため「学校
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法人秋草学園職員研修実施細則」を定め、「教員にあっては週１日の自宅研修日を取ること

ができる」としている。また、学園の承諾を得て、教学運営に支障がなく一定の期間内の

研修を行うことができるものとし、日本学術会議登録の学術研究団体及びこれに準ずる団

体の研究会に参加、出席するための研修は原則７日以内、さらに、研究のための資料収集

及び学術調査を目的とする研修は原則年間計 20 日以内で行うことができることとしてい

る。国内・外の区別、制約はない。研究出張許可願や研究出張報告書から、所属学会への

出席や発表も含めて、教員は概ね積極的に研修に取り組んでいるものと判断できる。なお、

留学、海外派遣に関する規程は特段定めていない。 

FD 推進委員会は、「秋草学園短期大学ファカルティ・ディベロップメント推進委員会

内規」に基づき FD 活動の支援を行っている。令和５年度は FD 研修会が２回開催され、

全ての専任教員が参加した。参加教員には、FD 研修報告書の記述を義務化し、研修の効

果をより高めることにしている。 

第１回：４月３日 

「教務関係ガイドブック説明」（三好教務委員長） 

「障害学生修学支援に関する法改正等について」（野中文化表現学科長・加賀谷地域保育学

科長） 

「情報セキュリティについて」（塩崎 ICT 教育推進委員長、江本情報センター長） 

第２回：９月２日 

「ICT を活用した授業の実践例」（塩崎 ICT 教育推進委員長) 

「Web クリッカーと e ラーニングシステム Moodle のテスト機能の活用」（江本情報セ

ンター長） 

「実習巡回指導報告書の活用に向けて」（伊澤実習委員長） 

また FD の一環として、令和２年度から専任教員全員が作成することとなっているティ

ーチングポートフォリオは、必要に応じて、各自が改訂を行い、令和３年度から、専任教

員全員が担当科目において１教科取り上げてルーブリック評価を実施すると共に、教員そ

れぞれがルーブリック評価表を作成することとなった。 

専任教員は、教室における環境整備や教育課程の運用に関することは教務課、教育実習

や保育実習などの実習に関わることは実習指導センター、就職や進学に関することはキャ

リアセンター、学生生活の支援に関わることは学生課と連携している。各種委員会組織は、

専任教員はもとより事務職員も所属しており、専任教員と関係部署の事務職員とが常に連

携し、情報を共有しながら学生の学習成果の獲得が向上するよう支援を行っている。 

 

［区分 基準Ⅲ-A-3 学生の学習成果の獲得が向上するよう事務組織を整備している。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 短期大学の教育研究活動等に係る事務組織の責任体制が明確である。 

（2） 事務職員は、事務をつかさどる専門的な職能を有している。 

（3） 事務職員の能力や適性を十分に発揮できる環境を整えている。 

（4） 事務関係諸規程を整備している。 

（5） 事務部署に事務室、情報機器、備品等を整備している。 

（6） SD 活動に関する規程を整備し、適切に実施している。 
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（7） 日常的に業務の見直しや事務処理の点検・評価を行い、改善している。 

（8） 事務職員は、学生の学習成果の獲得が向上するよう教員や関係部署と連携してい 

る。 

 

＜区分 基準Ⅲ-A-3 の現状＞ 

本学における事務組織及び所管事務は、本報告書３ページの資料に示すとおりである。

短期大学を含む学校法人全体を管理する法人本部と、短期大学の事務組織である短期大学

事務部に分かれて組織されており、特に短期大学事務部は学科の変遷や学生数に応じて組

織体制や職員数が適正となるように毎期検討し体制を整備している。現在の短期大学事務

に関わる専任の事務職員の総数は３０名で、事務局長の下に法人本部として総務部（４名）、

企画財務部（４名）、入試広報室（４名）、エクステンションセンター事務室と短期大学事

務部（１７名）、の５部門をもって構成されている。短期大学事務部は、図書館事務室及び

情報センター事務室を除く全ての部署が、校舎２階のワンフロアーで業務を行う体制とな

っており事務職員は各部課長の指揮監督のもと学生対応及び事務処理等を行い、事務組織

の責任体制は明確となっている。 

専任事務職員は、「1381 学校法人秋草学園事務職員 SD 研修規程」に基づき、専門的な

職能を習得するよう各部署で職場内研修を実施し、また、専門性に応じた定期的な外部研

修等にも積極的に参加するなどしており、嘱託事務職員もこれらの研修会に参加している。

その一例として、日本私立短期大学協会及び外部団体主催の研修会に毎年多くの職員が参

加し、学生支援及び担当事務業務の改善・向上に努めている。新型コロナウイルス感染症

の拡大以降は外部での研修会の多くはオンライン開催となっていたが、令和５年度におい

ては対面実施の研修会も増えてきており、オンライン、対面双方の研修会を併用して職員

は専門的な職能の向上に努めている。このような研修や実務による OJT によって、事務職

員は業務に関しての専門的な能力を有している。また、FD 研修会についても必要に応じて

事務職員が参加し見識を深めるようにしている。 

事務職員は毎年人事考課を実施しており、その中で上司との面談を行っている。これに

より各人の能力や適性を測るとともに本人の希望も聴取している。全ての職員が希望の業

務に従事できるというわけにはいかないが、適性に合わせた部署配置を行うことで能力を

発揮できる環境を整えている。また、毎年のストレスチェックの実施やハラスメントに関

する窓口の設置、啓蒙活動などを通じて働きやすい職場環境整備を心掛けている。 

事務関係諸規程は規程集として整備し、事務室及び関係部署に備え付けるともに学内

LAN により閲覧できるようになっている。法令の改正や教育課程その他の学内における

様々な変更事項が生じた場合は、それに適合するように規程の改定も随時行っている。な

お、規程の改定に際しては、その内容にもよるが、教務委員会や学科長会、教授会、理事

会でそれぞれ承認を受けている。 

 事務部署は５つの部課を配置している短大事務室、情報センター室、学園本部事務室、

入試広報室、図書館があり、それぞれの事務室に情報機器、備品等を整備している。全て

の事務室には情報ネットワークが整備され、令和元年度に職員のほぼ全員の PC の入替え

を行い、次回は令和６年度の入替えを予定している。また、学生の学籍管理、成績処理等

のために情報システムが整備されている。その他プリンターや複合機など必要な事務機器
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が整備されている。 

 事務職員の SD 活動を推進するため、「1381 学校法人秋草学園事務職員 SD 研修規程」、

及び「1382 学校法人秋草学園事務職員自己啓発の研修補助取扱細則」を整備している。令

和５年度については、部課長以上を対象とした「マネジメント力強化研修」や人事考課実

施における「役割遂行表」の評価者・被評価者それぞれの研修を実施した。これにより学

校職員として必要な知識の習得や、職制に応じて担うべき役割の明確化を進める事ができ

た。自己啓発のための研修については、研修結果の報告、課程の修了または資格の取得等

を条件として、学園が研修経費の一部を補助することになっており、これまでにも複数の

職員が通信講座受講などにより資格取得等の実績を挙げている。その中にはキャリアコン

サルタントやファイナンシャルプランナーのような実務に役立つ資格も複数ある。令和５

年度については新規の受講申請はなかったが、キャリアコンサルタントの更新講座の希望

があり、本制度を活用し受講している。このようにして事務職員は SD 活動を通して職務

の充実を図り、直接的、間接的に学生支援や教育活動の支援を強化できるようにしている。 

日常的な業務の見直しについて事務局各部署において日頃から行われており、事務処理の

点検・評価については、毎年職員が作成し人事考課資料としている「役割遂行評価表」によ

って実施している。また部課長会議及び全体朝礼を原則月に１回行うことで、情報共有を

行い部署間の業務を円滑に進めるようにしている。あわせて事務職員全員がグループウェ

ア J-MOTTO を利用することにより、集合することなく情報の発信、共有、スケジュール

管理等の徹底、業務の効率化を図ることができている。働き方改革や保健衛生に関する内

容については、「1790 学校法人秋草学園衛生委員会規程」を定め、令和３年度以降は原則

月１回委員会を開催し協議を行い、その結果を全教職員に周知し業務の見直しの一助とし

ている。 

事務組織の各部署は、学生の学習成果の獲得及び満足度向上のため、様々な業務で他の

関係部署と協力連携しており、特に短大事務部に属する各部署は教員組織の各種委員会と

連携し担当業務にあたっている。そのため短大事務部の部課長は各種委員会の構成メンバ

ーとなり、積極的に委員会の運営に関わっている。また、学生の在籍や履修状況、学費納

入状況などは進級、卒業、就職活動にも影響を及ぼすため、教職員間で連携をして随時情

報共有を行っている。 

 

［区分 基準Ⅲ-A-4 労働基準法等の労働関係法令を遵守し、人事・労務管理を適切に行

っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 教職員の就業に関する諸規程を整備している。 

（2） 教職員の就業に関する諸規程を教職員に周知している。 

（3） 教職員の就業を諸規程に基づいて適正に管理している。 

 

＜区分 基準Ⅲ-A-4 の現状＞ 

教職員の就業に関する諸規程は整備されており、法律等の改正に併せ適宜改正し、監督

官庁への届出を行っている。教職員への周知のため、諸規程を規程集としてファイルし、

事務室に備え付けるとともに、学内 LAN に公開することで誰でも閲覧できるようにして
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いる。休暇、給与等は、これらの規程に基づいて適正に処理されている。 

職員の勤怠管理はクラウドの管理ソフトで行っているが、教員の勤怠管理は IC カード

を読み込ませることで行っている。職員と教員の勤怠管理手段が異なるのは、出退勤の考

え方が異なるためである。教職員の勤務時間は、原則、第一部学生対応としては８時 40 分

始業、17 時終業とし、第５時限の授業や学生支援のための事務対応は、職務内容に応じて

勤務時間をシフトして行っている。第二部学生への授業と事務対応については、14 時始業、

21 時 20 分終業とし、学生対応を行っている。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の課題＞ 

幼児教育学科では、近年校務が更に多くなり、教員の研究の進捗がままならない時期も

ある。特に令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、初めての遠隔授業へ

の取り組み等に時間が割かれ、研究に向かう時間が全体に不足する状況だった。今後積極

的な研究活動を促すために、校務の負担が一部の教員に偏らないよう配慮した環境整備が

必要である。 

地域保育学科では、令和３年度は前年に引き続き各教員とも新型コロナウイルス感染拡

大の影響を受け、対面授業と遠隔授業の同時進行など授業対応に多くの時間が割かれたが、

そのことで教授方法に関してさらに見直しを図ることができた面もあった。一方で、この

ような状況に適応しやすい教員としづらい教員で授業の質の差が顕著になったのは課題で

ある。 

文化表現学科では令和２年度に、教員１名の研究が科学研究費助成金の対象研究として

採択を受けたが、今後さらに科学研究費補助金の獲得、外部補助金の獲得を目指し、その

成果の社会への公表・還元を行っていく必要がある。 

図書館・紀要委員会では、紀要の質の確保及び研究成果の地域・社会への還元をどのよ

うに進めていくかが大きな課題である。 

教員の研究活動における外部資金の獲得について、教員の研究活動に関しては、令和２

年度の外部資金の獲得として、科学研究費は３名が申請し２名の教員が採択された。また、

研究分担者としては更に３名が科学研究費を獲得した。令和元年度の科学研究費の採択は

無かったがその取り組みが令和２年度の採択に繋がっていると考えられる。高等教育機関

に所属している立場からも、専任教員にはより一層の研究活動と、競争的資金の獲得のた

めの挑戦をしていくことが求められる。令和２年度同様に今後も引き続きの科学研究費の

採択に繋げられるよう、事務局としても支援を行っていく。また、学内規程の運用上で「研

究機関における公的研究費の管理・監査ガイドライン」との乖離等がないか自己点検を行

う必要があり、またコンプライアンス教育がどの程度浸透しているかを検証することも必

要である。 

事務組織の業務が縦割りにならないように部署間の情報共有と職員間の協働体制、相互

に業務の助け合いができる体制づくりを構築していかなければならない。学生数の減少に

応じて事務職員の規模も縮小する必要があるため、各部署業務の効率化と基礎的な業務の

マニュアル化を進めていくとともに、一人ひとりがマルチタスクをこなしていけるような

能力の向上が必要である。それと同時に、ライフワークバランスの取れた働き方ができる

環境の整備も行っていかなければならない。 
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SD 研修については、開催頻度や内容に関しては以前よりも改善がされてきているが、職

員からの意見や要望を取り入れるなどして、より効果的な研修にしていく必要がある。そ

のうえで、研修結果がその後の業務にどのように反映されているかの検証もしていかなけ

ればならない。また自己啓発のための研修活動をより一層推奨し、成果を上げられるよう

にすることも課題であり今後の目標でもある。 

研修日の取得については、個々の教員の役職や校務分掌、研究状況により差異が生じる

ことはやむを得ないと考える。授業日数確保のための休日授業実施や学校行事等により休

日勤務をした教職員については、休日の振替を行い、健康上過度に負担にならないよう配

慮している。校務の都合から休日振替ができなかったということがないように注視する必

要がある。あわせて、教員が研究を行うために十分な時間を確保することについて、今後

も配慮していく必要がある。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の特記事項＞ 

 特記事項なし 

 

［テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源］ 

 

＜根拠資料＞ 

 

備付資料 44 自衛消防隊編成及び任務分担表 

備付資料 45 火災予防のための組織表 

備付資料 46 防災用品取扱マニュアル 

 

［区分 基準Ⅲ-B-1 教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、校舎、施設設備、その他

の物的資源を整備、活用している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 校地の面積は短期大学設置基準の規定を充足している。 

（2） 適切な面積の運動場を有している。 

（3） 校舎の面積は短期大学設置基準の規定を充足している。 

（4） 校地と校舎は障がい者に対応している。 

（5） 教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行う講義室、演習室、実験・実習室

を用意している。 

（6） 通信による教育を行う学科・専攻課程を開設している場合には、添削等による指

導、印刷教材等の保管・発送のための施設が整備されている。 

（7） 教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行うための機器・備品を整備してい

る。 

（8） 適切な面積の図書館又は学習資源センター等を有している。 

（9） 図書館又は学習資源センター等の蔵書数、学術雑誌数、AV 資料数及び座席数等

が適切である。 

 ① 購入図書選定システムや廃棄システムが確立している。 
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 ② 図書館又は学習資源センター等に参考図書、関連図書を整備している。 

（10） 適切な面積の体育館を有している。 

（11） 多様なメディアを高度に利用して教室等以外の場所で授業を行う場合、適切な場

所を整備している。 

 

＜区分 基準Ⅲ-B-1 の現状＞ 

校地面積は設置基準面積 7,300㎡に対し 9,243㎡あり短期大学設置基準を充足しており、

運動場用地は 1,980 ㎡ある。校舎面積については 11,629 ㎡を確保（基準 5,650 ㎡）してい

る。 

障がい者対応としては平成 22 年度に多目的トイレ、平成 23 年度に車椅子用リフトを１

号館入口に設置したが、エレベーターは４階までのため、５階へは人手が必要となる。ま

た、校舎から体育館への移動の際に一部階段のみの箇所が存在していたが、令和４年度の

体育館改修工事の際に階段をスロープに改修してバリアフリー対応とし、車いすでの体育

館へのアクセスが可能となった。 

教室の配置及び、授業用の機器備品の整備については、３つの PC 教室（107 台）、16 の

プロジェクター設置教室を配置している他、視聴覚教室、図画工作室、表現演習室、音楽

室２、ピアノ室 46、電子ピアノ室１（48 台）、調理実習室、保育演習室、茶道室があり、

講義、演習、実習を行う教室の配置と機器備品の整備は充分に行われている。 

平成 30 年３月私立大学等改革総合支援事業タイプ１採択に伴い 508・509 教室を「ラー

ニング・コモンズ」に改修し、電子黒板接続のパソコン、コンピュータを２台設置、自由

に移動が可能な机、椅子やグループ学習時に必要なパーテーション、可動式のプロジェク

ターやスクリーンなども用意しており、かつインターネット通信を可能とすることで、積

極的にアクティブラーニングの授業を行うことができる機器整備がされた。また、明るい

教室での授業、及び省電力化の一環として、校舎内照明の LED 切替えを数年にわたって実

施し全館 LED 照明化が完了している。 

本学の図書館の面積は 655 ㎡で、図書館本体の収納能力は 62,000 冊である。また、本

学の在籍学生数は 600 人（令和５年５月１日現在）に対して、館内の閲覧席数 109 席を確

保している。 

図書館の蔵書数は 74,687 冊（和書 72,055 冊、洋書 2,632 冊）、学術雑誌 79 種である（令

和５年５月１日現在）。選書については司書によるものが大多数を占めているが、学生や教

員からの購入希望も随時受け付けており、様々なニーズに応える制度を確立している。そ

の上で、さらなる蔵書の充実を図るため、毎年度分野別の必要性に応じて、新旧雑誌の入

れ替えや、停止、追加を行っている。図書の除籍に関しては、「秋草学園短期大学図書館図

書等の除籍に関する内規」（提出-規程集 34）に基づいて実施しており、副本・破損本だけ

でなく資格・検定に関する図書や、内容が古いと価値のない図書もあわせて除籍した。年

間に何度か内規に従って除籍する図書が生じるが、その際にはその旨を学生に掲示し告知

することで、希望者に贈与することも行っている。 

令和５年度の図書予算は 2,100,000 円、新聞雑誌費が 1,017,000 円であった。図書館は

大学の知的基盤であり、情報の基点という認識をもって予算を充実させている。図書の選

定については多くの希望に応えるとともに、適正に行われることが求められている。本学
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では、前述の通り、各学科から教科に関連する図書や専門分野に関する図書の希望を教職

員・学生から募り、図書館で所蔵図書との重複やバランスを検討しながら購入している。

また、本学の図書館機能として、社会人になるために必要な教養（社会人基礎力）や即戦

力を育成するための基礎知識・技術に関する情報提供に重点を置いている。幼児教育・保

育系学科の学生利用に応えるため、実習準備に必要な絵本、紙芝居、保育系実技書などの

所蔵に力を入れており、学生の利用頻度も高い。また、人文系の学科があることから文化、

文学系の書籍の充実も本学図書館の特徴の一つである。近年、学生の活字離れが深刻にな

っており、図書を読むだけでは内容の理解が難しい学生が増えている。その為、一般図書

の他に漫画や DVD 等の視聴覚資料の購入希望も多くなっている。これらはより学生に理

解しやすい授業を行う為に利用されている。教員用の高額図書や資料に関しては、予算全

体のバランスを考慮して、教育用図書の購入に支障が起こらない範囲で計画的な購入に努

めている。その他、司書が選定する枠があり、蔵書構築に偏りが起きないように調整を行

っている。さらに、学生や非常勤講師からの要望も受け付けており、予算の執行状況に照

らして、できる限り要望に応えるよう努めている。このように図書選定システムは良好に

機能している。なお教員が研究費で購入した書籍に関しては、図書館での蔵書登録を経て

教員が自身の研究室で保管しているが、これらの書籍についても学生からの閲覧の希望が

あれば教員と調整の上、閲覧をできるようにしている。 

体育館は 953 ㎡（更衣室、倉庫等の付属棟を含む）を有し、冷暖房も完備しており、バ

スケットボール、バレーボールの公式試合が可能な設備を確保している。令和２年度には

耐震診断を実施し、令和３年度には耐震補強設計と経路のバリアフリー化設計を行い、令

和４年度に文部科学省の補助金を活用して改修工事を行った。また、改修にあたっては、

学生からの意見をふまえ体育館入り口までの経路等は趣向を凝らしたデザインとなってい

る。 

本学にはサテライトキャンパスなどはないため、多様なメディアを高度に利用して教室

等以外の場所で授業を行うということについては、遠隔授業への対応が考えられるが、３

教室ある PC 教室は授業で使用していない場合は自由に使用ができるため、適切な場所の

整備はできている。また、学内の Wi-Fi 環境整備についても進めている。 

 

［区分 基準Ⅲ-B-2 施設設備の維持管理を適切に行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 固定資産管理規程、消耗品及び貯蔵品管理規程等を、財務諸規程に含め整備し

ている。 

（2） 諸規程に従い施設設備、物品（消耗品、貯蔵品等）を維持管理している。 

（3） 火災・地震対策、防犯対策のための諸規則を整備している。 

（4） 火災・地震対策、防犯対策のための定期的な点検・訓練を行っている。 

（5） コンピュータシステムのセキュリティ対策を行っている。 

（6） 省エネルギー・省資源対策、その他地球環境保全の配慮がなされている。 

 

＜区分 基準Ⅲ-B-2 の現状＞ 

「学校法人秋草学園固定資産及び物品管理規程」、「学校法人秋草学園施設貸与規程」、「秋
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草学園短期大学図書館管理運営規程」、「秋草学園短期大学図書館利用細則」等諸規程を整

備することで固定資産及び物品の管理に関する基準を定め、その適正な運用、管理を行っ

ている。 

また、「学校法人秋草学園危機管理規程」により学生、生徒、職員及び近隣住民の安全確

保を図るための規程を設けている。さらに、「自衛消防隊編成及び任務分担表」「火災予防

のための組織表」（備付-44～45）等を掲示し、教職員への周知を図っている。年に１度（毎

年５月）地元消防署の指導のもと、学生の避難誘導訓練や消火器取扱訓練を実施し、教職

員に対して指導訓練を行っていたが、コロナ禍には時期の変更や規模を縮小して実施した。

令和５年度は、コロナ禍以前のように５月に全学生が体育館に避難して消防職員による講

演を聴講する形で実施することができた。また、合わせて学生がいつでも確認ができるよ

うに、各教室等に避難経路図を掲示した。設備の点検に関しては、年２回消防用設備（火

災報知機、緊急放送等）の点検を実施している。非常時の水・食料・防災用品等は平成 23

～25 年度に備蓄計画を立て、随時期限のある防災用品について入れ替えを実施している。

また、その使用については、「防災用品取扱マニュアル」（備付-46）にて掲示をしている。 

防犯については、正門に昼夜各１名の守衛員を配して不審者の侵入チェックを行ってお

り、校内の各教室及び施設内は校務員１～２名で巡回点検を実施している。さらに、１階

学生生徒通用口及び２階正面玄関、体育館裏、資材搬入口に防犯カメラを設置し、夜間は

警備会社へ警備を委託している。 

地震対策については、新耐震基準に適合するための補強工事を校舎は既に行っていたが、

令和４年度の体育館のリニューアルを含めた耐震補強及び改修工事により全施設が完了し

た。 

サーバー及びコンピュータについては、これまでも一元管理によるウイルス対策をして

いたが、令和３年度に、よりセキュアなアンチウイルスソフトを導入し、教職員利用コン

ピュータと PC 教室のセキュリティ対策をより強化し、令和４年度以降も継続して利用し

ている。学内と学外の間にファイアウォールを設け、外部からの不正アクセスに対応して

いる。データのやり取りについては、パスワードを使用し不正防御に努めている。また、

PC 教室のコンピュータはシンクライアントというシステムを導入している。このシステ

ムは起動ごとに設定した初期状態に戻るため、セキュリティを高めている。PC 教室は定期

的に WindowsUpdate をかけ、最新の状態を保っている。サーバー室は常時施錠し、鍵は

企画財務部が保管している。鍵の持ち出しは記録をとり、立ち入り禁止区域としている。

事務職員の PC はセキュリティーワイヤーでロックし、持ち出し禁止としている他、

Windows Server Update Services で最新の状態にアップデートされている。 

学術研究、教育活動および大学運営業務における情報資産の安全性の確保および対策整

備を目的として、平成 28 年度に情報セキュリティ検討委員会を立ち上げた。メンバーは、

事務局長、情報センター長を主とし、法人各部署および各学科の教職員で構成されている。

本委員会では、学内の様々な情報の取り扱い状況について現状を確認し、平成 29 年度に

は情報セキュリティポリシーを策定、管理運用体制を確立した。コンピュータのウイルス

感染等の脅威、情報の漏えい防止のため、さらなる規定の整備を行っている。また、紙媒

体等の資料破棄のためシュレッダーを増設した。 

平成 30 年度に経産省の補助金を受け、省エネタイプの空調システムに切替えを実施。最
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大出力量の制御のため、デマンドコントローラーの設置等経費削減を兼ねた対応を実施し

ている。平成 22・23 年度夏季にトイレを全面改修し省エネ型のトイレに変更した。２号館

の冷暖房は、平成 25 年度に重油を使った冷暖房から電気による省エネタイプのエアコン

へ全面切り替えを実施。また、１号館屋上に太陽光発電装置（パネル 240 枚）を設置し、

クリーンエネルギーの利用に貢献している。その他、学内の各教室及び事務室等施設への

掲示等を利用し、節電・節水等省エネ意識を喚起、醸成している。大きな省エネルギー対

策としては学内の全ての照明の LED 化を行っている。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の課題＞ 

エレベーターは４階までのため、５階への移動は足の不自由な学生や公開講座の高齢の

受講生などに不便をきたしている。 

情報セキュリティポリシーの周知徹底とともに、コンピュータのウイルス感染等の脅威、

情報漏えい防止のため、さらなる規定の整備、専門家による研修等、ポリシーの啓発、教

育が必要である。 

年間約 2,000 冊増加する新規図書と、現在所蔵している図書の保管をしていく為に図書

の除籍を実施している。「秋草学園短期大学図書館図書等の除籍に関する内規」に基づいて、

現在は主に副本と破損本を除籍しているが、今後は図書の内容をより精査して除籍してい

く必要があり、現状は内規に従って司書による除籍を実施しているが、図書館・紀要委員

や専門性を持った教員にも除籍に当たっての協力を仰ぐことも検討すべき課題である。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の特記事項＞ 

特記事項なし 

 

［テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源］ 

 

＜根拠資料＞ 

 該当なし 

 

［区分 基準Ⅲ-C-1 短期大学は、教育課程編成・実施の方針に基づいて学習成果を獲得

させるために技術的資源を整備している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 教育課程編成・実施の方針に基づいて技術サービス、専門的な支援、施設設備

の向上・充実を図っている。 

（2） 情報技術の向上に関するトレーニングを学生及び教職員に提供している。 

（3） 技術的資源と設備の両面において計画的に維持、整備し、適切な状態を保持して

いる。 

（4） 技術的資源の分配を常に見直し、活用している。 

（5） 教職員が教育課程編成・実施の方針に基づいて授業や学校運営に活用できるよ

う、学内のコンピュータ整備を行っている。 

（6） 学生の学習支援のために必要な学内 LAN を整備している。 
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（7） 教員は、新しい情報技術などを活用して、効果的な授業を行っている。 

（8） コンピュータ教室、マルチメディア教室、CALL 教室等の特別教室を整備してい

る。 

 

 

＜区分 基準Ⅲ-C-1 の現状＞ 

令和元年度に情報基盤環境が整備され、さらに使いやすいストレスを与えない PC 教室

の環境を構築している。学科の教育課程編成に基づいて、授業や研究に活用できるフリー

ウェアなどのソフトウェアの充実を図っている。令和２年度からは、新型コロナウイルス

感染拡大に伴い、遠隔授業を円滑に行うための遠隔授業管理システムを構築し運用してい

る。遠隔授業において、遠隔授業管理システムや Google Classroom などの活用支援を行

った。情報センターは定期的な情報基盤整備の都度、情報端末及びサーバーからの情報流

出や、外部からの不正アクセス防止のために、セキュアなネットワークシステムを構築し

てきた。システムの保守は情報センターと保守契約を結んでいるベンダーとの間で絶えず

連絡を取り合いながら実施している。最新のウイルスチェックの実施、ファイアウォール

システムの導入により外部からの不正アクセス等の脅威対策を行っている。課題であった

情報セキュリティポリシーが策定され、より一層のセキュリティの向上を目指し、令和４

年度にはセキュリティ―ポリシーを基に、情報セキュリティガイドラインを策定し、以降

教職員・学生にセキュリティルールの周知徹底を図っている。 

 個人情報保護のために教育用と事務用の二つのセグメントを構築し、相互のセグメント

は閉鎖体系とする一方で、インターネットへのアクセスはどの情報端末からも利用でき、

学内に無線 LAN を整備したことからモバイル端末からの利用も可能となっている。 

学科の教育課程編成・実施の方針に基づき、幼児教育学科第一部・同第二部・地域保育

学科・文化表現学科、すべての学科で必修科目として、情報技術の向上のためのコンピュ

ータの操作を学ぶ授業科目を提供している。学生の全員がこれらの授業を履修し、文化表

現学科においては必修科目以外にも多くの情報技術向上のための授業科目を提供している。

また、これら情報の演習科目については、担当教員の他に情報センター職員が補助につき、

学生への支援を行っている。全学科が対象となる情報教育に活用する技術的資源は、教育

課程編成・実施の方針に基づいて学生支援を充実させるために、情報教育科目を担当する

教員および情報センタースタッフの自発的な自己研修等によりコンピュータ利用技術の向

上が図られている。令和２年度からは、遠隔授業実施のため、遠隔授業管理システム、Google 

Classroom の利用方法、PowerPoint による講義の動画作成など、非常勤講師を含め、教職

員に指導している。また Google Classroom の教員用・学生用と利用者別のマニュアルを

作成し、教員・学生に配布している。令和４年度からは教員・学生向けに動画マニュアル

を整備し、文書マニュアル・動画マニュアルともに毎年更新している。 

新しい OS の発売状況などから最適な時期である４～７年の周期で情報教育資源の整備

を実施している。令和３年度には環境の見直しを行い、授業により利用する OS が違うこ

とが学生へストレスを与えている可能性があること、卒業後に学生が仕事で利用する OS

は Windows が多いという状況から、より学生が学びやすい環境を整える目的で OS を

Windows に統一し、Macintosh（20 台）PC 教室１室を閉鎖した。各学科の教育課程にあ
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る情報教育関連科目を円滑に実施するため、コンピュータなどの情報機器は３教室に計画

的に設置されている。各学科の教育課程の編成・実施の方針に基づいて必要とされる技術

的資源の配置と利用を常に見直し、学生の学習支援、教員の教育支援のために必要な学内

LAN を有線、無線の両方で整備している。令和３年度からは、無線 LAN が整備されてい

なかった体育館での ICT 教育活動に、モバイル Wi-Fi を導入するなど、フレキシブルな対

応で授業の円滑化を図った。授業担当教員は、新しい情報技術などを活用して効果的な授

業を行っている。利用する OS は安全性と利便性の高いものを導入し、整備している。令

和元年度にマイクロソフトと包括契約（OVE-ES）を結び、Microsoft365 が専任の教職員

と学生に無料で提供されている。 

文化表現学科の授業科目において、情報教育関連科目の内容を見直し、プログラミング、

３D 技術、IT パスポートや MOS に関する内容を取り入れ、最新の情報技術や就職に活か

せる事柄を学べる環境を整えている。 

学生や教職員が自由に利用できる PC 教室３室に Windows コンピュータ 104 台を整備

している。さらに、机やいす、大型ディスプレイなどを自由に移動することができ、様々

な授業形態に対応できるアクティブラーニングの教室を整備している。すべての Windows

コンピュータには、Office、画像処理ソフト、動画編集ソフトなどがインストールされ、授

業や学校運営に活用できるようになっている。また、既述のように、授業や研究に活用で

きるフリーウェアなどのソフトウェアの充実を図っている。利用者個人のファイルが保存

できる領域やファイルが共有できるフォルダも整備している。PC 教室３室は、どこの席に

学生が座っても、自分の保存したファイルを取り出せる仕様になっており、空き時間には

自由に利用可能となっている。図書館には複数のコンピュータを配備し、学生や教職員が

自由に文献の検索などができる。職員にはひとり１台のコンピュータが与えられ、学校運

営に活用している。専任教員については、個人研究費により自由にコンピュータを整備で

きるようにしている。 

学生が利用できる PC 教室のコンピュータは常時インターネットに接続できる環境にな

っており、学生の学習に必要なサイトへのアクセスや遠隔授業で使用している Google 

Classroom へのアクセスができる。 

令和２年度以降は遠隔授業が実施され、授業支援システム Google Classroom や Google

のクラウドシステムといった新しい情

報技術を活用した授業を実施している。

その際に課題であった「遠隔授業での

Google Classroom の使い方や課題の

作成方法、提出方法などの学生の教育、

授業資料の作成方法などの教職員の教

育」の対応として、質問の多かった内

容を軸に、遠隔授業管理システムと

Google Classroom のマニュアルを教

員用・学生用別に作成し、配布したが、

Google Classroom のマニュアルは毎

年、見直して更新し、配布している。
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また、専任教職員向けに学内のメール、ネットワーク環境、セキュリティ対策ソフト、

Microsoft365 などに関してよく寄せられる質問などを掲載した Web サイトを開設し、メ

ールで全教職員に告知した。この Web サイトはインターネット上にあるが、教職員のユー

ザ ID による認証がなければ参照できない仕組みをとっている。学生向けには遠隔授業で

操作に困ったときに相談できる窓口を QR コードで案内する等、技術的資源を活用しやす

い環境の改善を行った。教員は情報技術を利用し、音声入りの講義動画を作成し、効果的

な授業を行っている。文化表現学科では プログラミングや３D プリンターといった最新の

情報技術を活用した授業が行われている。 また、机やいす、大型ディスプレイなどを自由

に移動ができるアクティブラーニングの教室が整備され、新しい情報技術を活用した授業

が実施されている。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ- C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の課題＞ 

技術的スタッフについては、機器や環境整備のほかに教職員・学生対応もあり、ここ数

年急速に担当業務が大幅に増加しているが、長期間スタッフの増加や人員の入れ替わりが

ないために後進の育成が進んでいない。自発的な研修の機会は用意されているものの、学

内全体の情報環境を把握しているスタッフ数は少数のため、今後の更なる向上を目指すた

めには人員不足が課題である。 

 教職員の情報リテラシー向上は今後も継続して取り組む必要がある。セキュリティを維

持し、事務業務や授業に遅延が起こらないよう設計した学生用無線 LAN の敷設と、教職員

の全体的な情報リテラシーの底上げが大きな課題である。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の特記事項＞ 

 特記事項なし 

 

 

 

 

 

［テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源］ 

 

＜根拠資料＞ 

 

備付資料 47 新入生保護者向け「ご寄付のお願い」 

備付資料 48 財産目録等【令和３年度】 

備付資料 49 財産目録等【令和４年度】 

備付資料 50 財産目録等【令和５年度】 

備付資料 51 秋草学園第Ⅰ期５カ年計画 

備付資料 52 秋草学園第Ⅱ期５カ年計画 

備付資料 53 経営改善計画 

備付資料 54 ウェブサイト「情報公開」 
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備付資料 55 学校法人秋草学園創立 70 周年記念事業募金趣意書 

 

［区分 基準Ⅲ-D-1 財的資源を適切に管理している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 計算書類等に基づき、財的資源を把握し、分析している。 

 ① 資金収支及び事業活動収支は、過去 3 年間にわたり均衡している。 

 ② 事業活動収支の収入超過又は支出超過の状況について、その理由を把握して

いる。 

 ③ 貸借対照表の状況が健全に推移している。 

 ④ 短期大学の財政と学校法人全体の財政の関係を把握している。 

 ⑤ 短期大学の存続を可能とする財政を維持している。 

 ⑥ 退職給与引当金等を目的どおりに引き当てている。 

 ⑦ 資産運用規程を整備するなど、資産運用が適切である。 

 ⑧ 教育研究経費は経常収入の 20％程度を超えている。 

 ⑨ 教育研究用の施設設備及び学習資源（図書等）についての資金配分が適切で

ある。 

 ⑩ 公認会計士の監査意見への対応は適切である。 

 ⑪ 寄付金の募集及び学校債の発行は適正である。 

 ⑫ 入学定員充足率、収容定員充足率が妥当な水準である。 

 ⑬ 収容定員充足率に相応した財務体質を維持している。 

（2） 財的資源を毎年度適切に管理している。 

 ① 学校法人及び短期大学は、中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と予算

を、関係部門の意向を集約し、適切な時期に決定している。 

 ② 決定した事業計画と予算を速やかに関係部門に指示している。 

 ③ 年度予算を適正に執行している。 

 ④ 日常的な出納業務を円滑に実施し、経理責任者を経て理事長に報告してい

る。 

 ⑤ 資産及び資金（有価証券を含む）の管理と運用は、資産等の管理台帳、資金

出納簿等に適切な会計処理に基づいて記録し、安全かつ適正に管理してい

る。 

 ⑥ 月次試算表を毎月適時に作成し、経理責任者を経て理事長に報告している。 

 

＜区分 基準Ⅲ-D-1 の現状＞ 

資金収支については、令和３年度 67 百万円、令和４年度 197 百万円、令和５年度 171

百万円、の支出超過、事業活動収支については、令和３年度 226 百万円、令和４年度 219

百万円、令和５年度 213 百万円、の支出超過となっており、収支の均衡は図れていない状

況である。 

令和５年度の基本金組入前当年度収支差額は△213 百万円となり、７期連続の赤字とな

った。基本金組入後の当年度収支差額では△370 百万円となり、翌年度繰越収支差額は△

2,895 百万円となった。支出超過の要因としては、学生・生徒数の減少があげられる。基本
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金組入前当年度収支差額は短期大学で△65 百万円、高等学校△80 百万円、専門学校で△

48 百万円となった。学生・生徒数の減少だけでなく、退学・除籍・転学等による影響もあ

る。学生・生徒数は、短期大学・高等学校・専門学校の３校合計で、令和５年度は令和４

年度と比較して 48 人の減少となっている。退学・除籍・転学等の学生・生徒数にそれ程の

変化はないが減少に転じている状況ではない。３校全体の入学者数自体は令和４年、５年

と前年比で増加に転じてきているが、少子化が進む中においては予断を許さない状況であ

り、特に短期大学に限っては学生数の減少が顕著であるため、これらに対してもこれまで

以上の対策を検討する必要がある。令和５年度の貸借対照表の総資産は 11,948 百万円で固

定資産は 11,261 百万円、流動資産は 687 百万円である。固定負債は 791 百万円、流動負

債は 414 百万円、基本金は 13,638 百万円、繰越収支差額は△2,895 百万円となった。流動

比率は 165.9％となり安全ラインではあるが、この数年で数値が大きく下がってきている

ことからも当面 200％への回復を目指す。また、固定長期適合率は 97.6％であり、固定資

産も長期の安定的な資金で賄われており健全の範囲内と言えるが、施設の老朽化等が顕著

に見られるため、楽観視できる状況にはない。 

学校法人全体の財政は、平成 28 年度まで短期大学部門の黒字によって、法人部門をはじ

め高等学校部門、専門学校部門の赤字を補い、基本金組入前当年度収支差額は６期連続の

黒字を維持していた。しかし、平成 30 年度に短期大学部門の収支がマイナスに転じたこと

が影響し、法人全体として平成 29 年度以降令和５年度まで７期連続のマイナス計上とな

った。短期大学部門単体では、上述のように平成 29 年度＋41 百万円を最後に、以降はマ

イナスの収支となっており令和５年度は△65 百万円となっている。 

短期大学の経営状況に直結する入学生確保は年を追うごとに厳しい状況となっている。

平成の時代は毎年 300～400 人の入学生があったが、令和に入ってからは毎年 250 人前後

の入学者数となり、令和５年度は 224 人、令和６年度入学生は 197 人と推移している。当

然学生納付金収入の減少に対応する形で支出の削減も毎年行われているが、この入学者数

の減少傾向に歯止めをかけなければ、財政の維持は厳しく、法人全体の存在も危ぶまれる

ものとなってしまう。 

退職給与引当金は、私立大学退職金財団加盟者と埼玉県教職員福祉財団加盟者とそのい

ずれにも加入していないものに分類し、期末要支給額の 100％を基に各財団に対する掛金

の累積額と交付金の累計額との差額に繰入調整額を加減して計上することで、目的通りの

引き当てを実行している。 

資産運用については、平成 20 年４月に施行した「学校法人秋草学園資金運用に関する取

扱基準」に則り、安全性を第一として資金分散を図ったうえで、健全保有に努めている。

しかし運用環境の悪化・低迷により貴重な金利収入の減少が続いていることから、令和元

年度にそれまでは購入する債券の発行体格付け「A」以上としていたものを「BBB」（投資

適格債券）のものも一定額まで購入できるよう運用規定を一部変更した。これは金利低迷

が続く中期債自体の減少、中途償還等折返しの運用がしづらくなったことも要因である。 

教育研究費比率については、ここ数年の状況は、令和３年度 39.4％、令和４年度 40.4％、

令和５年度 41.3％となっている。収入が減少していることと比例し比率が上昇してはいる

が、今後も教育研究費率に注視し、収支の均衡を崩す要因とならない様、適切な運営を図

っていく。 
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教育研究用機器備品は、必要性や緊急性を考慮して毎年一定額以上の設備関係予算を設

けたうえで購入している。図書も一定額以上を予算化し、図書館・紀要委員会での審議を

経て、図書館長の決裁の下で購入をしている。教育研究用機器備品と図書の合計で、令和

３年度は 39 百万円の実績、令和４年度は 28 百万円の実績、令和５年度は 35 百万円の実

績となっており、資金配分については適切に行われている。 

毎年 12 月と５月に公認会計士による監査を実施し、その時に公認会計士より出された

監査意見に対しては適切に対応をしている。本学では監査報告書だけでなく、監査時や監

査終了後等に担当職員のみならず、公認会計士と理事長、監事等との意見交換を行ってお

り、その中で積極的に改善するよう心がけている。 

寄付金募集の制度は法人における重要な収入源のひとつとしてとらえ、平成 24 年度よ

り導入している。令和５年３月１日付けで文部科学省より、特定公益増進法人として再度

承認を受けている。また租税特別法施行規則一部改正により条件が緩和されたため、平成

27 年 10 月から本学への寄付者の税額控除も認められるようになった。寄付金の募集に関

しては、毎年入学式後の説明会資料として寄付金依頼書の配付を行っている（備付-47）。

在学生に対しては、学費納付書と併せて寄付金依頼書を郵送している。なお、学校債につ

いては発行を予定していない。 

本学全体の令和５年度の入学定員充足率は 61.4％、収容定員充足率は 61.2％となってお

り、収容定員に対して４割近くの定員割れとなっている。令和５年度入学生から幼児教育

学科第二部の入学定員を 100 人から 50 人に減らしてはいるが改善には至らず、妥当な水

準を 90％～100％とすると、それには程遠いと言わざるを得ない。収容定員充足率を 100％

に近づけるべく、今後もオープンキャンパス、各種ガイダンス等を含めた広報活動や授業

内容の充実、ボランティア、保育・施設実習、インターンシップ等あらゆる手段を使い、

本学の特色をアピールしていくとともに、適正な学生数を十分に検討し、定員の減員によ

る充足率水準の維持も考えていく。令和６年度入学生については各学科の入学定員を減ら

すことが決定しており令和５年度の 365 人から 250 人とした。 

短期大学部門及び学園全体でも『基本金組入前当年度収支差額』は平成 28 年度まで黒字

が定着しつつあったが、学生数の減少により平成 29 年度から令和５年度まで赤字計上と

なっている。人員減による人件費の削減も実行しているが、人件費率の割合が高い体質に

シフトしてきている状況であり、早めの体質改善が必要である。 

毎年の予算については、本部事務局が翌年度の入学者状況を見た上で予算編成基本方針

を策定し、10 月下旬～11 月初旬に学内理事会に諮り決定する。予算説明会には教学サイド

から学科長や各種委員長にも出席を依頼し、財政状況の説明と予算策定のための方針や必

要な情報提供することで、経営サイドと教学サイドの双方に対し予算策定の重要性、予算

に対する意識付けを行っている。その後、編成方針に基づいて 11 月より関係各部署等に次

年度の｢予算積算書｣の作成を指示し、各部門から提出された「予算積算書」の内容を企画

財務部がヒアリングにより確認、２月中に｢予算積算書｣を積算した予算（案）を作成する。

また、中・長期計画に基づき各部門の責任者が次年度の事業計画書（案）を作成し、これ

らの予算（案）及び事業計画書（案）を３月下旬の評議員会で諮ったうえで理事会の承認

を受け、決定する。 

理事会にて決定した予算と事業計画は速やかに関係部門に通知し、各部門の長を通して
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確実な実施を指示している。 

年度予算は各部門が稟議書、物品請求書等を提出し、決裁または承認を経たものを企画

財務部が適正に執行する。予算外の事案に関しては、原則稟議書に理由等を明記し、決裁

されたものを執行する。 

出納業務については、金庫内現金、口座共に入金・出金処理を日々確認・適切に処理し、

仕訳帳の回覧という形で経理責任者へ報告している。理事長へは月次試算表の回覧で報告

としている。 

資産及び資金の管理運用に関して、退職給与引当特定資産については退職給与引当額に

基づき積立てをしている。また、その他の資産についても｢学校法人秋草学園資金運用に関

する取扱基準｣に則り、資金分散を図ったうえで債券を中心に健全保有に努めている。特に

債権については、前述のとおり信用格付けを規程化し、安全性を重視した管理に努めてい

る。また、施設設備等の管理については、「学校法人秋草学園固定資産及び物品管理規程」、

「学校法人秋草学園施設貸与規程」、「秋草学園短期大学図書館管理運営規程」、「図書館（短

大）利用細則」等により管理し、固定資産については、固定資産管理台帳により管理し、

また取得価格２万円以上で 10 万円未満の物品（消耗品）については「教育研究用機器備

品」と「管理用機器備品」として区分し、「備品台帳」を作成して管理している（備付-48～

50）。 

「月次資金収支計算書」「月次事業活動収支計算書」「活動区分資金収支計算書」「合計残

高試算表」「月次支払資金集計表」を翌月の 10 日までを目安として毎月作成し、出来上が

った月次計算書は、経理責任者を経て理事長まで回覧をすることで報告をしている。 

 

［区分 基準Ⅲ-D-2 日本私立学校振興・共済事業団の経営判断指標等に基づき実態を把

握し、財政上の安定を確保するよう計画を策定し、管理している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 短期大学の将来像が明確になっている。 

（2） 短期大学の強み・弱みなどの客観的な環境分析を行っている。 

（3） 経営実態、財政状況に基づいて、経営（改善）計画を策定している。 

 ① 学生募集対策と学納金計画が明確である。 

 ② 人事計画が適切である。 

 ③ 施設設備の将来計画が明瞭である。 

 ④ 外部資金の獲得、遊休資産の処分等の計画を持っている。 

（4） 短期大学全体及び学科・専攻課程ごとに適切な定員管理とそれに見合う経費（人

件費、施設設備費）のバランスがとれている。 

（5） 学内に対する経営情報の公開と危機意識の共有ができている。 
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［注意］ 

基準Ⅲ-D-2 について 

（a）日本私立学校振興・共済事業団の「定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分（法

人全体）平成 27 年度～」の B1～D3 に該当する学校法人は、経営改善計画を策定し、

自己点検・評価報告書に計画の概要を記載する。改善計画書類は提出資料ではなく備

付資料とする。 

（b）文部科学省高等教育局私学部参事官の指導を受けている場合は、その経過の概要を記

述する。 

 

＜区分 基準Ⅲ-D-2 の現状＞ 

短期大学の将来像を明確にするために平成 20 年度に第Ⅰ期秋草学園５ヵ年計画（備

付-51）をスタートさせ、以降５年単位の中長期計画を策定してきた。令和５年度より第

Ⅳ期秋草学園５ヵ年計画（備付-52）が始まり、学園全体のビジョンとして「未来に向か

って、サステナブル秋草！」を掲げている。第Ⅳ期秋草学園５ヵ年計画における短期大

学としての大目標は、①学生授業満足度：3.5 以上、②入学定員充足率：100％、③基本

金組入前収支差額：プラスの３項目となる。18 歳人口の減少や４年制大学の進学率の上

昇に対する相対的な短期大学進学率の低下等、短期大学の将来に関しては決して明るい

とは言い難い状況であり、その中で何ができ、何をしていくべきかを職員全員が自分事

として考え検討をすることで計画に落とし込んでいる。 

第Ⅰ期秋草学園５ヵ年計画を進めている期間において財政状況は好転していたが、第

Ⅱ期の時点で学生数が大幅に減少し、収支のバランスが大きく崩れることとなった。そ

の為平成 29 年度に「財務改善委員会」を発足させて改善方策の検討を始めた。更に、令

和２年度には日本私立学校振興・共済事業団が実施する経営相談を受けるにあたり、学

内の各部署で本学の強みや弱みについて SWOT 分析を行い、それらを取りまとめて経営

改善計画を策定した（備付-53）。令和２年度に日本私立学校振興・共済事業団の経営相

談を受けた背景として、「量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分」において本学の

経営指標が経営困難状態（イエローゾーン）にあたる「B３」となったことがある。 

経営相談に向けて取りまとめを行った経営改善計画は、短期大学における令和３年度

からの５ヵ年計画であり、第Ⅲ期秋草学園５ヵ年計画と一部期間が重複してしまったが、

令和３年度以降は新しい経営改善計画をもって５カ年の中・長期計画とした。しかしな

がら高校、専門学校も含めた学園全体の５ヵ年計画の策定との関係から、本計画は第Ⅳ

期５ヵ年計画の短期大学部門へと引き継ぐ形となり、以下のような計画を策定している。 

① 学生募集に関しては本学における強みの強化、具体的には資格取得課程による就職の

優位性や立地の良さ等。更に併設高校をはじめとした、近隣の高校や地域との連携強

化や、オープンキャンパス等の高校生向けの様々なコンテンツの強化を行う。また、

学納金計画については、定員充足のための入学定員の適正化や中退学者の防止対策に

よる安定した学納金収入、補助金収入の確保を行う。 

② 人事計画については、学生数に見合った教職員数への転換、また、事務職員について

は個のパフォーマンスを重視する「目標設定型の役割遂行評価」による人事考課制度

を実施し、研修棟を通じた人材育成を重視、強化する。あわせて働きやすい職場環境
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の構築を目指す。 

③ 施設設備については、長期的な修繕計画による維持管理に加えて、学生をはじめとし

たステークホルダーに対して魅力のある学校であるための施設設備の改修、設置を検

討する。 

④ 外部資金の獲得については、学校として文部科学省などの特別補助金等の積極的な獲

得、また個々の教員による科学研究費助成金をはじめとした競争的研究費の積極的獲

得の啓発が挙げられる。また、施設の貸出しや、寄付金募集による外部資金獲得も有

効である。 

令和５年度時点において、本学の設置する４学科全てがばらつきはあるものの収容定員

未充足の状況であり、入学生数の減少により充足率は年々低下している。当然ながら財務

状況は厳しくなっており人件費、施設設備費の抑制によりバランスを保つよう努力は行っ

ているが均衡を図るには程遠い。そのため、文化表現学科については平成 29 年度に入学定

員を 100 人から 65 人に変更する手続きを行っているが、その他の学科についても、それ

ぞれの学科の損益分岐点を考慮しながら定員の見直しを検討し、令和５年度入学生から順

次定員変更を実施している。 

財務状況の厳しさを認識し危機意識を共有するために、「学校法人秋草学園財務書類等開

示規程」に基づいて経営情報を開示している。財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業

報告書、監査報告書などの財務書類は、本部事務局、短期大学、高等学校、専門学校に備

え付け、学園に所属する者、その他利害関係者の閲覧に供している。また、同様の情報は

ホームページ掲載により公開している（備付-54）。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の課題＞ 

学生数の確保については、毎年入試担当部署を中心に各学科でも努力を重ねてはいるが、

現状を維持することも難しくなってきている状況であり、定員確保のための方策として幼

児教育学科第二部の入学定員を令和５年度入学生から 100 名を 50 名に半減することにし

たことに続き、令和６年度入学生からは幼児教育学科第一部を 150 名から 100 名に、地域

保育学科を 100 名から 50 名に、文化表現学科を 65 名から 50 名にそれぞれ入学定員を変

更する。これにより定員の充足を図ると共に、それに見合った施設・設備や財産の保有管

理を行なっていく必要がある。 

経費の削減については、平成 20 年度からの秋草学園第Ⅰ期５ヵ年計画に沿って予算額

の減額を毎年実施してきた。以降も経費の削減は推し進めてきており、その間において、

短期大学部門では基本金組入前当年度収支差額の黒字は継続されていたが、平成 30 年度

に 17 年ぶりに赤字となったことから全部門が赤字となった。最大の要因は学生数の減少

であり、財務面だけでの努力にも限界がある。令和３年度予算策定より直近の決算値を基

準に支出削減をすることにして毎年継続しているが、収入の減少が大きく経費の削減だけ

では収支の改善が行えない状況となっていることからも、やはり学生の確保が喫緊の課題

となる。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の特記事項＞ 

令和元年は学園創立 70 周年の節目であったことから、平成 30 年８月から令和２年３月
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まで記念事業のための寄付金募集を行った（備付-55）。結果として募集目標の約 93%の寄

付金・協力金があり、食堂の改修事業等を実施した。 

 

＜基準Ⅲ 教育資源と財的資源の改善計画＞ 

 

―今回の自己点検・評価の課題についての改善計画― 

幼児教育学科では、各教員が更に研究を行いやすく、またその成果を公表できるよう、

更に研究環境の整備を行う。具体的には、校務の負担が一部の教員に偏らないよう配慮し

て授業担当コマ数を組む。また、与えられた研修日や個人研究費を十分に活用して研究活

動を行うよう、引き続き学科会等を通じて促すと共に、学外の研究助成や、学内に準備さ

れている奨励研究費への積極的な応募を呼びかける。 

地域保育学科では、各教員が自身の専門性と保育者養成に関する知見を生かした研究が

できるよう、またその成果を学会や地域社会に公表できるよう、更に研究環境の整備を行

う。また、研修日や研究費に関しては、教員の計画に基づき自由に活動できるよう配慮し

ている。そのために、授業数や学科内の役割については負担が公平となるようにしている。

外部研究資金の獲得に関しても奨励している。 

文化表現学科では、所属教員による科学研究費補助金の獲得、外部補助金の獲得のため

に、引き続き科学研究費補助金の申請をするよう呼びかけるとともに、研究支援のための

方策や調査研究のための環境整備を検討していく。 

紀要の発行に際し毎年投稿の申込みから査読、発行まで一連の流れで行っているが、提

出された原稿の様式や、内容に関して執筆者と査読者との間でトラブルが生じている。紀

要に関する規程は既に定められているが、令和６年度の紀要申込みの開始までに、トラブ

ルを未然に防ぐための紀要に関する規程の整備を図書館・紀要委員会において実施する。 

情報セキュリティの対策基準、実施手順などの整備を進めるため、令和３年度より教員、

情報担当職員等からなる新たな委員会を組織した。これによりただ単に情報セキュリティ

のみならず、本学の情報教育全体に対する基本方針を確定する予定である。 

障がい者対応としての１号館５階へのエレベーター設置は、従来から検討されているが

適切な設置場所が見当たらないまま未実施となっている。建物本体が建築から 40 年以上

経っており、後付のために躯体を壊す必要もあることから費用もかさむため、現在の財政

状況を踏まえて補助金等の支援がある時期に実施する予定である。 

SD 研修については教職員の意見を取り入れるなどして、より充実したものを策定する

とともに、外部団体主催のオンライン研修など学内でも行える効果的な研修の受講を積極

的に推進していく。また、令和５年度は自己啓発による資格取得者が非常に少なかったた

め、改めて啓発活動を行うとともに最低３人、３資格以上の取得を目標とする。 

図書館図書等の「2212 秋草学園短期大学図書館図書等の除籍に関する内規」に従い除籍

を実施するとともに、資格・検定に関する図書等内容が毎年更新される図書等に関しては、

古い図書を積極的に除籍していく。 

経費予算関係については、前年度の予算額を超えないように各部署に積算を依頼してい

る。ただし、必要不可欠な備品等については目的、必要性を聴取したうえで予算計上して

いく方針である。以前は前年度予算をベースに経費削減の依頼を行っていたが、令和３年
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度予算策定からは、直近の決算値を基準に支出削減をすることにした。新型コロナウイル

ス感染症の影響下での各費目の支出はこれまでと大きく異なるものもあったため、５類以

降から１年経った令和６年度からは、ある程度の考慮は必要と考える。また定員充足率の

改善のために、幼児教育学科第二部の入学定員を令和４年度から 100 名を 50 名に半減し、

令和５年度からは幼児教育学科第一部を 150 名から 100 名、地域保育学科も 100 名から

50 名、また文化表現学科は 65 名から 50 名とした。これはここ数年の学科の定員充足率の

低下を受け、適切な定員管理、及び必要専任教員数の削減により定員に見合った教員数、

人件費とすることで財務改善を図ることが目的である。これにより基本金組入前当年度収

支差額の赤字幅の圧縮を実現していく。合わせて、今まで以上に補助金の獲得によるもの

や、寄付金による収入など、学生納付金以外の部分での収入の確保の方策を実施していく。 
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【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】 
 

［テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ］ 

 

＜根拠資料＞ 

 

備付資料 56 理事長履歴書 

備付資料 57 学校法人実態調査表【令和３年度】 

備付資料 58 学校法人実態調査表【令和４年度】 

備付資料 59 学校法人実態調査表【令和５年度】 

備付資料 60 令和４年度理事会・評議員会開催予定日 

 

［区分 基準Ⅳ-A-1 理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 理事長は、学校法人の運営全般にリーダーシップを適切に発揮している。 

 ① 理事長は、建学の精神・教育理念、教育目的・目標を理解し、学校法人の発

展に寄与できる者である。 

 ② 理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理している。 

 ③ 理事長は、毎会計年度終了後 2 月以内に、監事の監査を受け理事会の議決を

経た決算及び事業の実績（財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告

書）を評議員会に報告し、その意見を求めている。 

（2） 理事長は、寄附行為の規定に基づいて理事会を開催し、学校法人の意思決定機関

として適切に運営している。 

 ① 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督している。 

 ② 理事会は、理事長が招集し、議長を務めている。 

 ③ 理事会は、認証評価に対する役割を果たし責任を負っている。 

 ④ 理事会は、短期大学の発展のために、学内外の必要な情報を収集している。 

 ⑤ 理事会は、短期大学の運営に関する法的な責任があることを認識している。 

 ⑥ 理事会は、学校法人運営及び短期大学運営に必要な規程を整備している。 

（3） 理事は、法令及び寄附行為に基づき適切に構成されている。 

 ① 理事は、学校法人の建学の精神を理解し、その法人の健全な経営について学

識及び識見を有している。 

 ② 理事は、私立学校法の役員の選任の規定に基づき選任されている。 

 ③ 寄附行為に学校教育法の校長及び教員の欠格事由の規定を準用している。 

 

＜区分 基準Ⅳ-A-1 の現状＞ 

理事長秋草征志（備付-56）は、昭和 43 年３月から学校法人秋草学園に勤務し、昭和 63

年２月から評議員、平成２年 12 月から理事、平成 18 年４月から理事長に就任した。その

間、創設者である秋草かつえ元理事長・学長（平成 25 年３月 13 日逝去）の下、建学の理

念や教育理念・教育目的を理解し、様々な部署の業務を務めることで法人の状況把握、将

様式 8－基準Ⅳ 
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来展望を構築し、理事長として法人の発展に寄与、尽力してきた。しかしながら体調不良

により令和５年 10 月末をもって退任したため、新理事長は理事会での互選により短期大

学学長の北野大が選任され、令和５年 11 月１日から学長職兼務の形で任務にあたってい

る。 

 理事長は、寄附行為第７条に定めるところにより、法人を代表し、その業務を総理して

いる（備付-57～59）。 

 また、理事長は、毎会計年度終了後２ケ月以内に監事の監査を受け、理事会の議決を経

た決算及び財産目録、貸借対照表、収支計算書並びに事業報告書を評議員会に報告し、そ

の意見を求めている。 

 理事会は、寄附行為第６条に定めるところにより、学校法人の業務を決し、理事の職務

の執行を監督している。また、理事会は理事長が招集し、議長を務めている。なお本学園

では、通常の理事会とは別に毎月１回常勤理事による学内理事会を開催し（備付-60）、学

園各部門における課題や運営について検討を実施し、改善を図っている。 

 認証評価に係る自己点検・評価委員会は、理事会の主要なメンバーである理事長、学長

のほか事務局長などが構成員となり、積極的なリーダーシップをとっている。委員長や

ALO は理事長から委嘱されている。「自己点検・評価報告書」は、理事会が審議、承認を経

て、学長名による公表を最終的に了承する責務を果たしている。 

 理事会は、短期大学発展のために学内外の情報を収集することで、課題について自ら検

討するとともに、課題によっては関係部署に対しても検討を指示している。あわせて、法

的な責任を認識した上で大学運営を行っている。 

 理事会は、学校法人運営及び短期大学運営に必要な規程を整備し、規程集として各部署

に備え付けるだけでなく、学内 LAN により閲覧が可能となっている。 

理事の選任については、寄附行為第 10 条に規定されている。学長、教職員のうちから理

事会において選任された者、評議員のうちから評議員会において選任された者及び学識経

験者のうち理事会において選任された者が理事となる。学長、教職員及び評議員を退いた

ときは、理事の職を失う。いずれも学校法人の建学の理念を理解し、法人の健全な経営に

ついて学識及び見識に基づいた対応を行っている。また、寄附行為第 16 条第２項第４号に

は、役員の退任事由として、学校教育法第９条各号に掲げる事由を摘要している。 

 

理事会開催状況（令和５年度） 

年 月 日 主な議題 出席者数 定数 

５ ５ 26 
・令和４年度秋草学園事業報告 同収支決算（案）

の件 
 

8人（1） 8人以上10人以内 
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５ ９ 15 

・秋草学園５カ年計画（案）の件 
・高等学校体育館改修に係る借入（案）の件 
・学校法人秋草学園諸規程の整備（案）の件 
 

 

7人（2） 8人以上10人以内 

５ 10 20 
・辞任に伴う理事長選任（案）の件 
 

7人（2） 8人以上10人以内 

５ 12 14 
・高等学校体育館改修に係る借入（案）の件 
・学校法人秋草学園諸規程の整備（案）の件 

７人 

（1） 
8人以上10人以内 

６ 2 9 

・学校法人秋草学園諸規程の整備（案）の件 
・高等学校体育館改修に係る借入内容変更（案）
の件 
・借入連帯保証人変更（案）の件 
・任期満了に伴う理事（2号及び4号）選任（案）
の件 
・任期満了に伴う理事会選任の評議員（2号及び3
号）選任（案）の件 
・学校法人秋草学園諸規程の整備（案）の件 
 

６人

（2） 
8人以上10人以内 

６ 3 22 

・任期満了に伴う監事選出（案）の件  
・秋草学園５ヵ年計画に係る令和５年度実施報告
及び令和６年度実施計画（案）の件  
・令和6年度学校法人秋草学園事業計画（案）の件 
  
・令和6年度学校法人秋草学園予算（案）の件
  
・常任理事選任（案）の件  
・理事長の職務代理選任（案）の件  
・秋草学園福祉教育専門学校校長選任（案）の件
  
・秋草学園高等学校校長選任（案）の件  
・秋草学園短期大学学科長選任（案）の件  
・学校法人秋草学園諸規程の整備（案）の件 
・学校法人秋草学園職員任用（案）の件 

７人 

(1) 
8人以上10人以内 

    ※出席者数は実数。（ ）内は、意思表示出席者数。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの課題＞ 

理事会、評議員会については、寄附行為に則して安定した運営を行っている。しかし、

常に新しい発展的な課題を投げかけることにより、理事、評議員、監事が学園の目指す方

向性を理解できるよう、一致協力しての体制作りをさらに推進することが課題である。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの特記事項＞ 

新理事長は理事会の承認を得て学園活性化のプロジェクトを令和５年４月にスタートさ

せた。これらは、事務部門、短期大学部門、高等学校部門及び専門学校部門の４プロジェ

クトであり、各プロジェクトの責任者として、山下、北野、関口及び野中理事を指名した。

このプロジェクトは責任者以外のメンバーをテーマに応じて定めること、学園の活性化に

つながる事項を各プロジェクトで発掘していくことなど、柔軟な運営方針とした。 
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［テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ］ 

 

＜根拠資料＞ 

備付資料 61 学長個人調書 

備付資料 62 各委員会議事要録 

 

［区分 基準Ⅳ-B-1 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制が確

立している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 学長は、短期大学の運営全般にリーダーシップを発揮している。 

 ① 学長は、教学運営の最高責任者として、その権限と責任において、教授会の

意見を参酌して最終的な判断を行っている。 

 ② 学長は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有してい

る。 

 ③ 学長は、建学の精神に基づく教育研究を推進し、短期大学の向上・充実に向

けて努力している。 

 ④ 学長は、学生に対する懲戒（退学、停学及び訓告の処分）の手続を定めてい

る。 

 ⑤ 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督している。 

 ⑥ 学長は、学長選考規程等に基づき選任され、教学運営の職務遂行に努めてい

る。 

（2） 学長等は、教授会を学則等の規定に基づいて開催し、短期大学の教育研究上の審

議機関として適切に運営している。 

 ① 教授会を審議機関として適切に運営している。 

 ② 学長は、教授会が意見を述べる事項を教授会に周知している。 

 ③ 学長は、学生の入学、卒業、課程の修了、学位の授与及び自ら必要と定めた

教育研究に関する重要事項について教授会の意見を聴取した上で決定してい

る。 

 ④ 学長等は、教授会規程等に基づき教授会を開催し、併設大学と合同で審議す

る事項がある場合には、その規程を有している。 

 ⑤ 教授会の議事録を整備している。 

 ⑥ 教授会は、学習成果及び三つの方針に対する認識を共有している。 

 ⑦ 学長又は教授会の下に教育上の委員会等を規程等に基づいて設置し適切に運

営している。 

 

＜区分 基準Ⅳ-B-1 の現状＞ 

学長は、大学院修了後に研究所職員として約 20 年間化学物質の安全性評価の研究に携

わった経験を有している、その後大学教員としても 29 年の長きにわたり環境化学の教育・

研究を行ってきた（備付-61）。その面では保育者養成を中心とした本学にとって必ずしも

専門性が一致しないが、研究所では部長職として、また前任の大学では大学院専攻科長、
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学科長、図書館長として長きにわたり教職員の管理にあたってきた。この面では企業や大

学におけるガバナンスに関して多くの経験を持っている。学長は、学長選考規程に基づい

て選任され、人格、学識において全教職員から認められている。また、教学運営の責任者

として職務遂行に務めており、校務を行なう中で教員組織の統括、及び関係部署職員との

連携を取り、学長就任以来７年間にわたり強力なリーダーシップを発揮している。具体的

な事例として、学内的には文部科学省の私立大学等改革総合支援事業タイプ１に係る諸規

定の整備を行い申請してきた。この結果学長就任時から連続して３年採択された。その後

の２年間はわずかに点数が足りず、採択されなかったが令和４年度には採択された。しか

しながら令和５年度は合格点の 70 点に４点足りず採択されなかった。ちなみに短期大学

の申請学校数は全体の約３分の１であり、申請学校の採択率は 18％であった。本学は７年

間で４回採択されたことになる。この事業に採択されるということは、国からの補助金が

受けられるということよりも、本学の教育内容が時代の要請にこたえていることを意味す

る。そのほか新規の専任教員採用に当たっての専門領域の特定と職位決定の定量的評価方

法の確立、専任教員の昇任規定と条件の定量化と見直し、名誉教授規程の整備と接遇の在

り方、任期付き教員の勤務条件等の整備、人を対象とする研究の倫理面を審査する制度の

創設、奨励研究費採択基準の明確化、（具体的には申請者による研究内容のプレゼンテーシ

ョンと審査委員による質疑等）、出版助成制度の創設、学生の転学科、休学規程の明文化な

どを実現させた。 

一方学外活動としては所沢市上下水道事業運営審議会の委員長として、また所沢市及び

周辺自治体の要請に基づく講演会の講師などを行ってきた。さらにその専門性から環境省

の新規 POPs（残留性有機汚染物質）等検討委員会の座長、日本化学工業協会が支援する

研究テーマ及び内容に関する諮問委員会委員長なども行っている。学長は学内の各委員会

委員長に対し、検討・改善すべき事項を４月の教授会で指示し、半年後及び１年後の教授

会で各委員長から進捗状況の説明を求め、学内改革に努めている。この他にも新入生オリ

エンテーションや新年度の非常勤講師との教職員会において、建学の理念について丁寧に

説明を行うとともに、研究会への参加や幼児教育学科及び地域保育学科の授業を一部担当

することにより教育研究を推進している。また、学生の勉学意欲を増すために、GPA に基

づく成績優秀学生表彰制度を設け、毎年前期と後期に副賞とともにこれらの成績優秀学生

の表彰を行っている。このほか、学生リーダー等として本学の行事支援（秋草祭、入学式、

卒業式、オープンキャンパス等）をするなど、大学運営に貢献のあった学生についても卒

業時に表彰する制度を設けた。これらの表彰制度は学生のインセンティブ向上に大きな効

果を示している。なお、学生に対する懲罰については、学則第 40 条に従い、令和４年度に

は具体的な懲戒規程として「2150 秋草学園短期大学学生懲戒規程」を整備した。なお、こ

の規定の運用に当たっては、学長としては基本的には懲戒よりも指導・教育という面を生

かすことにしている。また、学長は理事会、同窓会に働きかけ学生の利用するロッカー室、

食堂及び体育館のリニューアルを行い、学生がより満足して学業に励めるようにしてきた。 

 教授会は、教授会規程第３条の定めるところにより、学長が招集し議長となる。また、

同規程第４条には教授会の意見聴取事項が規定され、教育研究上の審議機関として適切に

運営されている。教授会は民主的に運営されている。教授会は月１回を原則とするが、学

長の判断により、必要に応じて追加開催している。議事録は、教務課において作成し、資
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料とともに適切に保管されている。 

 教授会では、学習成果、及び「学位授与の方針」「教育課程編成・実施の方針」「入学者

受け入れ方針」の三つの方針が明確に示され、教員全員の認識を得られている。三つの方

針に関しては、平成 29 年４月から施行された学校教育法施行規則に対応するため、教学マ

ネジメント委員会において検討し策定されたが、その後も学科内で逐次見直しを行ない、

必要に応じて改訂を行っている。 

 学長は、教授会の下に各種の委員会を設置し、それぞれの委員会規程に基づいて適切に

運営している。必要に応じて合同の委員長会を開催するなど臨機応変に対応している。議

事録は、委員会庶務を担当する事務局において作成された後、適切に保管し（備付-62）、

学長はいつでも議事録を確認できる状態となっている。教学運営に当たっては、学科長と

の協力体制や各種委員会の協力を得たことにより円滑に行うことができており、各種委員

会においては、それぞれの委員会規程に基づいて運営し、学長への報告は教授会に先立っ

て、学科長会等でも行うよう遺漏なきようにしている。学科長会は原則毎月開催されるが、

場合によっては定例以外にも開催され、さらには学科長会メンバー以外の関係する教員も

招聘して行っている。最終決定に当たっては、学長は学科長会の意見を参考にしている。 

なお上述の補足として、本学では平成 26 年に学校教育法及び学校教育法施行規則が改

正され平成 27 年４月１日から施行されたことにより、大学運営における学長のリーダー

シップの確立等を図るために教授会と学長の役割を明確にすることを目的として、学則、

教授会規程、その他の内部規則の見直しを行っている。その内容として、教授会規程の改

正により、教授会の意見聴取事項として、（１）学生の入学、卒業及び課程の修了、（２）

学位の授与、（３）その他、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必

要なものとして学長が定める事項を規定した。また、（３）の学長が定める事項については、

教育課程の編成等３項目が学長裁定として提示され、教授会の意見を聴取した。その他、

教授会は学長の求めに応じて意見を述べることができると規定した。 

 さらに、学長に最終決定権があることを明確にするために、教授会が述べた意見につい

ては、これを受けた学長が最終的に判断すること、教授会が学長等に意見を述べる際に行

った決定は、学長が行う決定を妨げるものではないことを規定した。 

平成 26 年の学校教育法及び学校教育法施行規則の改正趣旨が、学長のリーダーシップ

によるガバナンス体制の構築にあることから、平成 27 年度に教学マネジメント委員会及

び IR 推進室の設置、教員表彰の制度化などの施策が具体化され、平成 28 年度以降実質的

な活動を継続して行っている。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの課題＞ 

 各委員会の相互の協力体制も整いつつあり、必要に応じて学科会と委員会との交流も必

要と考えるが、現時点では実際にそのような体制での審議が必要な事項は必ずしも多くは

ない。例えば学科会に学生委員会の委員長を招聘して行うなどのケースがある。今後は委

員会間にまたがるような懸案事項が多くなると考えられるため、例えば教務委員会と学生

委員会の合同会議などを積極的に進めていく。 

 学長のリーダーシップ及び補佐体制の強化を図る教学マネジメント委員会及び IR 推進

室の実効性ある運用が今後も課題となる。 
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＜テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの特記事項＞ 

以下、４プロジェクトのうち短期大学部門における主な検討結果を記述する。 

１）本学の共学化の是非 

18 歳年齢人口の減少により、入学定員の確保は年々厳しさを増している。この問題を解

消すべく現在女子に特化している入学生を男子学生にも門戸を開くべきか否かの検討を行

った。現在の保育士、幼稚園教諭のうち５ないし６％が男性であり、この割合は共学の短

大の在籍者の割合と良く一致する。本学の保育系の入学定員は 200 名であり、たとえ共学

化しても 10 名程度の受験生増加にしかならない。共学化にあたっては新たな更衣室、男子

トイレの増設、体育の授業は男女別で実施があり、これらの投資には見合わないと結論し

た。 

２）小学校教員免許取得への対応について 

小学校教員免許の取得可能が学生募集に効果があるかの検討を行った。小学校教員免許

取得可能な８短大と、不可能な４短大の入学定員充足率を統計処理して判定した結果、小

学校教員免許取得は学生募集上優位にならないと判定された。 

３）売店の閉鎖について 

現在、毎年約 230 万円の補助金を支出しているが、販売品目の多くはコンビニエンスス

トアまたは 100 円ショップで購入可能であり、令和６年３月をもって売店を閉鎖すること

にした。 

 

［テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンス］ 

 

＜根拠資料＞ 

備付資料 63 監査報告書【令和３年度】 

備付資料 64 監査報告書【令和４年度】 

備付資料 65 監査報告書【令和５年度】 

 

［区分 基準Ⅳ-C-1 監事は法令等に基づいて適切に業務を行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 監事は、学校法人の業務、財産の状況及び理事の業務執行の状況について適宜

監査している。 

（2） 監事は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況につ

いて、理事会及び評議員会に出席して意見を述べている。 

（3） 監事は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況につ

いて、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後 2 月以内に理

事会及び評議員会に提出している。 

 

＜区分 基準Ⅳ-C-1 の現状＞ 

監事の職務については、「学校法人秋草学園寄附行為」第 13 条「監事の職務」として、

「（１）この法人の業務を監査すること」、「（２）この法人の財産の状況を監査すること」、
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「（３）この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。」、「（４）この法人の業務若し

くは財産の状況又は理事の業務執行状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、

当該会計年度終了後２月以内に理事会及び評議員会に提出すること」、「（５）第１号から

第３号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行

に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見し

たときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。」、

「（６）前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会

の招集を請求すること。」、「（７）この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執

行状況について、理事会に出席して意見を述べること。」、「２ 前項第６号の請求があっ

た日から５日以内に、その請求があった日から２週間以内の日を理事会又は評議員会の

日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監

事は、理事会又は評議員会を招集することができる。」及び「３ 監事は、理事がこの法

人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄付行為に違反する行為をし、又はこれら

の行為をするおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求する

ことができる。」と定めており、適切にその業務を行っている。  

 令和５年度も監事はこれら「監事の職務」に則り、理事会および評議員会に出席し意

見を述べている。具体的には、令和５年５月 26 日の理事会及び評議員会においては「監

査報告書」（備付--65～67）を提出し、令和４年度秋草学園事業報告（案）の件及び令和

４年度秋草学園収支決算（案）の件の審議の中で所見を述べている。  

 

［区分 基準Ⅳ-C-2 評議員会は法令等に基づいて開催し、理事長を含め役員の諮問機関

として適切に運営している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 評議員会は、理事の定数の 2 倍を超える数の評議員をもって、組織している。 

（2） 評議員会は、私立学校法の評議員会の規定に従い、運営している。 

 

＜区分 基準Ⅳ-C-2 の現状＞ 

「学校法人秋草学園寄附行為」第５条第１項第１号は、理事の定数を「８人以上 10 人

以内」と定めている。また、評議員の定数は、第 18 条第１項で「20 人以上 26 人以内」

と定められており、評議員会は理事の定数の２倍を超える数の評議員をもって組織され

ている。 

評議員会の運営に関しては、第 18 条において「２ 評議員会は、理事長が招集する。」、

「３ 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。」、

「４ 理事長は、評議員総数の３分の１以上の評議員から会議に付議すべき事項を示し

て評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から 20 日以内に、これを

招集しなければならない。」、「５ 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開

催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならな

い。」、「６ 前項の通知は、会議の７日前までに発しなければならない。ただし、緊急を

要する場合には、前項及び本項本文の規定にかかわらず、相当と認める方法で通知する

ことができる。」、「７ 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を



秋草学園短期大学 

97 

開き、議決することができない。」、「８ 前項の場合において、評議員会に付議される事

項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。」、「９ 評議

員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した評

議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」、「10 議長は、

評議員として議決に加わることができない。」及び「11 評議員会の議事について特別の

利害関係を有する評議員は、議決に加わることはできない。」と定められており、これら

に基づいて適切に運営されている（提出-32～34）。また、「諮問事項」については、第 19

条において「（１）予算及び事業計画」、「（２）事業に関する中期的な計画」、「（３）借入

金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）及び基本財産の処分

並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分」、「（４）役員に対する報酬等（報酬、賞与

その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。）の

支給基準」、「（５）予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄」、「（６）寄附行為の変更」、

「（７）合併」、「（８）目的たる事業の成功の不能による解散」、「（９）寄附金品の募集に

関する事項」、及び「（10）その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必

要と認めた事項」と定められており、評議員会は私立学校法第 42 条に従い、適切に運営

されている。 

 

評議員会開催状況（令和５年度） 

年 月 日 主な議題 出席者数 定数 

５ ５ 26 
・令和４年度秋草学園事業報告 同収支決算 
（案）の件 

17人 

（3） 
20人以上26人以内 

５ ９ 15 
・秋草学園5ヵ年計画（案）の件 
・高等学校体育館改修に係る借入（案）の件 

18人 

（2） 
20人以上26人以内 

５ 12 14 
・評議員辞任（案）の件 
・高等学校体育館改修に係る借入（案）の件 

16人 

（3） 
20人以上26人以内 

６ ２ 9 

・学校法人秋草学園諸規程の整備（案）の件 
・高等学校体育館改修に係る借入内容変更（案）
の件 
・借入連帯保証人変更（案）の件 
・任期満了に伴う評議員（４号）選任（案）の件 
・任期満了に伴う評議員会選任の理事（３号）選
任（案）の件 
 

16人 

（3） 
20人以上26人以内 

６ ３ 22 

 
・任期満了に伴う評議員会議長選任（案）の件 
・任期満了に伴う理事会選出監事の同意（案）の
件 
・秋草学園５ヵ年計画に係る令和５年度実施報告
及び令和６年度実施計画（案）の件  
・令和6年度学校法人秋草学園事業計画（案）の件 
・令和6年度学校法人秋草学園予算（案）の件 

17人 

（2） 
20人以上26人以内 

    ※出席者数は実数。（ ）内は、意思表示出席者数。 

 

［区分 基準Ⅳ-C-3 短期大学は、高い公共性と社会的責任を有しており、積極的に情報

を公表・公開して説明責任を果たしている。］ 
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※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 学校教育法施行規則の規定に基づき、教育情報を公表している。 

（2） 私立学校法に定められた情報を公表・公開している。 

 

＜区分 基準Ⅳ-C-3 の現状＞ 

本学では学校教育法施行規則の第 165 条の２、及び第 172 条の２の規定に基づき、以下

の教育情報をホームページ上に公表している。 

１．大学の教育研究上の目的及び三つの方針に関すること 

２．教育研究上の基本組織に関すること 

３．教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

４．入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者

数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 

５．授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 

６．学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 

７．校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

８．授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 

９．大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

財務情報については、私立学校法の規定に基づき「学校法人秋草学園財務書類等開示規

程」を定め、財産目録、貸借対照表、収支計算書、監査報告書及び事業報告書など、閲覧

に供する財務書類等を本部事務局・短期大学、高等学校、専門学校に備え付け、学園に所

属する者、その他利害関係者の閲覧に供している。なお、同様の情報をホームページにも

掲載しており、誰でも閲覧が可能となっている。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの課題＞ 

毎期監事、理事長、学内理事等が出席する監事会を行っているが、それはイベントまた

は結果からの監査である。理事の業務執行状況監査のためには、監事による理事へのヒア

リング及び評価などが課題になる。 

情報の公開については、「事業報告書」を平成 27 年度決算からホームページに掲載して

いるが、教学関係情報や財務情報の指標となる費目や比率の説明について、今後その解説

を加えることを課題としたい。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの特記事項＞ 

 特記事項なし 

 

＜基準Ⅳ リーダーシップとガバナンスの改善計画＞ 

―今回の自己点検・評価の課題についての改善計画― 

監事監査を支援する体制の構築等を、監事の意向を踏まえながら検討を進める。 

情報の公開については、「事業報告書」にはこだわらないが、他大学での情報公開等を参

考にしながら令和６年度中には財務内容の指標となる種々の比率数値と本学の比率数値の

比較などを決算理事会承認後にはホームページ上で掲載できるよう検討していく。 


